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強
制
加
入
団
体
で
あ
る
群
馬
司
法
書
士
会
は
、
司
法
書
士
法
一
四
条
に
基
づ
き
設
立
さ
れ
た
公
益
法
人
で
あ
る
が
、

二
五
日
開
催
の
臨
時
総
会
に
お
い
て
、
次
の
内
容
の
決
議
を
行
っ
た
。

平
成
七
年
二
月

（
一
）
　
阪
神
大
震
災
に
よ
り
被
災
し
た
司
法
書
士
会
・
司
法
書
士
の
復
興
を
支
援
す
る
た
め
、
阪
神
大
震
災
救
援
司
法
書
士
対
策
本

　
　
部
に
「
復
興
支
援
拠
出
金
」
三
〇
〇
〇
万
円
を
拠
出
す
る
。

（
二
）
　
右
拠
出
金
の
た
め
「
復
興
支
援
特
別
会
計
」
を
設
置
す
る
。
共
済
特
別
会
計
か
ら
復
興
支
援
特
別
会
計
へ
の
貸
出
を
行
い
、

　
　
こ
の
貸
付
金
を
も
っ
て
拠
出
金
を
支
出
す
る
。

（
三
）
　
復
興
支
援
特
別
会
計
は
共
済
特
別
会
計
か
ら
の
借
入
金
の
ほ
か
に
次
の
各
号
を
も
っ
て
収
入
と
し
、
期
間
三
年
で
共
済
特
別

　
　
会
計
へ
の
償
還
を
行
う
。

　
（
1
）
　
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
金
。
た
だ
し
、
役
員
手
当
の
減
額
、
事
業
の
縮
小
を
含
め
た
見
直
し
、
旅
費
日
当
規
定
の
見
直
し
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法
書
士
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づ
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公
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あ
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が
、
平
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七
年
二
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五
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総
会
に
お
い
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、
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内
容
の
決
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を
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た
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会
計
か
ら
復
興
支
援
特
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復
興
支
援
特
別
会
計
は
共
済
特
別
会
計
か
ら
の
借
入
金
の
ほ
か
に
次
の
各
号
を
も
っ
て
収
入
と
し
、
期
間
三
年
で
共
済
特
別

会
計
へ
の
償
還
を
行
う
。

(
1
)
 

一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
金
。
た
だ
し
、
役
員
手
当
の
減
額
、
事
業
の
縮
小
を
含
め
た
見
直
し
、
旅
費
日
当
規
定
の
見
直
し
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等
に
よ
り
生
じ
る
余
剰
金
を
繰
り
入
れ
る
。

（
2
）
　
甲
号
一
件
に
つ
き
五
〇
円
の
復
興
支
援
特
別
負
担
金
（
復
興
支
援
証
紙
）

な
お
、
右
各
号
と
も
共
済
特
別
会
計
へ
の
償
還
が
完
了
す
る
ま
で
の
措
置
と
し
、

徴
収
に
よ
る
収
入
。

償
還
完
了
後
は
旧
に
復
す
る
も
の
と
す
る
。

　
こ
れ
に
対
し
、
群
馬
司
法
書
士
会
に
属
す
る
会
員
が
、
右
決
議
は
内
容
的
に
も
手
続
的
に
も
違
法
で
あ
り
無
効
で
あ
る
か
ら
、
会
員

に
は
そ
の
支
払
義
務
が
な
い
と
し
て
、
右
決
議
に
基
づ
く
債
務
の
不
存
在
の
確
認
を
求
め
る
訴
え
を
提
起
し
た
。

　
そ
こ
で
、
右
決
議
が
司
法
書
士
会
の
目
的
の
範
囲
内
か
否
か
が
問
題
と
な
り
、
一
審
（
前
橋
地
判
平
成
八
年
一
二
月
三
日
判
時
一
六

二
五
号
八
○
頁
）
は
、
「
司
法
書
士
会
が
阪
神
大
震
災
に
よ
り
被
災
し
た
兵
庫
県
司
法
書
士
会
に
金
員
を
送
付
す
る
こ
と
は
、
た
と
い

そ
れ
が
倫
理
的
、
人
道
的
見
地
か
ら
実
施
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
法
（
司
法
書
士
法
…
…
筆
者
注
）
一
四
条
二
項
所
定
の
司
法
書

士
会
の
目
的
の
範
囲
外
の
行
為
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
」
と
判
示
し
、
二
審
（
東
京
高
判
平
成
一
一
年
三
月
一
〇
日
判
時
一

六
七
七
号
ニ
ニ
頁
）
は
、
司
法
書
士
会
が
災
害
救
援
資
金
の
寄
付
に
「
応
分
の
負
担
を
す
る
こ
と
も
、
社
会
的
に
相
当
と
認
め
ら
れ
る

限
り
、
権
利
能
力
の
範
囲
内
に
あ
る
」
と
し
て
司
法
書
士
会
の
目
的
の
範
囲
内
と
し
、
「
会
員
の
思
想
、
信
条
の
自
由
に
対
す
る
何
ら

か
の
制
約
と
な
る
と
し
て
も
、
そ
の
程
度
は
軽
微
で
あ
っ
て
、
思
想
・
信
条
等
の
自
由
を
根
本
的
に
否
定
す
る
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
い

と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
」
と
判
示
し
て
、
結
論
が
一
八
○
度
異
な
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
か
つ
て
私
は
、
こ
の
一
審
判
決
に
つ
い
て
は
、
司
法
書
士
会
の
目
的
の
範
囲
外
と
し
た
結
論
に
反
対
し
、
目
的
の
範
囲
内
と
す
べ
き

と
す
る
判
例
研
究
を
書
き
（
拙
稿
「
判
研
」
山
院
三
九
号
一
七
二
頁
〔
一
九
九
八
〕
）
、
ま
た
、
こ
の
二
審
判
決
に
つ
い
て
は
、
司
法
書

士
会
の
目
的
の
範
囲
内
と
し
た
結
論
を
支
持
し
つ
つ
、
こ
の
判
決
を
検
討
す
る
論
文
を
書
い
た
（
拙
稿
「
災
害
救
援
資
金
の
寄
付
と
公
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(
2
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甲
号
一
件
に
つ
き
五

O
円
の
復
興
支
援
特
別
負
担
金
(
復
興
支
援
証
紙
)
徴
収
に
よ
る
収
入
。

な
お
、
右
各
号
と
も
共
済
特
別
会
計
へ
の
償
還
が
完
了
す
る
ま
で
の
措
置
と
し
、
償
還
完
了
後
は
旧
に
復
す
る
も
の
と
す
る
。

こ
れ
に
対
し
、
群
馬
司
法
書
士
会
に
属
す
る
会
員
が
、
右
決
議
は
内
容
的
に
も
手
続
的
に
も
違
法
で
あ
り
無
効
で
あ
る
か
ら
、
会
員
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に
は
そ
の
支
払
義
務
が
な
い
と
し
て
、
右
決
議
に
基
づ
く
債
務
の
不
存
在
の
確
認
を
求
め
る
訴
え
を
提
起
し
た
。

そ
こ
で
、
右
決
議
が
司
法
書
士
会
の
目
的
の
範
囲
内
か
否
か
が
問
題
と
な
り
、

一
審
(
前
橋
地
判
平
成
八
年
一
二
月
三
日
判
時
一
六

二
五
号
八

O
頁
)
は
、
「
司
法
書
士
会
が
阪
神
大
震
災
に
よ
り
被
災
し
た
兵
庫
県
司
法
書
士
会
に
金
員
を
送
付
す
る
こ
と
は
、
た
と
い

そ
れ
が
倫
理
的
、
人
道
的
見
地
か
ら
実
施
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
法
(
司
法
書
士
法
:
:
:
筆
者
注
)
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一
四
条
二
項
所
定
の
司
法
書

士
会
の
目
的
の
範
囲
外
の
行
為
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
」
と
判
示
し
、
二
審
(
東
京
高
判
平
成
一
一
年
三
月
一

O
日
判
時
一

六
七
七
号
二
二
頁
)
は
、
司
法
書
士
会
が
災
害
救
援
資
金
の
寄
付
に
「
応
分
の
負
担
を
す
る
こ
と
も
、
社
会
的
に
相
当
と
認
め
ら
れ
る

限
り
、
権
利
能
力
の
範
囲
内
に
あ
る
」
と
し
て
司
法
書
士
会
の
目
的
の
範
囲
内
と
し
、
「
会
員
の
思
想
、
信
条
の
自
由
に
対
す
る
何
ら

か
の
制
約
と
な
る
と
し
て
も
、
そ
の
程
度
は
軽
微
で
あ
っ
て
、
思
想
・
信
条
等
の
自
由
を
根
本
的
に
否
定
す
る
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
い

と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
」
と
判
示
し
て
、
結
論
が
一
八

O
度
異
な
る
こ
と
と
な
っ
た
。

か
つ
て
私
は
、
こ
の
一
審
判
決
に
つ
い
て
は
、
司
法
書
士
会
の
目
的
の
範
囲
外
と
し
た
結
論
に
反
対
し
、
目
的
の
範
囲
内
と
す
べ
き

と
す
る
判
例
研
究
を
書
き
(
拙
稿
「
判
研
」
山
院
三
九
号
一
七
二
頁
〔
一
九
九
八
〕
)
、
ま
た
、
こ
の
二
審
判
決
に
つ
い
て
は
、
司
法
書

士
会
の
目
的
の
範
囲
内
と
し
た
結
論
を
支
持
し
つ
つ
、
こ
の
判
決
を
検
討
す
る
論
文
を
書
い
た
(
拙
稿
「
災
害
救
援
資
金
の
寄
付
と
公
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益
法
人
の
目
的
の
範
囲
i
群
馬
司
法
書
士
会
震
災
復
興
支
援
金
事
件
の
東
京
高
裁
判
決
を
素
材
と
し
て
ー
」
山
院
四
四
号
一
頁
〔
一
九

九
九
〕
）
。
そ
の
意
味
で
は
、
現
在
、
最
高
裁
に
係
属
し
て
い
る
こ
の
事
件
に
つ
い
て
は
、
大
変
関
心
を
持
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
こ
の
た

び
群
馬
司
法
書
士
会
よ
り
、
最
高
裁
に
提
出
す
る
鑑
定
書
の
執
筆
の
依
頼
を
受
け
る
に
至
っ
た
。

　
平
成
一
二
年
九
月
一
一
日
に
最
高
裁
に
提
出
さ
れ
た
鑑
定
書
に
お
い
て
は
、
従
来
の
私
の
主
張
を
繰
り
返
し
た
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、

理
論
を
一
層
精
緻
に
し
て
展
開
し
発
展
さ
せ
た
と
こ
ろ
も
あ
り
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
私
の
見
解
を
完
成
さ
せ
た
形
で
整
理
で
き
た
と

考
え
て
い
る
。

　
ま
た
、
平
成
一
二
年
一
〇
月
八
日
の
日
本
私
法
学
会
第
六
四
回
大
会
に
お
い
て
、
私
は
、
「
政
治
献
金
と
災
害
救
援
資
金
の
寄
付
に

関
す
る
法
人
の
目
的
の
範
囲
ー
ア
メ
リ
カ
法
を
素
材
と
し
て
ー
」
と
題
し
て
こ
の
問
題
に
関
わ
る
個
別
報
告
を
行
っ
た
が
、
そ
の
際
、

ア
メ
リ
カ
法
律
家
協
会
（
＞
ヨ
R
8
き
ω
費
》
器
8
壁
什
一
9
）
作
成
の
一
九
八
七
年
の
改
正
模
範
非
営
利
法
人
法
（
園
①
≦
ω
8
竃
a
色

Z
o
唇
8
津
O
o
壱
o
轟
江
9
》
9
三
・
〇
二
条
（
二
二
）
項
が
、
公
共
の
福
祉
又
は
慈
善
・
宗
教
・
科
学
・
教
育
目
的
の
た
め
、
そ

し
て
法
人
の
利
益
を
促
進
す
る
他
の
目
的
の
た
め
に
、
法
に
抵
触
し
な
い
寄
付
を
す
る
こ
と
を
非
営
利
法
人
の
権
能
と
し
て
認
め
て
い

る
こ
と
、
大
抵
の
州
も
こ
う
し
た
非
営
利
法
人
の
慈
善
献
金
を
州
法
で
認
め
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
＝
o
≦
貰
α
い
9
Φ
良
は
、

非
営
利
法
人
に
関
し
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
「
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
州
法
が
、
現
在
で
は
、
法
人
が
、
法
人
の
目
的
の
促
進
の
た
め
か

公
共
の
福
祉
の
促
進
の
た
め
か
の
ど
ち
ら
か
の
た
め
に
、
慈
善
献
金
を
行
う
こ
と
を
許
し
て
い
る
。
」
と
指
摘
し
（
国
o
薫
＞
召
　
ず

○
鵠
o
姻
Z
o
z
℃
男
○
国
↓
O
o
閑
℃
○
勾
＞
目
O
z
9
0
勾
o
＞
蜜
N
》
目
O
z
9
》
z
u
＞
鴇
O
o
ヲ
目
O
z
ω
ま
O
勾
荘
①
P
お
o
o
N
〕
）
、
「
ほ
と
ん
ど
す
べ
て

の
州
で
、
慈
善
団
体
や
公
共
の
福
祉
団
体
や
公
共
の
福
祉
計
画
に
献
金
す
る
法
人
（
営
利
法
人
も
含
む
）
の
権
能
は
、
現
在
で
は
十
分

に
確
立
し
て
い
る
。
過
去
に
お
い
て
は
、
こ
の
こ
と
は
法
人
資
金
の
む
だ
使
い
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
今
日
で
は
法
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群
馬
司
法
書
士
会
震
災
復
興
支
援
金
事
件
の
東
京
高
裁
判
決
を
素
材
と
し
て
l

」
山
院
四
四
号
一
頁
〔
一
九

九
九
〕
)
。
そ
の
意
味
で
は
、
現
在
、
最
高
裁
に
係
属
し
て
い
る
こ
の
事
件
に
つ
い
て
は
、
大
変
関
心
を
持
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
こ
の
た

び
群
馬
司
法
書
士
会
よ
り
、
最
高
裁
に
提
出
す
る
鑑
定
書
の
執
筆
の
依
頼
を
受
け
る
に
至
っ
た
。

平
成
二
一
年
九
月
一
一
日
に
最
高
裁
に
提
出
さ
れ
た
鑑
定
書
に
お
い
て
は
、
従
来
の
私
の
主
張
を
繰
り
返
し
た
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、

理
論
を
一
層
精
微
に
し
て
展
開
し
発
展
さ
せ
た
と
こ
ろ
も
あ
り
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
私
の
見
解
を
完
成
さ
せ
た
形
で
整
理
で
き
た
と

考
え
て
い
る
。

災害救援資金の寄付と司法書士会の目的の範囲

ま
た
、
平
成
一
二
年
一

O
月
八
日
の
日
本
私
法
学
会
第
六
四
回
大
会
に
お
い
て
、
私
は
、
「
政
治
献
金
と
災
害
救
援
資
金
の
寄
付
に

関
す
る
法
人
の
目
的
の
範
囲
ー
ア
メ
リ
カ
法
を
素
材
と
し
て
!
」
と
題
し
て
こ
の
問
題
に
関
わ
る
個
別
報
告
を
行
っ
た
が
、
そ
の
際
、

ア
メ
リ
カ
法
律
家
協
会
(
〉

5
2
w
g
回
向
〉
器
。
巳
丘
町
。
ロ
)
作
成
の
一
九
八
七
年
の
改
正
模
範
非
営
利
法
人
法
(
問
。
〈
円
克
也
富
。
ao-

-3-

z。
口
百
円
。
出
件
。
。
否
。

g
z。
ロ
〉
♀
)
三
・

O
二
条
(
二
ニ
)
項
が
、
公
共
の
福
祉
又
は
慈
善
・
宗
教
・
科
学
・
教
育
目
的
の
た
め
、

そ

し
て
法
人
の
利
益
を
促
進
す
る
他
の
目
的
の
た
め
に
、
法
に
抵
触
し
な
い
寄
付
を
す
る
こ
と
を
非
営
利
法
人
の
権
能
と
し
て
認
め
て
い

る
こ
と
、
大
抵
の
州
も
こ
う
し
た
非
営
利
法
人
の
慈
善
献
金
を
州
法
で
認
め
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
出
。
者
向
己

F
・

2
0
n
w
は、

非
営
利
法
人
に
関
し
、

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
「
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
州
法
が
、
現
在
で
は
、
法
人
が
、
法
人
の
目
的
の
促
進
の
た
め
か

公
共
の
福
祉
の
促
進
の
た
め
か
の
ど
ち
ら
か
の
た
め
に
、
慈
善
献
金
を
行
う
こ
と
を
許
し
て
い
る
。
」
と
指
摘
し
(
出
。
巧
〉
包

F
・

。
F
H
w
n
F
Z
。
Z
司一月

O
盟、
H，
h
c
E
V
O
同〉、
H
A
C
Z
∞
W
C
同
の
〉
Z
H
N
〉叶，
H
O
Z印
w

〉
Z
ロ
〉
∞
∞
c
n
E
d
o
z
m
N
g
〔
洋
町
。
ι・
5
∞N))
、
「
ほ
と
ん
ど
す
べ
て

の
州
で
、
慈
善
団
体
や
公
共
の
福
祉
団
体
や
公
共
の
福
祉
計
画
に
献
金
す
る
法
人
(
営
利
法
人
も
含
む
)

の
権
能
は
、
現
在
で
は
十
分

3 

に
確
立
し
て
い
る
。
過
去
に
お
い
て
は
、
こ
の
こ
と
は
法
人
資
金
の
む
だ
使
い
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
今
日
で
は
法
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人
が
そ
う
し
た
献
金
を
す
べ
き
で
な
い
と
い
う
主
張
は
、
公
益
団
体
の
言
い
逃
れ
と
し
て
し
ば
し
ば
憤
慨
し
た
非
難
を
引
き
起
こ
す
。

：
…
イ
ギ
リ
ス
で
も
ア
メ
リ
カ
で
も
、
法
人
の
献
金
は
、
と
り
わ
け
そ
れ
が
法
人
の
目
的
や
事
業
に
利
益
を
与
え
る
場
合
に
は
、
有
効

で
あ
る
。
…
…
多
く
の
州
法
は
、
例
え
ば
、
そ
う
し
た
法
人
が
活
動
し
て
い
る
地
域
社
会
で
社
会
的
経
済
的
条
件
を
改
善
す
る
た
め
の

献
金
の
よ
う
な
法
人
の
献
金
を
公
認
し
て
い
る
。
」
と
指
摘
し
た
上
で
（
犀
簿
蕊
。
1
醤
。
）
、
非
営
利
団
体
が
「
法
に
よ
っ
て
許
さ

れ
た
程
度
で
、
慈
善
・
科
学
・
教
育
・
福
祉
目
的
の
た
め
に
法
人
の
目
的
と
矛
盾
し
な
い
献
金
」
を
行
う
能
力
を
有
す
る
規
定
を
、

＝
o
名
畦
α
ず
9
0
畠
が
提
案
す
る
統
一
非
営
利
団
体
法
の
中
に
置
い
て
い
る
（
犀
象
崔
濾
）
。
こ
う
し
た
ア
メ
リ
カ
法
の
動
向
は
、

災
害
救
援
資
金
の
寄
付
を
司
法
書
士
会
の
目
的
の
範
囲
内
と
す
る
私
見
の
正
当
性
を
裏
づ
け
る
も
の
と
い
え
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
わ
が
国
の
学
界
に
お
い
て
は
、
こ
の
問
題
に
関
し
、
見
解
が
真
っ
向
か
ら
対
立
し
て
い
る
。

　
す
な
わ
ち
、

　
（
一
）
　
公
益
法
人
で
強
制
加
入
団
体
で
あ
る
司
法
書
士
会
が
災
害
救
援
資
金
の
寄
付
を
行
う
た
め
に
会
員
か
ら
特
別
負
担
金
を
徴
収

　
　
　
す
る
旨
の
決
議
を
す
る
こ
と
を
、
目
的
の
範
囲
外
と
す
る
見
解
と
し
て
以
下
の
も
の
が
あ
る
．

　
　
①
大
野
秀
夫
「
判
批
」
判
評
四
七
四
号
四
一
頁
（
一
九
九
八
）

　
　
②
渡
辺
康
行
「
団
体
の
中
の
個
人
ー
団
体
の
紀
律
と
個
人
の
自
律
」
法
教
一
二
二
号
三
六
頁
（
一
九
九
八
）

　
　
③
内
田
貴
『
民
法
－
　
総
則
・
物
権
総
論
』
二
二
四
頁
（
東
京
大
学
出
版
会
、
第
二
版
、
一
九
九
九
）

　
（
二
）
　
公
益
法
人
で
強
制
加
入
団
体
で
あ
る
司
法
書
士
会
が
災
害
救
援
資
金
の
寄
付
を
行
う
た
め
に
会
員
か
ら
特
別
負
担
金
を
徴
収

　
　
　
す
る
旨
の
決
議
を
す
る
こ
と
を
、
目
的
の
範
囲
内
と
す
る
見
解
と
し
て
以
下
の
も
の
が
あ
る
。

　
　
①
甲
斐
道
太
郎
「
司
法
書
士
会
『
群
馬
訴
訟
』
」
N
B
L
六
二
五
号
五
九
頁
以
下
（
一
九
九
七
）

一4一
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は
、
公
益
団
体
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逃
れ
と
し
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し
ば
し
ば
憤
慨
し
た
非
難
を
引
き
起
こ
す
。

46 (山梨学院大学〕

:
:
:
イ
ギ
リ
ス
で
も
ア
メ
リ
カ
で
も
、
法
人
の
献
金
は
、
と
り
わ
け
そ
れ
が
法
人
の
目
的
や
事
業
に
利
益
を
与
え
る
場
合
に
は
、
有
効

で
あ
る
。
:
:
:
多
く
の
州
法
は
、
例
え
ば
、

そ
う
し
た
法
人
が
活
動
し
て
い
る
地
域
社
会
で
社
会
的
経
済
的
条
件
を
改
善
す
る
た
め
の

献
金
の
よ
う
な
法
人
の
献
金
を
公
認
し
て
い
る
。
」
と
指
摘
し
た
上
で
(
包
・
え
芯
也
1
1
3
0
)
、
非
営
利
団
体
が
「
法
に
よ
っ
て
許
さ

れ
た
程
度
で
、
慈
善
・
科
学
・
教
育
・
福
祉
目
的
の
た
め
に
法
人
の
目
的
と
矛
盾
し
な
い
献
金
」
を
行
う
能
力
を
有
す
る
規
定
を
、
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出
。

d
g
E
円、

.
2
2
w
が
提
案
す
る
統
一
非
営
利
団
体
法
の
中
に
置
い
て
い
る
(
包
・
巳
口
宏
)
。
こ
う
し
た
ア
メ
リ
カ
法
の
動
向
は
、

災
害
救
援
資
金
の
寄
付
を
司
法
書
士
会
の
目
的
の
範
囲
内
と
す
る
私
見
の
正
当
性
を
裏
づ
け
る
も
の
と
い
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
わ
が
国
の
学
界
に
お
い
て
は
、
こ
の
問
題
に
関
し
、
見
解
が
真
っ
向
か
ら
対
立
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、

-4-

〆'司、

一、.....;

公
益
法
人
で
強
制
加
入
団
体
で
あ
る
司
法
書
士
会
が
災
害
救
援
資
金
の
寄
付
を
行
う
た
め
に
会
員
か
ら
特
別
負
担
金
を
徴
収

す
る
旨
の
決
議
を
す
る
こ
と
を
、
目
的
の
範
囲
外
と
す
る
見
解
と
し
て
以
下
の
も
の
が
あ
る
。

①
大
野
秀
夫
「
判
批
」
判
評
四
七
四
号
四
一
頁
(
一
九
九
八
)

②
渡
辺
康
行
「
団
体
の
中
の
個
人
l

団
体
の
紀
律
と
個
人
の
自
律
」
法
教
一
二
二
号
三
六
頁
(
一
九
九
八
)

③
内
田
貴
『
民
法
I

総
則
・
物
権
総
論
』
二
二
四
頁
(
東
京
大
学
出
版
会
、
第
二
版
、

一
九
九
九
)

〆'‘、

一一、-〆

公
益
法
人
で
強
制
加
入
団
体
で
あ
る
司
法
書
士
会
が
災
害
救
援
資
金
の
寄
付
を
行
う
た
め
に
会
員
か
ら
特
別
負
担
金
を
徴
収

す
る
旨
の
決
議
を
す
る
こ
と
を
、
目
的
の
範
囲
内
と
す
る
見
解
と
し
て
以
下
の
も
の
が
あ
る
。

①
甲
斐
道
太
郎
「
司
法
書
士
会
『
群
馬
訴
訟
』
」

N
B
L
六
二
五
号
五
九
頁
以
下
(
一
九
九
七
)
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②
浦
部
法
穂
「
群
馬
司
法
書
士
会
『
震
災
復
興
支
援
金
』
事
件
」
国
際
人
権
九
号
一
七
頁
（
一
九
九
八
）

　
　
③
拙
稿
「
判
研
」
山
院
三
九
号
一
九
四
頁
（
一
九
九
八
）
、
拙
稿
「
災
害
救
援
資
金
の
寄
付
と
公
益
法
人
の
目
的
の
範
囲
ー
群
馬

　
　
　
司
法
書
士
会
震
災
復
興
支
援
金
事
件
の
東
京
高
裁
判
決
を
素
材
と
し
て
ー
」
山
院
四
四
号
一
七
頁
（
一
九
九
九
）

　
　
④
倉
田
原
志
「
判
批
」
法
セ
五
三
九
号
一
〇
七
頁
（
一
九
九
九
）

　
　
⑤
西
原
博
史
「
判
批
」
法
教
二
三
四
号
別
冊
付
録
『
判
例
セ
レ
ク
ト
　
鞠
』
六
頁
（
二
〇
〇
〇
）

　
　
⑥
市
川
正
人
「
判
批
」
ジ
ュ
リ
一
一
七
九
号
二
頁
（
平
成
一
一
年
度
重
要
判
例
解
説
、
二
〇
〇
〇
）

　
な
お
、
著
者
の
見
解
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
判
例
は
非
営
利
法
人
の
場
合
に
目
的
の
範
囲
を
厳
格
に
解
す
る
傾
向
が
あ
り
、
こ
う
し

た
判
例
と
し
て
一
審
の
前
掲
前
橋
地
判
平
成
八
年
一
二
月
三
日
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
も
の
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

　
　
①
前
田
達
明
「
法
人
の
目
的
」
法
教
一
二
三
号
一
四
頁
（
一
九
九
八
）

　
　
②
辻
正
美
『
民
法
総
則
』
一
五
四
頁
（
成
文
堂
、
一
九
九
九
）

　
こ
う
し
た
状
況
の
中
で
、
近
時
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
議
論
が
活
発
に
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
鑑
定
書
を
大
学
の
紀
要
に

掲
載
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
裁
判
所
の
み
な
ら
ず
学
界
に
議
論
の
素
材
を
提
供
す
る
こ
と
も
大
い
に
価
値
が
あ
る
こ
と
と
考
え
、
鑑
定

書
を
本
稿
に
掲
載
す
る
次
第
で
あ
る
。

一5一

②
浦
部
法
穂
「
群
馬
司
法
書
士
会
『
震
災
復
興
支
援
金
』
事
件
」
国
際
人
権
九
号
一
七
頁
(
一
九
九
八
)

③
拙
稿
「
判
研
」
山
院
三
九
号
一
九
四
頁
(
一
九
九
八
)
、
拙
稿
「
災
害
救
援
資
金
の
寄
付
と
公
益
法
人
の
目
的
の
範
囲
l
群
馬

司
法
書
士
会
震
災
復
興
支
援
金
事
件
の
東
京
高
裁
判
決
を
素
材
と
し
て
|
」
山
院
四
四
号
一
七
頁
(
一
九
九
九
)

④
倉
田
原
志
「
判
批
」
法
セ
五
三
九
号
一

O
七
頁
(
一
九
九
九
)

ω』
六
頁
(
二

0
0
0
)

⑥
市
川
正
人
「
判
批
」
ジ
ュ
リ
一
一
七
九
号
二
頁
(
平
成
二
年
度
重
要
判
例
解
説
、
二

0
0
0
)

⑤
西
原
博
史
「
判
批
」
法
教
二
三
四
号
別
冊
付
録
『
判
例
セ
レ
ク
ト
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な
お
、
著
者
の
見
解
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
判
例
は
非
営
利
法
人
の
場
合
に
目
的
の
範
囲
を
厳
格
に
解
す
る
傾
向
が
あ
り
、
こ
う
し

た
判
例
と
し
て
一
審
の
前
掲
前
橋
地
判
平
成
八
年
一
二
月
三
日
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
も
の
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

①
前
田
達
明
「
法
人
の
目
的
」
法
教
二
二
二
号
一
四
頁
(
一
九
九
八
)

-5-

②
辻
正
美
『
民
法
総
則
』

一
五
四
頁
(
成
文
堂
、

一
九
九
九
)

こ
う
し
た
状
況
の
中
で
、
近
時
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
議
論
が
活
発
に
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
鑑
定
書
を
大
学
の
紀
要
に

掲
載
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
裁
判
所
の
み
な
ら
ず
学
界
に
議
論
の
素
材
を
提
供
す
る
こ
と
も
大
い
に
価
値
が
あ
る
こ
と
と
考
え
、
鑑
定

書
を
本
稿
に
掲
載
す
る
次
第
で
あ
る
。
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【
鑑
定
書
　
】

七六五四三二一
目
　
　
　
次

本
件
訴
訟
の
重
要
性
と
司
法
書
士
会
の
目
的
の
範
囲

公
益
法
人
・
強
制
加
入
団
体
の
属
性
と
目
的
の
範
囲

思
想
・
信
条
の
自
由
と
目
的
の
範
囲

一
般
財
産
か
ら
の
支
出
と
構
成
員
か
ら
の
個
別
徴
収

寄
付
の
金
額
と
目
的
の
範
囲

財
産
権
の
侵
害
と
目
的
の
範
囲

終
わ
り
に

一6一

一
　
本
件
訴
訟
の
重
要
性
と
司
法
書
士
会
の
目
的
の
範
囲

　
ま
ず
、
初
め
に
、
群
馬
司
法
書
士
会
訴
訟
に
お
い
て
、
神
戸
大
学
法
学
部
浦
部
法
穂
教
授
、
京
都
学
園
大
学
法
学
部
甲
斐
道
太
郎
教

授
よ
り
詳
細
な
鑑
定
書
が
原
審
に
提
出
さ
れ
て
い
る
が
、
同
じ
主
張
の
場
合
に
は
で
き
る
だ
け
重
複
を
避
け
て
、
こ
の
問
題
に
関
す
る

私
の
意
見
を
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。

　
群
馬
司
法
書
士
会
訴
訟
を
考
察
す
る
場
合
、
災
害
救
援
資
金
の
寄
付
を
次
の
三
つ
に
分
け
て
考
察
す
る
の
が
有
用
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、

6 

，....... 

鑑
定
書
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司
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益
法
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強
制
加
入
団
体
の
属
性
と
目
的
の
範
囲

思
想
・
信
条
の
自
由
と
目
的
の
範
囲

一
般
財
産
か
ら
の
支
出
と
構
成
員
か
ら
の
個
別
徴
収

寄
付
の
金
額
と
目
的
の
範
囲

財
産
権
の
侵
害
と
目
的
の
範
囲

終
わ
り
に

-6ー

本
件
訴
訟
の
重
要
性
と
司
法
書
士
会
の
目
的
の
範
囲

ま
ず
、
初
め
に
、
群
馬
司
法
書
士
会
訴
訟
に
お
い
て
、
神
戸
大
学
法
学
部
浦
部
法
穂
教
授
、
京
都
学
園
大
学
法
学
部
甲
斐
道
太
郎
教

私
の
意
見
を
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。

授
よ
り
詳
細
な
鑑
定
書
が
原
審
に
提
出
さ
れ
て
い
る
が
、
同
じ
主
張
の
場
合
に
は
で
き
る
だ
け
重
複
を
避
げ
て
、
こ
の
問
題
に
関
す
る

ち
群
馬
司
法
書
士
会
訴
訟
を
考
察
す
る
場
合
、
災
害
救
援
資
金
の
寄
付
を
次
の
三
つ
に
分
け
て
考
察
す
る
の
が
有
用
で
あ
る
。
す
な
わ



7災害救援資金の寄付と司法書士会の目的の範囲

　
（
A
）
　
阪
神
大
震
災
の
被
災
司
法
書
士
会
・
司
法
書
士
の
業
務
の
円
滑
な
遂
行
を
経
済
的
に
支
援
し
、
こ
れ
に
よ
り
司
法
書
士
会
・

　
　
　
司
法
書
士
の
機
能
の
回
復
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
寄
付
（
寄
付
契
約
書
で
は
、
「
阪
神
大
震
災
に
よ
る
被
災
市
民
等
の

　
　
　
法
的
救
援
に
向
け
た
司
法
書
士
の
活
動
を
支
援
す
る
」
こ
と
を
目
的
と
す
る
旨
明
記
し
て
い
る
）
で
、
そ
の
使
途
目
的
及
び
拠

　
　
　
出
方
法
の
公
的
性
格
に
着
目
し
て
い
う
な
ら
ば
群
馬
司
法
書
士
会
か
ら
の
「
公
的
支
援
金
」
と
も
い
え
る
災
害
救
援
資
金
の
寄

　
　
　
付
（
以
下
、
「
公
的
支
援
金
の
災
害
寄
付
」
と
呼
ぶ
）

　
（
B
）
　
被
災
司
法
書
士
会
・
司
法
書
士
の
個
人
的
な
い
し
物
理
的
被
害
に
対
す
る
直
接
的
な
金
銭
補
填
や
見
舞
金
と
い
う
趣
旨
の
寄

　
　
　
付
（
以
下
、
「
被
災
司
法
書
士
会
・
司
法
書
士
へ
の
義
掲
金
」
と
呼
ぶ
）

　
（
C
）
　
司
法
書
士
会
・
司
法
書
士
に
限
ら
な
い
一
般
被
災
者
の
個
人
的
な
い
し
物
理
的
被
害
に
対
す
る
直
接
的
な
金
銭
補
填
や
見
舞

　
　
　
金
と
い
う
趣
旨
の
寄
付
（
以
下
、
コ
般
被
災
者
へ
の
義
摘
金
」
と
呼
ぶ
）

　
群
馬
司
法
書
士
会
訴
訟
は
、
こ
の
三
つ
の
分
類
で
い
う
な
ら
ば
、
（
A
）
の
公
的
支
援
金
の
災
害
寄
付
が
許
さ
れ
る
か
が
争
点
と
な

っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
「
登
記
、
供
託
及
び
訴
訟
等
に
関
す
る
手
続
の
円
滑
な
実
施
に
資
し
、
も
つ
て
国
民
の
権
利
の
保
全
に
寄
与
す

る
」
と
し
て
い
る
司
法
書
士
法
の
目
的
（
「
国
民
の
権
利
の
保
全
に
寄
与
す
る
こ
と
」
は
同
時
に
司
法
書
士
制
度
の
目
的
で
あ
り
、
司

法
書
士
の
使
命
で
あ
る
こ
と
に
つ
き
、
甲
斐
道
太
郎
鑑
定
書
一
〇
頁
参
照
）
を
体
現
す
る
災
害
救
援
資
金
の
寄
付
が
許
さ
れ
る
か
と
い

う
点
が
争
点
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
。
兵
庫
県
の
司
法
書
士
会
・
司
法
書
士
の
機
能
が
損
な
わ
れ
、
国
民
の
権

利
の
保
全
が
危
機
に
瀕
し
て
い
る
時
に
、
そ
の
機
能
の
回
復
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
他
の
単
位
司
法
書
士
会
が
支
援
を
す
る

こ
と
は
、
司
法
書
士
制
度
の
存
続
に
か
か
わ
る
こ
と
で
あ
り
、
司
法
書
士
会
の
当
然
な
し
う
る
活
動
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
で
あ

る
か
ら
こ
そ
、
今
回
の
群
馬
司
法
書
士
会
の
阪
神
大
震
災
に
対
す
る
（
A
）
の
公
的
支
援
金
の
災
害
寄
付
を
行
う
活
動
を
通
じ
て
、
群
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(A) 
阪
神
大
震
災
の
被
災
司
法
書
士
会
・
司
法
書
士
の
業
務
の
円
滑
な
遂
行
を
経
済
的
に
支
援
し
、
こ
れ
に
よ
り
司
法
書
士
会
・

司
法
書
士
の
機
能
の
回
復
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
寄
付
(
寄
付
契
約
書
で
は
、
「
阪
神
大
震
災
に
よ
る
被
災
市
民
等
の

法
的
救
援
に
向
け
た
司
法
書
士
の
活
動
を
支
援
す
る
」
こ
と
を
目
的
と
す
る
旨
明
記
し
て
い
る
)
で
、
そ
の
使
途
目
的
及
び
拠

出
方
法
の
公
的
性
格
に
着
目
し
て
い
う
な
ら
ば
群
馬
司
法
書
士
会
か
ら
の
「
公
的
支
援
金
」
と
も
い
え
る
災
害
救
援
資
金
の
寄

付
(
以
下
、
「
公
的
支
援
金
の
災
害
寄
付
」
と
呼
ぶ
)

(B) 
被
災
司
法
書
士
会
・
司
法
書
士
の
個
人
的
な
い
し
物
理
的
被
害
に
対
す
る
直
接
的
な
金
銭
補
填
や
見
舞
金
と
い
う
趣
旨
の
寄
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付
(
以
下
、
「
被
災
司
法
書
士
会
・
司
法
書
士
へ
の
義
損
金
」
と
呼
ぶ
)

(C) 
司
法
書
士
会
・
司
法
書
士
に
限
ら
な
い
一
般
被
災
者
の
個
人
的
な
い
し
物
理
的
被
害
に
対
す
る
直
接
的
な
金
銭
補
填
や
見
舞

金
と
い
う
趣
旨
の
寄
付
(
以
下
、
「
一
般
被
災
者
へ
の
義
損
金
」
と
呼
ぶ
)

-7ー

群
馬
司
法
書
士
会
訴
訟
は
、
こ
の
三
つ
の
分
類
で
い
う
な
ら
ば
、

(A)
の
公
的
支
援
金
の
災
害
寄
付
が
許
さ
れ
る
か
が
争
点
と
な

っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
「
登
記
、
供
託
及
び
訴
訟
等
に
関
す
る
手
続
の
円
滑
な
実
施
に
資
し
、
も
っ
て
国
民
の
権
利
の
保
全
に
寄
与
す

る
」
と
し
て
い
る
司
法
書
士
法
の
目
的
(
「
国
民
の
権
利
の
保
全
に
寄
与
す
る
こ
と
」
は
同
時
に
司
法
書
士
制
度
の
目
的
で
あ
り
、
司

法
書
士
の
使
命
で
あ
る
こ
と
に
つ
き
、
甲
斐
道
太
郎
鑑
定
書
一

O
頁
参
照
)
を
体
現
す
る
災
害
救
援
資
金
の
寄
付
が
許
さ
れ
る
か
と
い

う
点
が
争
点
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
。
兵
庫
県
の
司
法
書
士
会
・
司
法
書
士
の
機
能
が
損
な
わ
れ
、
国
民
の
権

利
の
保
全
が
危
機
に
瀕
し
て
い
る
時
に
、
そ
の
機
能
の
回
復
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
他
の
単
位
司
法
書
士
会
が
支
援
を
す
る

こ
と
は
、
司
法
書
士
制
度
の
存
続
に
か
か
わ
る
こ
と
で
あ
り
、
司
法
書
士
会
の
当
然
な
し
う
る
活
動
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
で
あ

る
か
ら
こ
そ
、
今
回
の
群
馬
司
法
書
士
会
の
阪
神
大
震
災
に
対
す
る

(A)
の
公
的
支
援
金
の
災
害
寄
付
を
行
う
活
動
を
通
じ
て
、
群
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馬
司
法
書
士
会
会
則
第
三
条
第
一
五
号
に
、
「
国
民
に
対
し
て
の
司
法
書
士
が
提
供
す
る
法
的
サ
ー
ビ
ス
の
拡
充
に
関
す
る
事
項
」
が

司
法
書
士
会
の
事
業
と
し
て
盛
り
込
ま
れ
た
が
、
こ
の
会
則
が
法
務
大
臣
の
認
可
を
経
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
（
日
本
司
法
書
士

会
連
合
会
の
会
則
に
も
同
様
の
規
定
が
設
け
ら
れ
、
法
務
大
臣
の
認
可
を
経
て
い
る
）
。

　
最
高
裁
が
こ
の
群
馬
司
法
書
士
会
訴
訟
に
お
い
て
、
も
し
一
審
判
決
（
前
橋
地
判
平
成
八
年
一
二
月
三
日
判
時
一
六
二
五
号
八
○

頁
）
の
よ
う
に
司
法
書
士
会
の
目
的
の
範
囲
外
と
の
判
断
を
下
す
な
ら
ば
、
こ
う
し
た
会
則
や
法
務
大
臣
の
認
可
が
否
定
さ
れ
る
ば
か

り
で
な
く
、
近
時
、
有
珠
山
噴
火
災
害
に
関
す
る
札
幌
司
法
書
士
会
の
、
災
害
地
域
住
民
を
対
象
と
し
た
法
的
救
援
活
動
と
し
て
の
電

話
相
談
及
び
現
地
で
の
法
律
相
談
に
、
日
本
司
法
書
士
会
連
合
会
か
ら
日
司
連
市
民
救
援
基
金
設
置
規
則
第
三
条
に
基
づ
き
寄
付
（
日

司
連
市
民
救
援
基
金
の
支
出
）
が
行
わ
れ
支
援
が
行
わ
れ
た
が
、
こ
う
し
た
寄
付
も
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
く
る
。
さ
ら

に
、
影
響
は
こ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
群
馬
司
法
書
士
会
の
会
員
と
い
え
ど
も
、
兵
庫
県
内
に
お
い
て
司
法
書
士
の

業
務
を
行
う
こ
と
は
可
能
で
あ
る
し
、
反
対
に
兵
庫
県
司
法
書
士
会
の
会
員
が
群
馬
県
内
に
お
い
て
司
法
書
士
の
業
務
を
行
う
こ
と
も

可
能
で
あ
り
、
現
に
全
国
の
司
法
書
士
が
阪
神
大
震
災
後
、
兵
庫
県
で
司
法
書
士
業
務
を
行
い
法
律
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
行
っ
て
、
復

興
支
援
に
貢
献
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
群
馬
司
法
書
士
会
が
兵
庫
県
司
法
書
士
会
・
司
法
書
士
の
た
め
に
（
A
）
の
公
的
支
援
金
の
災

害
寄
付
を
行
う
こ
と
は
、
群
馬
で
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
、
群
馬
司
法
書
士
会
が
そ
の
会
員
に
（
A
）
の
公
的
支
援
金
の
災
害
寄
付

を
行
う
こ
と
と
次
元
を
同
じ
く
す
る
問
題
と
い
っ
て
も
よ
い
。
も
し
一
審
判
決
（
前
掲
前
橋
地
判
平
成
八
年
一
二
月
三
日
）
の
よ
う
に

群
馬
司
法
書
士
会
が
兵
庫
県
司
法
書
士
会
・
司
法
書
士
の
た
め
に
（
A
）
の
公
的
支
援
金
の
災
害
寄
付
を
行
え
な
い
な
ら
ば
、
群
馬
で

災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
つ
い
て
も
、
群
馬
司
法
書
士
会
が
会
員
の
災
害
地
域
住
民
を
対
象
と
し
た
法
的
救
援
活
動
と
し
て
の
電
話
相

談
及
び
現
地
で
の
法
律
相
談
に
支
援
金
を
支
出
す
る
こ
と
も
で
き
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。

一8一
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が
提
供
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る
法
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サ
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ビ
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充
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関
す
る
事
項
」
が
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司
法
書
士
会
の
事
業
と
し
て
盛
り
込
ま
れ
た
が
、
こ
の
会
則
が
法
務
大
臣
の
認
可
を
経
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
(
日
本
司
法
書
士

会
連
合
会
の
会
則
に
も
同
様
の
規
定
が
設
け
ら
れ
、
法
務
大
臣
の
認
可
を
経
て
い
る
)
。

最
高
裁
が
こ
の
群
馬
司
法
書
士
会
訴
訟
に
お
い
て
、
も
し
一
審
判
決
(
前
橋
地
判
平
成
八
年
一
二
月
三
日
判
時
一
六
二
五
号
八

O

頁
)
の
よ
う
に
司
法
書
士
会
の
目
的
の
範
囲
外
と
の
判
断
を
下
す
な
ら
ば
、
こ
う
し
た
会
則
や
法
務
大
臣
の
認
可
が
否
定
さ
れ
る
ば
か

法学論集

り
で
な
く
、
近
時
、
有
珠
山
噴
火
災
害
に
関
す
る
札
幌
司
法
書
士
会
の
、
災
害
地
域
住
民
を
対
象
と
し
た
法
的
救
援
活
動
と
し
て
の
電

話
相
談
及
び
現
地
で
の
法
律
相
談
に
、
日
本
司
法
書
士
会
連
合
会
か
ら
日
司
連
市
民
救
援
基
金
設
置
規
則
第
三
条
に
基
づ
き
寄
付
(
日

司
連
市
民
救
援
基
金
の
支
出
)
が
行
わ
れ
支
援
が
行
わ
れ
た
が
、
こ
う
し
た
寄
付
も
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
く
る
。
さ
ら

に
、
影
響
は
こ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
群
馬
司
法
書
士
会
の
会
員
と
い
え
ど
も
、
兵
庫
県
内
に
お
い
て
司
法
書
士
の
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業
務
を
行
う
こ
と
は
可
能
で
あ
る
し
、
反
対
に
兵
庫
県
司
法
書
士
会
の
会
員
が
群
馬
県
内
に
お
い
て
司
法
書
士
の
業
務
を
行
う
こ
と
も

可
能
で
あ
り
、
現
に
全
国
の
司
法
書
士
が
阪
神
大
震
災
後
、
兵
庫
県
で
司
法
書
士
業
務
を
行
い
法
律
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
行
っ
て
、
復

興
支
援
に
貢
献
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
群
馬
司
法
書
士
会
が
兵
庫
県
司
法
書
士
会
・
司
法
書
士
の
た
め
に

(
A
)
の
公
的
支
援
金
の
災

害
寄
付
を
行
う
こ
と
は
、
群
馬
で
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
、
群
馬
司
法
書
士
会
が
そ
の
会
員
に

(A)
の
公
的
支
援
金
の
災
害
寄
付

を
行
う
こ
と
と
次
元
を
同
じ
く
す
る
問
題
と
い
っ
て
も
よ
い
。
も
し
一
審
判
決
(
前
掲
前
橋
地
判
平
成
八
年
一
二
月
三
日
)

の
よ
う
に

群
馬
司
法
書
士
会
が
兵
庫
県
司
法
書
士
会
・
司
法
書
士
の
た
め
に

(A)
の
公
的
支
援
金
の
災
害
寄
付
を
行
え
な
い
な
ら
ば
、
群
馬
で

災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
つ
い
て
も
、
群
馬
司
法
書
士
会
が
会
員
の
災
害
地
域
住
民
を
対
象
と
し
た
法
的
救
援
活
動
と
し
て
の
電
話
相

談
及
び
現
地
で
の
法
律
相
談
に
支
援
金
を
支
出
す
る
こ
と
も
で
き
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。



9災害救援資金の寄付と司法書士会の目的の範囲

　
そ
し
て
、
一
審
判
決
（
前
掲
前
橋
地
判
平
成
八
年
一
二
月
三
日
）
の
立
場
に
た
つ
と
、
司
法
書
士
会
は
、
「
各
人
が
自
己
の
良
心
に

基
づ
い
て
自
主
的
に
決
定
す
べ
き
事
柄
」
と
い
う
理
由
で
、
（
A
）
の
公
的
支
援
金
の
災
害
寄
付
で
さ
え
否
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、

（
B
）
の
被
災
司
法
書
士
会
・
司
法
書
士
へ
の
義
掲
金
や
、
（
C
）
の
一
般
被
災
者
へ
の
義
掲
金
も
、
当
然
行
え
な
い
と
い
う
こ
と
に

な
っ
て
く
る
。
こ
う
し
た
論
理
を
貫
く
な
ら
ば
、
群
馬
司
法
書
士
会
の
会
員
が
火
災
等
で
被
災
し
た
場
合
に
五
〇
万
円
の
見
舞
金
を
支

出
す
る
共
済
規
則
一
八
条
に
つ
い
て
も
、
「
各
人
が
自
己
の
良
心
に
基
づ
い
て
自
主
的
に
決
定
す
べ
き
事
柄
」
と
い
う
理
由
で
、
群
馬

司
法
書
士
会
は
そ
の
会
員
に
見
舞
金
も
送
れ
な
く
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
し
、
さ
ら
に
は
、
会
員
の
結
婚
、
葬
儀
と
い
っ
た
こ
と
に
関

す
る
慶
弔
金
も
、
「
各
人
が
自
己
の
良
心
に
基
づ
い
て
自
主
的
に
決
定
す
べ
き
事
柄
」
と
い
う
理
由
で
群
馬
司
法
書
士
会
は
会
員
に
支

出
で
き
な
く
な
っ
て
く
る
お
そ
れ
が
あ
る
。

　
そ
の
上
、
群
馬
司
法
書
士
会
が
こ
れ
ま
で
行
っ
て
き
た
、
例
え
ば
、
①
市
民
公
開
講
座
の
よ
う
な
一
般
市
民
を
対
象
と
し
た
サ
ー
ビ

ス
、
②
一
般
市
民
の
た
め
の
無
料
法
律
相
談
を
行
う
市
民
相
談
セ
ン
タ
ー
の
開
設
、
③
一
般
市
民
の
便
宜
を
図
る
た
め
の
公
証
役
場
の

誘
致
運
動
、
④
一
般
市
民
を
救
済
す
る
た
め
の
ク
レ
サ
ラ
コ
○
番
の
設
置
、
⑤
一
般
市
民
の
便
宜
を
損
な
う
登
記
所
統
廃
合
の
反
対

運
動
、
⑥
登
録
免
許
税
増
税
阻
止
運
動
の
よ
う
な
活
動
も
、
「
各
人
が
自
己
の
良
心
に
基
づ
い
て
自
主
的
に
決
定
す
べ
き
事
柄
で
あ
り
、

他
か
ら
強
制
さ
れ
る
性
質
の
も
の
で
は
な
い
」
と
の
一
審
判
決
（
前
掲
前
橋
地
判
平
成
八
年
二
一
月
三
日
）
が
用
い
た
論
法
を
主
張
す

る
会
員
か
ら
の
申
立
に
よ
っ
て
司
法
書
士
会
の
活
動
は
ス
ト
ッ
プ
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
、
萎
縮
効
果
に
よ
る
自
己
抑
制
に
よ

っ
て
司
法
書
士
会
の
活
動
が
停
滞
し
た
も
の
と
な
り
、
司
法
書
士
会
は
極
め
て
限
定
的
な
「
会
員
の
指
導
及
び
連
絡
に
関
す
る
事
務
」

の
み
を
行
う
団
体
に
な
っ
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
。

　
ま
た
、
公
益
法
人
で
強
制
加
入
団
体
で
あ
る
弁
護
士
会
に
お
い
て
も
、
平
成
二
年
一
二
月
一
六
日
の
日
本
弁
護
士
連
合
会
臨
時
総

一9一

そ
し
て
、

一
審
判
決
(
前
掲
前
橋
地
判
平
成
八
年
一
二
月
三
日
)

の
立
場
に
た
つ
と
、
司
法
書
士
会
は
、
「
各
人
が
自
己
の
良
心
に

基
づ
い
て
自
主
的
に
決
定
す
べ
き
事
柄
」
と
い
う
理
由
で
、

(
A
)
の
公
的
支
援
金
の
災
害
寄
付
で
さ
え
否
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、

(B)
の
被
災
司
法
書
士
会
・
司
法
書
士
へ
の
義
指
金
や
、

(C)
の
一
般
被
災
者
へ
の
義
指
金
も
、
当
然
行
え
な
い
と
い
う
こ
と
に

な
っ
て
く
る
。
こ
う
し
た
論
理
を
貫
く
な
ら
ば
、
群
馬
司
法
書
士
会
の
会
員
が
火
災
等
で
被
災
し
た
場
合
に
五

O
万
円
の
見
舞
金
を
支

出
す
る
共
済
規
則
一
八
条
に
つ
い
て
も
、
「
各
人
が
自
己
の
良
心
に
基
づ
い
て
自
主
的
に
決
定
す
べ
き
事
柄
」
と
い
う
理
由
で
、
群
馬

司
法
書
士
会
は
そ
の
会
員
に
見
舞
金
も
送
れ
な
く
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
し
、
さ
ら
に
は
、
会
員
の
結
婚
、
葬
儀
と
い
っ
た
こ
と
に
関
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す
る
慶
弔
金
も
、
「
各
人
が
自
己
の
良
心
に
基
づ
い
て
自
主
的
に
決
定
す
べ
き
事
柄
」
と
い
う
理
由
で
群
馬
司
法
書
士
会
は
会
員
に
支

出
で
き
な
く
な
っ
て
く
る
お
そ
れ
が
あ
る
。

そ
の
上
、
群
馬
司
法
書
士
会
が
こ
れ
ま
で
行
っ
て
き
た
、
例
え
ば
、
①
市
民
公
開
講
座
の
よ
う
な
一
般
市
民
を
対
象
と
し
た
サ

l
ビ

-9ー

ス
、
②
一
般
市
民
の
た
め
の
無
料
法
律
相
談
を
行
う
市
民
相
談
セ
ン
タ
ー
の
開
設
、
③
一
般
市
民
の
便
宜
を
図
る
た
め
の
公
証
役
場
の

誘
致
運
動
、
④
一
般
市
民
を
救
済
す
る
た
め
の
ク
レ
サ
ラ
一
一

O
番
の
設
置
、
⑤
一
般
市
民
の
便
宜
を
損
な
う
登
記
所
統
廃
合
の
反
対

運
動
、
⑥
登
録
免
許
税
増
税
阻
止
運
動
の
よ
う
な
活
動
も
、
「
各
人
が
自
己
の
良
心
に
基
づ
い
て
自
主
的
に
決
定
す
べ
き
事
柄
で
あ
り
、

他
か
ら
強
制
さ
れ
る
性
質
の
も
の
で
は
な
い
」
と
の
一
審
判
決
(
前
掲
前
橋
地
判
平
成
八
年
二
一
月
三
日
)
が
用
い
た
論
法
を
主
張
す

る
会
員
か
ら
の
申
立
に
よ
っ
て
司
法
書
士
会
の
活
動
は
ス
ト
ッ
プ
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
、
萎
縮
効
果
に
よ
る
自
己
抑
制
に
よ

っ
て
司
法
書
士
会
の
活
動
が
停
滞
し
た
も
の
と
な
り
、
司
法
書
士
会
は
極
め
て
限
定
的
な
「
会
員
の
指
導
及
び
連
絡
に
関
す
る
事
務
」

の
み
を
行
う
団
体
に
な
っ
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
。

ま
た
、
公
益
法
人
で
強
制
加
入
団
体
で
あ
る
弁
護
士
会
に
お
い
て
も
、
平
成
一
一
年
一
二
月
一
六
日
の
日
本
弁
護
士
連
合
会
臨
時
総
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会
に
お
い
て
、
国
会
議
員
等
へ
の
働
き
か
け
も
含
む
司
法
制
度
改
革
審
議
会
対
策
の
た
め
特
別
会
費
を
月
額
一
〇
〇
〇
円
ず
つ
各
会
員

か
ら
徴
収
す
る
こ
と
と
、
市
民
へ
の
サ
ー
ビ
ス
を
充
実
さ
せ
る
た
め
弁
護
士
過
疎
・
偏
在
対
策
の
た
め
の
特
別
会
費
を
月
額
一
〇
〇
〇

円
ず
つ
各
会
員
か
ら
徴
収
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
が
、
例
え
ば
こ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
も
、
厳
密
に
言
う
な
ら
ば
、
「
各
人
が
自

己
の
良
心
に
基
づ
い
て
自
主
的
に
決
定
す
べ
き
事
柄
で
あ
り
、
他
か
ら
強
制
さ
れ
る
性
質
の
も
の
で
は
な
い
」
と
の
一
審
判
決
が
用
い

た
論
法
を
論
理
上
用
い
る
こ
と
も
で
き
な
く
は
な
い
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
活
動
に
ま
で
ス
ト
ッ
プ
を
か
け
る
訴
訟
が
提
起
さ
れ
問
題

が
波
及
し
て
く
る
可
能
性
も
あ
る
。
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
公
益
法
人
で
強
制
加
入
団
体
で
あ
る
土
地
家
屋
調
査
士
会
、
行
政
書
士
会
、

弁
理
士
会
、
税
理
士
会
、
日
本
公
認
会
計
士
協
会
な
ど
に
関
し
て
も
、
「
各
人
が
自
己
の
良
心
に
基
づ
い
て
自
主
的
に
決
定
す
べ
き
事

柄
で
あ
り
、
他
か
ら
強
制
さ
れ
る
性
質
の
も
の
で
は
な
い
」
と
の
一
審
判
決
が
用
い
た
論
法
を
用
い
た
主
張
が
総
会
に
提
出
さ
れ
、
あ

る
い
は
こ
う
し
た
訴
訟
が
提
起
さ
れ
、
萎
縮
効
果
が
及
ぶ
と
考
え
ら
れ
る
。

　
確
か
に
、
政
治
献
金
の
場
合
に
は
、
南
九
州
税
理
士
会
訴
訟
の
最
高
裁
判
決
（
最
判
平
成
八
年
三
月
一
九
日
民
集
五
〇
巻
三
号
六
一

五
頁
）
が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
特
に
、
政
党
な
ど
規
正
法
上
の
政
治
団
体
に
対
し
て
金
員
の
寄
付
を
す
る
か
ど
う
か
は
、
選
挙
に
お
け

る
投
票
の
自
由
と
表
裏
を
成
す
も
の
と
し
て
、
会
員
各
人
が
市
民
と
し
て
の
個
人
的
な
政
治
的
思
想
、
見
解
、
判
断
等
に
基
づ
い
て
自

主
的
に
決
定
す
べ
き
事
柄
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
」
と
い
え
よ
う
が
、
災
害
救
援
資
金
の
寄
付
の
場
合
に
は
投
票
の
自
由
と
表

裏
の
関
係
に
あ
る
政
治
献
金
の
場
合
と
同
視
し
得
な
い
の
で
あ
っ
て
、
「
各
人
が
自
己
の
良
心
に
基
づ
い
て
自
主
的
に
決
定
す
べ
き
事

柄
で
あ
り
、
他
か
ら
強
制
さ
れ
る
性
質
の
も
の
で
は
な
い
」
と
の
論
理
を
安
易
に
用
い
る
べ
き
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
論
理
を
安
易
に

用
い
る
と
、
法
人
の
意
思
決
定
に
お
け
る
多
数
決
原
理
を
否
定
し
「
少
数
者
の
専
制
」
（
西
原
博
史
「
判
批
」
ジ
ュ
リ
一
〇
九
九
号
一

〇
二
頁
〔
一
九
九
六
〕
）
を
招
い
て
、
全
員
一
致
で
な
け
れ
ば
活
動
し
得
な
く
な
る
し
、
さ
ら
に
は
法
人
の
創
造
的
な
団
体
活
動
を
抑

一10一
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か
ら
徴
収
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こ
と
と
、
市
民
へ
の
サ
ー
ビ
ス
を
充
実
さ
せ
る
た
め
弁
護
士
過
疎
・
偏
在
対
策
の
た
め
の
特
別
会
費
を
月
額
一

0
0
0

円
ず
つ
各
会
員
か
ら
徴
収
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
が
、
例
え
ば
こ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
も
、
厳
密
に
言
う
な
ら
ば
、
「
各
人
が
自

己
の
良
心
に
基
づ
い
て
自
主
的
に
決
定
す
べ
き
事
柄
で
あ
り
、
他
か
ら
強
制
さ
れ
る
性
質
の
も
の
で
は
な
い
」
と
の
一
審
判
決
が
用
い

た
論
法
を
論
理
上
用
い
る
こ
と
も
で
き
な
く
は
な
い
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
活
動
に
ま
で
ス
ト
ッ
プ
を
か
け
る
訴
訟
が
提
起
さ
れ
問
題

が
波
及
し
て
く
る
可
能
性
も
あ
る
。
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
公
益
法
人
で
強
制
加
入
団
体
で
あ
る
土
地
家
屋
調
査
士
会
、
行
政
書
士
会
、
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弁
理
士
会
、
税
理
士
会
、
日
本
公
認
会
計
士
協
会
な
ど
に
関
し
て
も
、
「
各
人
が
自
己
の
良
心
に
基
づ
い
て
自
主
的
に
決
定
す
べ
き
事

柄
で
あ
り
、
他
か
ら
強
制
さ
れ
る
性
質
の
も
の
で
は
な
い
」
と
の
一
審
判
決
が
用
い
た
論
法
を
用
い
た
主
張
が
総
会
に
提
出
さ
れ
、
あ

-10-

る
い
は
こ
う
し
た
訴
訟
が
提
起
さ
れ
、
萎
縮
効
果
が
及
ぶ
と
考
え
ら
れ
る
。

確
か
に
、
政
治
献
金
の
場
合
に
は
、
南
九
州
税
理
士
会
訴
訟
の
最
高
裁
判
決
(
最
判
平
成
八
年
三
月
一
九
日
民
集
五

O
巻
三
号
六
一

五
頁
)
が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
特
に
、
政
党
な
ど
規
正
法
上
の
政
治
団
体
に
対
し
て
金
員
の
寄
付
を
す
る
か
ど
う
か
は
、
選
挙
に
お
け

る
投
票
の
自
由
と
表
裏
を
成
す
も
の
と
し
て
、
会
員
各
人
が
市
民
と
し
て
の
個
人
的
な
政
治
的
思
想
、
見
解
、
判
断
等
に
基
づ
い
て
自

主
的
に
決
定
す
べ
き
事
柄
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
よ
と
い
え
よ
う
が
、
災
害
救
援
資
金
の
寄
付
の
場
合
に
は
投
票
の
自
由
と
表

裏
の
関
係
に
あ
る
政
治
献
金
の
場
合
と
同
視
し
得
な
い
の
で
あ
っ
て
、
「
各
人
が
自
己
の
良
心
に
基
づ
い
て
自
主
的
に
決
定
す
べ
き
事

柄
で
あ
り
、
他
か
ら
強
制
さ
れ
る
性
質
の
も
の
で
は
な
い
」
と
の
論
理
を
安
易
に
用
い
る
べ
き
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
論
理
を
安
易
に

用
い
る
と
、
法
人
の
意
思
決
定
に
お
け
る
多
数
決
原
理
を
否
定
し
「
少
数
者
の
専
制
」
(
西
原
博
史
「
判
批
」
ジ
ュ
リ
一

O
九
九
号
一

O
二
頁
〔
一
九
九
六
〕
)
を
招
い
て
、
全
員
一
致
で
な
け
れ
ば
活
動
し
得
な
く
な
る
し
、

さ
ら
に
は
法
人
の
創
造
的
な
団
体
活
動
を
抑
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制
し
、
公
益
法
人
の
活
動
は
停
滞
し
た
も
の
に
な
る
と
い
え
よ
う
。

　
群
馬
司
法
書
士
会
訴
訟
は
、
公
益
法
人
で
強
制
加
入
団
体
で
あ
る
司
法
書
士
会
が
（
A
）
の
公
的
支
援
金
の
災
害
寄
付
を
行
う
こ
と

が
で
き
る
か
と
い
う
問
題
を
裁
判
所
に
提
起
し
て
い
る
が
、
こ
の
判
断
は
単
に
（
A
）
の
公
的
支
援
金
の
災
害
寄
付
の
可
否
に
と
ど
ま

ら
ず
、
（
B
）
の
被
災
司
法
書
士
会
・
司
法
書
士
へ
の
義
指
金
や
、
（
C
）
の
一
般
被
災
者
へ
の
義
措
金
の
可
否
、
さ
ら
に
は
司
法
書
士

会
の
活
動
の
限
界
、
ひ
い
て
は
強
制
加
入
の
公
益
法
人
の
活
動
の
限
界
に
関
わ
る
重
要
な
問
題
を
提
起
し
て
い
る
こ
と
は
看
過
す
べ
き

で
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
公
益
法
人
で
強
制
加
入
団
体
で
あ
る
日
本
弁
護
士
連
合
会
が
、
ス
パ
イ
防
止
法
に
反
対
す
る
旨
の
総
会
決
議
を
行
い
、

ま
た
意
見
書
の
発
表
、
ニ
ュ
ー
ス
の
配
布
等
の
反
対
運
動
を
行
っ
た
こ
と
に
関
し
、
弁
護
士
会
の
目
的
の
範
囲
内
か
否
か
が
問
わ
れ
た

裁
判
で
、
二
審
判
決
（
東
京
高
判
平
成
四
年
一
二
月
二
一
日
自
正
四
四
巻
二
号
一
〇
一
頁
）
は
、
「
本
件
法
律
案
が
構
成
要
件
の
明
確

性
を
欠
き
、
国
民
の
言
論
、
表
現
の
自
由
を
侵
害
し
、
知
る
権
利
を
は
じ
め
と
す
る
国
民
の
基
本
的
人
権
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ
る
な

ど
、
専
ら
法
理
論
上
の
見
地
か
ら
理
由
を
明
示
し
て
、
法
案
を
国
会
に
提
出
す
る
こ
と
に
反
対
す
る
旨
の
意
見
を
表
明
し
た
も
の
で
あ

る
こ
と
は
決
議
の
内
容
に
照
し
明
ら
か
で
あ
り
、
こ
れ
が
特
定
の
政
治
上
の
主
義
、
主
張
や
目
的
の
た
め
に
な
さ
れ
た
と
か
、
そ
れ
が

団
体
と
し
て
の
中
立
性
な
ど
を
損
な
う
も
の
で
あ
る
と
認
め
る
に
足
り
る
証
拠
は
見
当
た
ら
な
い
」
と
し
て
目
的
の
範
囲
内
と
判
断
し

た
が
、
最
判
平
成
一
〇
年
三
月
二
一
百
自
正
四
九
巻
五
号
一
二
三
頁
も
こ
の
事
実
認
定
と
結
論
を
是
認
し
て
い
る
。
こ
の
最
高
裁
判
決

が
、
日
本
弁
護
士
連
合
会
の
活
動
は
、
ス
パ
イ
防
止
法
に
反
対
す
る
旨
の
総
会
決
議
を
行
い
、
ま
た
意
見
書
の
発
表
、
ニ
ュ
ー
ス
の
配

布
等
の
反
対
運
動
を
行
う
こ
と
に
も
及
び
う
る
と
し
、
「
弁
護
士
及
び
弁
護
士
会
の
指
導
、
連
絡
及
び
監
督
に
関
す
る
事
務
を
行
う
こ

と
」
（
弁
護
士
法
四
五
条
二
項
）
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
認
ゆ
て
い
る
点
を
、
こ
こ
で
想
起
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
最

一11一

制
し
、
公
益
法
人
の
活
動
は
停
滞
し
た
も
の
に
な
る
と
い
え
よ
う
。

群
馬
司
法
書
士
会
訴
訟
は
、
公
益
法
人
で
強
制
加
入
団
体
で
あ
る
司
法
書
士
会
が

の
公
的
支
援
金
の
災
害
寄
付
を
行
う
こ
と

(A) 

が
で
き
る
か
と
い
う
問
題
を
裁
判
所
に
提
起
し
て
い
る
が
、
こ
の
判
断
は
単
に

(
A
)
の
公
的
支
援
金
の
災
害
寄
付
の
可
否
に
と
ど
ま

ら
ず
、

(B)
の
被
災
司
法
書
士
会
・
司
法
書
士
へ
の
義
損
金
や
、

(C)
の
一
般
被
災
者
へ
の
義
損
金
の
可
否
、
さ
ら
に
は
司
法
書
士

会
の
活
動
の
限
界
、

ひ
い
て
は
強
制
加
入
の
公
益
法
人
の
活
動
の
限
界
に
関
わ
る
重
要
な
問
題
を
提
起
し
て
い
る
こ
と
は
看
過
す
べ
き

で
な
い
で
あ
ろ
う
。

災害救援資金の寄付と司法書士会の目的の範囲

と
こ
ろ
で
、
公
益
法
人
で
強
制
加
入
団
体
で
あ
る
日
本
弁
護
士
連
合
会
が
、

ス
パ
イ
防
止
法
に
反
対
す
る
旨
の
総
会
決
議
を
行
い
、

ニ
ュ
ー
ス
の
配
布
等
の
反
対
運
動
を
行
っ
た
こ
と
に
関
し
、
弁
護
士
会
の
目
的
の
範
囲
内
か
否
か
が
問
わ
れ
た

ま
た
意
見
書
の
発
表
、

-11-

裁
判
で
、
二
審
判
決
(
東
京
高
判
平
成
四
年
一
二
月
一
二
日
自
正
四
四
巻
二
号
一

O
一
頁
)
は
、
「
本
件
法
律
案
が
構
成
要
件
の
明
確

性
を
欠
き
、
国
民
の
言
論
、
表
現
の
自
由
を
侵
害
し
、
知
る
権
利
を
は
じ
め
と
す
る
国
民
の
基
本
的
人
権
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ
る
な

ど
、
専
ら
法
理
論
上
の
見
地
か
ら
理
由
を
明
示
し
て
、
法
案
を
国
会
に
提
出
す
る
こ
と
に
反
対
す
る
旨
の
意
見
を
表
明
し
た
も
の
で
あ

る
こ
と
は
決
議
の
内
容
に
照
し
明
ら
か
で
あ
り
、
こ
れ
が
特
定
の
政
治
上
の
主
義
、
主
張
や
目
的
の
た
め
に
な
さ
れ
た
と
か
、

そ
れ
が

団
体
と
し
て
の
中
立
性
な
ど
を
損
な
う
も
の
で
あ
る
と
認
め
る
に
足
り
る
証
拠
は
見
当
た
ら
な
い
」
と
し
て
目
的
の
範
囲
内
と
判
断
し

た
が
、
最
判
平
成
一

O
年
三
月
二
ニ
日
自
正
四
九
巻
五
号
二
一
三
頁
も
こ
の
事
実
認
定
と
結
論
を
是
認
し
て
い
る
。
こ
の
最
高
裁
判
決

ま
た
意
見
書
の
発
表
、

ニ
ュ
ー
ス
の
配

が
、
日
本
弁
護
士
連
合
会
の
活
動
は
、

ス
パ
イ
防
止
法
に
反
対
す
る
旨
の
総
会
決
議
を
行
い
、

布
等
の
反
対
運
動
を
行
う
こ
と
に
も
及
び
う
る
と
し
、
「
弁
護
士
及
び
弁
護
士
会
の
指
導
、
連
絡
及
び
監
督
に
関
す
る
事
務
を
行
う
こ

11 

と
」
(
弁
護
士
法
四
五
条
二
項
)

に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
認
め
て
い
る
点
を
、
こ
こ
で
想
起
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
最



法学論集　46〔山梨学院大学〕　12

判
昭
和
三
六
年
一
二
月
二
六
日
刑
集
一
五
巻
一
二
号
二
〇
五
八
頁
に
お
い
て
、
「
弁
護
士
会
が
本
件
の
如
き
人
権
侵
害
に
よ
る
犯
罪
の

成
立
を
信
ず
る
に
つ
き
合
理
的
な
理
由
あ
る
場
合
、
弁
護
士
会
自
身
こ
れ
を
告
発
し
、
そ
の
事
件
を
裁
判
所
の
審
判
に
付
す
る
こ
と
を

請
求
す
る
こ
と
は
、
弁
護
士
法
が
弁
護
士
会
の
目
的
と
し
て
必
ず
し
も
こ
れ
を
明
示
し
て
居
ら
な
い
と
し
て
も
、
前
記
の
如
き
弁
護
士

会
の
目
的
と
極
め
て
密
接
な
関
係
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
て
、
弁
護
士
会
の
権
能
に
属
す
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
」
と
し
て
、
「
弁

護
士
及
び
弁
護
士
会
の
指
導
、
連
絡
及
び
監
督
に
関
す
る
事
務
を
行
う
こ
と
」
（
弁
護
士
法
四
五
条
二
項
）
に
属
さ
な
い
犯
罪
の
告
発

に
至
る
ま
で
、
埼
玉
弁
護
士
会
の
活
動
と
認
め
て
い
る
点
も
想
起
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
判
決
に
お
い
て
、
最
高
裁
が
、
「
各

人
が
自
己
の
良
心
に
基
づ
い
て
自
主
的
に
決
定
す
べ
き
事
柄
で
あ
り
、
他
か
ら
強
制
さ
れ
る
性
質
の
も
の
で
は
な
い
」
と
の
論
理
を
用

い
て
い
な
い
点
を
改
め
て
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
本
件
群
馬
司
法
書
士
会
訴
訟
に
お
い
て
参
考
に
さ
れ
る
べ
き
は
、
八
幡
製
鉄
政
治
献
金
訴
訟
最
高
裁
大
法
廷
判
決
（
最
大
判
昭
和
四

五
年
六
月
二
四
日
民
集
二
四
巻
六
号
六
二
五
頁
）
の
「
会
社
は
、
他
面
に
お
い
て
、
自
然
人
と
ひ
と
し
く
、
国
家
、
地
方
公
共
団
体
、

地
域
社
会
そ
の
他
（
以
下
社
会
等
と
い
う
。
）
の
構
成
単
位
た
る
社
会
的
実
在
な
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
と
し
て
の
社
会
的
作
用
を
負

担
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
っ
て
、
あ
る
行
為
が
一
見
定
款
所
定
の
目
的
と
か
か
わ
り
が
な
い
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
会
社
に
、
社

会
通
念
上
、
期
待
な
い
し
要
請
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
の
期
待
な
い
し
要
請
に
こ
た
え
る
こ
と
は
、
会
社
の
当
然
に
な
し
う

る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
ま
た
、
会
社
に
と
っ
て
も
、
一
般
に
、
か
か
る
社
会
的
作
用
に
属
す
る
活
動

を
す
る
こ
と
は
、
無
益
無
用
の
こ
と
で
は
な
く
、
企
業
体
と
し
て
の
円
滑
な
発
展
を
図
る
う
え
に
相
当
の
価
値
と
効
果
を
認
め
る
こ
と

も
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
行
為
も
ま
た
、
間
接
で
は
あ
っ
て
も
、
目
的
遂
行
の
う
え
に
必
要
な
も

の
で
あ
る
と
す
る
を
妨
げ
な
い
。
災
害
救
援
資
金
の
寄
附
、
地
域
社
会
へ
の
財
産
上
の
奉
仕
、
各
種
福
祉
事
業
へ
の
資
金
面
で
の
協
力

一12一
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判
昭
和
三
六
年
一
二
月
二
六
日
刑
集
一
五
巻
二
一
号
二

O
五
八
頁
に
お
い
て
、
「
弁
護
士
会
が
本
件
の
如
き
人
権
侵
害
に
よ
る
犯
罪
の
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成
立
を
信
ず
る
に
つ
き
合
理
的
な
理
由
あ
る
場
合
、
弁
護
士
会
自
身
こ
れ
を
告
発
し
、

そ
の
事
件
を
裁
判
所
の
審
判
に
付
す
る
こ
と
を

請
求
す
る
こ
と
は
、
弁
護
士
法
が
弁
護
士
会
の
目
的
と
し
て
必
ず
し
も
こ
れ
を
明
示
し
て
居
ら
な
い
と
し
て
も
、
前
記
の
如
き
弁
護
士

会
の
目
的
と
極
め
て
密
接
な
関
係
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
て
、
弁
護
士
会
の
権
能
に
属
す
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
よ
と
し
て
、
「
弁

護
士
及
び
弁
護
士
会
の
指
導
、
連
絡
及
び
監
督
に
関
す
る
事
務
を
行
う
こ
と
」
(
弁
護
士
法
四
五
条
二
項
)

に
属
さ
な
い
犯
罪
の
告
発

に
至
る
ま
で
、
埼
玉
弁
護
士
会
の
活
動
と
認
め
て
い
る
点
も
想
起
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
判
決
に
お
い
て
、
最
高
裁
が
、
「
各

法学論集

人
が
自
己
の
良
心
に
基
づ
い
て
自
主
的
に
決
定
す
べ
き
事
柄
で
あ
り
、
他
か
ら
強
制
さ
れ
る
性
質
の
も
の
で
は
な
い
」
と
の
論
理
を
用

い
て
い
な
い
点
を
改
め
て
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。
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本
件
群
馬
司
法
書
士
会
訴
訟
に
お
い
て
参
考
に
さ
れ
る
べ
き
は
、

八
幡
製
鉄
政
治
献
金
訴
訟
最
高
裁
大
法
廷
判
決
(
最
大
判
昭
和
四

五
年
六
月
二
四
日
民
集
二
四
巻
六
号
六
二
五
頁
)

の
「
会
社
は
、
他
面
に
お
い
て
、
自
然
人
と
ひ
と
し
く
、
国
家
、
地
方
公
共
団
体
、

地
域
社
会
そ
の
他
(
以
下
社
会
等
と
い
う
。
)

の
構
成
単
位
た
る
社
会
的
実
在
な
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
と
し
て
の
社
会
的
作
用
を
負

担
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
っ
て
、
あ
る
行
為
が
一
見
定
款
所
定
の
目
的
と
か
か
わ
り
が
な
い
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
会
社
に
、
社

会
通
念
上
、
期
待
な
い
し
要
請
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
の
期
待
な
い
し
要
請
に
こ
た
え
る
こ
と
は
、
会
社
の
当
然
に
な
し
う

る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
い
わ
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
ま
た
、
会
社
に
と
っ
て
も
、

か
か
る
社
会
的
作
用
に
属
す
る
活
動

一
般
に
、

を
す
る
こ
と
は
、
無
益
無
用
の
こ
と
で
は
な
く
、
企
業
体
と
し
て
の
円
滑
な
発
展
を
図
る
う
え
に
相
当
の
価
値
と
効
果
を
認
め
る
こ
と

も
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
意
味
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
行
為
も
ま
た
、
間
接
で
は
あ
っ
て
も
、
目
的
遂
行
の
う
え
に
必
要
な
も

の
で
あ
る
と
す
る
を
妨
げ
な
い
。
災
害
救
援
資
金
の
寄
附
、
地
域
社
会
へ
の
財
産
上
の
奉
仕
、
各
種
福
祉
事
業
へ
の
資
金
面
で
の
協
力
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な
ど
は
ま
さ
に
そ
の
適
例
で
あ
ろ
う
。
会
社
が
そ
の
社
会
的
役
割
を
果
た
す
た
め
に
相
当
な
程
度
の
か
か
る
出
掲
を
す
る
こ
と
は
、
社

会
通
念
上
、
会
社
と
し
て
む
し
ろ
当
然
の
こ
と
に
属
す
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
毫
も
、
株
主
そ
の
他
の
会
社
の
構
成
員
の
予
測
に
反
す

る
も
の
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
行
為
が
会
社
の
権
利
能
力
の
範
囲
内
に
あ
る
と
解
し
て
も
、
な
ん
ら
株
主
等
の
利
益
を

害
す
る
お
そ
れ
は
な
い
の
で
あ
る
。
」
と
し
た
判
断
で
あ
り
、
こ
こ
で
展
開
さ
れ
た
解
釈
は
強
制
加
入
団
体
の
公
益
法
人
で
あ
っ
て
も

基
本
的
に
支
持
し
う
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
（
な
お
、
八
幡
製
鉄
政
治
献
金
訴
訟
最
高
裁
大
法
廷
判
決
が
政
治
献
金
を
災
害
救
援

資
金
の
寄
付
と
同
列
に
扱
っ
た
こ
と
に
は
、
学
説
は
批
判
的
で
あ
る
が
、
右
判
示
部
分
に
つ
い
て
は
多
く
の
学
説
が
支
持
し
て
い
る
こ

と
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
甲
斐
道
太
郎
「
政
治
献
金
と
税
理
士
会
の
目
的
の
範
囲
」
リ
マ
ー
ク
ス
一
五
号
八
頁
〔
一
九
九
七
〕
）
。

公
益
法
人
た
る
学
校
法
人
の
贈
与
の
事
案
で
あ
る
が
、
「
公
益
法
人
た
る
学
校
法
人
に
あ
っ
て
も
、
一
見
寄
附
行
為
所
定
の
目
的
と
か

か
わ
り
が
な
く
て
も
、
学
校
法
人
と
し
て
の
円
滑
な
発
展
を
図
る
う
え
で
相
当
の
価
値
と
効
果
を
認
め
る
こ
と
の
で
き
る
行
為
は
、
目

的
遂
行
の
う
え
に
必
要
な
も
の
と
解
す
る
に
妨
げ
な
く
、
学
校
法
人
の
財
産
を
他
に
贈
与
す
る
行
為
も
、
そ
れ
が
一
個
の
社
会
的
実
在

で
あ
る
学
校
法
人
に
要
請
さ
れ
、
学
校
法
人
の
円
滑
な
発
展
を
図
る
う
え
に
有
用
で
あ
り
、
か
つ
社
会
通
念
上
相
当
な
範
囲
に
と
ど
ま

る
限
り
、
贈
与
が
寄
附
行
為
の
目
的
に
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
だ
け
の
理
由
で
目
的
外
の
行
為
で
あ
る
と
す
る
の
は
相
当
で
な

い
。
」
と
判
断
し
た
も
の
が
あ
る
が
（
東
京
地
判
昭
和
六
二
年
九
月
二
二
日
判
時
一
二
八
四
号
七
九
頁
）
、
公
益
法
人
に
八
幡
製
鉄
政
治

献
金
訴
訟
最
高
裁
大
法
廷
判
決
の
法
理
を
及
ぼ
し
た
も
の
と
し
て
参
考
に
な
る
。

　
以
上
よ
り
、
司
法
書
士
会
は
、
社
会
的
実
在
と
し
て
の
社
会
的
作
用
を
負
担
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
っ
て
、
社
会
通
念
上
、
期
待

な
い
し
要
請
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
の
期
待
な
い
し
要
請
に
こ
た
え
る
こ
と
は
当
然
行
う
こ
と
が
で
き
、
そ
の
円
滑
な
発
展

を
図
る
う
え
で
相
当
の
価
値
と
効
果
も
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
災
害
救
援
資
金
の
寄
付
は
目
的
遂
行
の
う
え
に
必
要
な
も
の
と

一13一

な
ど
は
ま
さ
に
そ
の
適
例
で
あ
ろ
う
。
会
社
が
そ
の
社
会
的
役
割
を
果
た
す
た
め
に
相
当
な
程
度
の
か
か
る
出
指
を
す
る
こ
と
は
、
社

会
通
念
上
、
会
社
と
し
て
む
し
ろ
当
然
の
こ
と
に
属
す
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
一
量
も
、
株
主
そ
の
他
の
会
社
の
構
成
員
の
予
測
に
反
す

る
も
の
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
行
為
が
会
社
の
権
利
能
力
の
範
囲
内
に
あ
る
と
解
し
て
も
、
な
ん
ら
株
主
等
の
利
益
を

害
す
る
お
そ
れ
は
な
い
の
で
あ
る
。
」
と
し
た
判
断
で
あ
り
、
こ
こ
で
展
開
さ
れ
た
解
釈
は
強
制
加
入
団
体
の
公
益
法
人
で
あ
っ
て
も

基
本
的
に
支
持
し
う
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
(
な
お
、

八
幡
製
鉄
政
治
献
金
訴
訟
最
高
裁
大
法
廷
判
決
が
政
治
献
金
を
災
害
救
援

資
金
の
寄
付
と
同
列
に
扱
っ
た
こ
と
に
は
、
学
説
は
批
判
的
で
あ
る
が
、
右
判
示
部
分
に
つ
い
て
は
多
く
の
学
説
が
支
持
し
て
い
る
こ
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と
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
甲
斐
道
太
郎
「
政
治
献
金
と
税
理
士
会
の
目
的
の
範
囲
」
リ
マ

1
ク
ス
一
五
号
八
頁
〔
一
九
九
七
〕
)
。

公
益
法
人
た
る
学
校
法
人
の
贈
与
の
事
案
で
あ
る
が
、
「
公
益
法
人
た
る
学
校
法
人
に
あ
っ
て
も
、

一
見
寄
附
行
為
所
定
の
目
的
と
か
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か
わ
り
が
な
く
て
も
、
学
校
法
人
と
し
て
の
円
滑
な
発
展
を
図
る
う
え
で
相
当
の
価
値
と
効
果
を
認
め
る
こ
と
の
で
き
る
行
為
は
、
目

的
遂
行
の
う
え
に
必
要
な
も
の
と
解
す
る
に
妨
げ
な
く
、
学
校
法
人
の
財
産
を
他
に
贈
与
す
る
行
為
も
、
そ
れ
が
一
個
の
社
会
的
実
在

で
あ
る
学
校
法
人
に
要
請
さ
れ
、
学
校
法
人
の
円
滑
な
発
展
を
図
る
う
え
に
有
用
で
あ
り
、
か
つ
社
会
通
念
上
相
当
な
範
囲
に
と
ど
ま

る
限
り
、
贈
与
が
寄
附
行
為
の
目
的
に
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
だ
け
の
理
由
で
目
的
外
の
行
為
で
あ
る
と
す
る
の
は
相
当
で
な

い
。
」
と
判
断
し
た
も
の
が
あ
る
が

(
東
京
地
判
昭
和
六
二
年
九
月
二
二
日
判
時
一
二
八
四
号
七
九
頁
)
、
公
益
法
人
に
八
幡
製
鉄
政
治

献
金
訴
訟
最
高
裁
大
法
廷
判
決
の
法
理
を
及
ぽ
し
た
も
の
と
し
て
参
考
に
な
る
。

以
上
よ
り
、
司
法
書
士
会
は
、
社
会
的
実
在
と
し
て
の
社
会
的
作
用
を
負
担
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
っ
て
、
社
会
通
念
上
、
期
待

な
い
し
要
請
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
の
期
待
な
い
し
要
請
に
こ
た
え
る
こ
と
は
当
然
行
う
こ
と
が
で
き
、
そ
の
円
滑
な
発
展

を
図
る
う
え
で
棺
当
の
価
値
と
効
果
も
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
災
害
救
援
資
金
の
寄
付
は
目
的
遂
行
の
う
え
に
必
要
な
も
の
と
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解
す
る
に
妨
げ
な
い
と
い
う
べ
き
で
、
（
A
）
の
公
的
支
援
金
の
災
害
寄
付
で
あ
ろ
う
と
、
（
B
）
の
被
災
司
法
書
士
会
・
司
法
書
士
へ

の
義
指
金
で
あ
ろ
う
と
、
（
C
）
の
一
般
被
災
者
へ
の
義
掲
金
で
あ
ろ
う
と
、
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
原
判
決

（
東
京
高
判
平
成
一
一
年
三
月
一
〇
日
判
時
一
六
七
七
号
二
二
頁
）
は
、
「
司
法
書
士
会
は
、
法
一
四
条
二
項
に
基
づ
き
、
『
司
法
書
士

の
品
位
を
保
持
し
、
そ
の
業
務
の
改
善
進
歩
を
図
る
た
め
、
会
員
の
指
導
及
び
連
絡
に
関
す
る
事
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
』
も

の
で
あ
る
が
、
控
訴
人
の
活
動
は
法
及
び
会
則
に
明
示
さ
れ
た
『
会
員
の
指
導
及
び
連
絡
』
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
目
的

を
遂
行
す
る
上
で
直
接
又
は
間
接
に
必
要
な
範
囲
で
、
司
法
書
士
制
度
に
関
連
す
る
事
項
に
つ
き
調
査
、
研
究
を
行
う
こ
と
は
も
ち
ろ

ん
、
司
法
書
士
業
務
の
改
善
進
歩
の
た
め
に
会
員
に
対
す
る
研
修
を
行
い
、
関
係
団
体
や
関
係
組
織
に
働
き
か
け
、
他
の
司
法
書
士
会

と
の
間
で
業
務
そ
の
他
に
つ
い
て
提
携
、
協
力
、
援
助
等
を
す
る
こ
と
も
そ
の
活
動
範
囲
に
含
ま
れ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、

司
法
書
士
会
は
、
司
法
書
士
法
に
根
拠
を
有
す
る
法
人
と
し
て
、
他
の
法
人
、
諸
団
体
と
同
様
、
一
個
の
社
会
的
組
織
と
し
て
実
在

し
、
一
定
の
社
会
的
役
割
を
果
た
す
こ
と
も
期
待
な
い
し
要
請
さ
れ
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
上
記
の
よ
う
な
活
動
に
止
ま

ら
ず
、
例
え
ば
災
害
救
援
金
の
寄
付
、
地
域
社
会
へ
の
財
産
上
の
奉
仕
、
各
種
福
祉
事
業
へ
の
資
金
面
で
の
協
力
な
ど
の
面
で
応
分
の

負
担
を
す
る
こ
と
も
、
社
会
的
に
相
当
と
認
め
ら
れ
る
限
り
、
権
利
能
力
の
範
囲
内
に
あ
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
け
だ
し
、
司
法

書
士
法
の
掲
げ
る
『
司
法
書
士
の
品
位
を
保
持
し
、
そ
の
業
務
の
改
善
進
歩
を
図
る
』
と
い
う
司
法
書
士
会
の
目
的
達
成
の
た
め
に

は
、
会
員
の
指
導
及
び
連
絡
と
い
う
純
然
た
る
対
内
的
な
活
動
ば
か
り
で
な
く
、
一
定
範
囲
で
の
対
外
的
な
活
動
も
予
定
さ
れ
て
い
る

と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
対
外
的
な
活
動
も
右
の
司
法
書
士
会
の
目
的
と
関
連
性
が
な
い
と
は
い
え
ず
、
ま
た
司
法
書
士
会
に

お
い
て
こ
れ
ら
の
活
動
を
行
う
こ
と
が
会
員
の
一
般
的
利
益
に
反
す
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
（
む
し
ろ
、
こ
れ
ら
の

対
外
的
活
動
が
司
法
書
士
の
品
位
の
保
持
、
社
会
的
地
位
の
向
上
に
資
す
る
場
合
が
あ
る
こ
と
は
容
易
に
推
測
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ

一14一
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解
す
る
に
妨
げ
な
い
と
い
う
べ
き
で
、

(A)

の
被
災
司
法
書
士
会
・
司
法
書
士
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の
公
的
支
援
金
の
災
害
寄
付
で
あ
ろ
う
と
、

(B)
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の
義
損
金
で
あ
ろ
う
と
、

(C)
の
一
般
被
災
者
へ
の
義
損
金
で
あ
ろ
う
と
、
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
原
判
決

(
東
京
高
判
平
成
一
一
年
三
月
一

O
日
判
時
一
六
七
七
号
二
二
頁
)
は
、
「
司
法
書
士
会
は
、
法
一
四
条
二
項
に
基
づ
き
、
『
司
法
書
士

の
品
位
を
保
持
し
、
そ
の
業
務
の
改
善
進
歩
を
図
る
た
め
、
会
員
の
指
導
及
び
連
絡
に
関
す
る
事
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
』
も

の
で
あ
る
が
、
控
訴
人
の
活
動
は
法
及
び
会
則
に
明
示
さ
れ
た
『
会
員
の
指
導
及
び
連
絡
』
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
目
的

を
遂
行
す
る
上
で
直
接
又
は
間
接
に
必
要
な
範
囲
で
、
司
法
書
士
制
度
に
関
連
す
る
事
項
に
つ
き
調
査
、
研
究
を
行
う
こ
と
は
も
ち
ろ
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、
司
法
書
士
業
務
の
改
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進
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に
会
員
に
対
す
る
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修
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い
、
関
係
団
体
や
関
係
組
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に
働
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け
、
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で
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に
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提
携
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力
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援
助
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と
も
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囲
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れ
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ま
た
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司
法
書
士
会
は
、
司
法
書
士
法
に
根
拠
を
有
す
る
法
人
と
し
て
、
他
の
法
人
、
諸
団
体
と
同
様
、

一
個
の
社
会
的
組
織
と
し
て
実
在

し

一
定
の
社
会
的
役
割
を
果
た
す
こ
と
も
期
待
な
い
し
要
請
さ
れ
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
上
記
の
よ
う
な
活
動
に
止
ま

ら
ず
、
例
え
ば
災
害
救
援
金
の
寄
付
、
地
域
社
会
へ
の
財
産
上
の
奉
仕
、
各
種
福
祉
事
業
へ
の
資
金
面
で
の
協
力
な
ど
の
面
で
応
分
の

負
担
を
す
る
こ
と
も
、
社
会
的
に
相
当
と
認
め
ら
れ
る
限
り
、
権
利
能
力
の
範
囲
内
に
あ
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
け
だ
し
、
司
法

書
士
法
の
掲
げ
る
『
司
法
書
士
の
品
位
を
保
持
し
、
そ
の
業
務
の
改
善
進
歩
を
図
る
』
と
い
う
司
法
書
士
会
の
目
的
達
成
の
た
め
に

は
、
会
員
の
指
導
及
び
連
絡
と
い
う
純
然
た
る
対
内
的
な
活
動
ば
か
り
で
な
く
、

一
定
範
囲
で
の
対
外
的
な
活
動
も
予
定
さ
れ
て
い
る

と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
対
外
的
な
活
動
も
右
の
司
法
書
士
会
の
目
的
と
関
連
性
が
な
い
と
は
い
え
ず
、
ま
た
司
法
書
士
会
に

お
い
て
こ
れ
ら
の
活
動
を
行
う
こ
と
が
会
員
の
一
般
的
利
益
に
反
す
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
(
む
し
ろ
、
こ
れ
ら
の

対
外
的
活
動
が
司
法
書
士
の
品
位
の
保
持
、
社
会
的
地
位
の
向
上
に
資
す
る
場
合
が
あ
る
こ
と
は
容
易
に
推
測
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
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る
。
）
。
」
と
判
示
し
て
お
り
、
八
幡
製
鉄
政
治
献
金
訴
訟
最
高
裁
大
法
廷
判
決
の
判
例
法
理
を
踏
襲
し
、
（
A
）
の
公
的
支
援
金
の
災
害

寄
付
で
あ
ろ
う
と
、
（
B
）
の
被
災
司
法
書
士
会
・
司
法
書
士
へ
の
義
掲
金
で
あ
ろ
う
と
、
（
C
）
の
一
般
被
災
者
へ
の
義
掲
金
で
あ
ろ

う
と
行
い
う
る
と
解
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
正
当
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
本
件
訴
訟
で
は
争
点
と
な
っ
て
い
な
い
が
、
群
馬
司

法
書
士
会
は
、
平
成
七
年
二
月
二
五
日
開
催
の
臨
時
総
会
に
お
い
て
決
議
さ
れ
た
本
件
拠
出
金
以
外
に
、
平
成
七
年
二
月
一
日
に
義
掲

金
三
〇
〇
万
円
（
内
訳
は
一
〇
〇
万
円
は
任
意
の
募
金
に
よ
り
ま
か
な
い
、
二
〇
〇
万
円
を
群
馬
司
法
書
士
会
の
一
般
会
計
か
ら
支

出
）
と
ハ
ン
デ
ィ
ワ
ー
プ
ロ
四
台
を
兵
庫
県
司
法
書
士
会
に
寄
贈
し
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
前
述
の
分
類
で
言
え
ば
（
B
）
の
被
災
司

法
書
士
会
・
司
法
書
士
へ
の
義
掲
金
も
、
原
判
決
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
当
然
「
目
的
の
範
囲
内
」
と
い
え
る
こ
と
に
な
る
。

　
今
回
の
群
馬
司
法
書
士
会
訴
訟
の
上
告
審
判
決
に
お
い
て
も
、
本
件
訴
訟
が
司
法
書
士
会
の
災
害
救
援
資
金
の
寄
付
（
私
見
は
、
原

判
決
と
同
様
に
、
（
A
）
の
公
的
支
援
金
の
災
害
寄
付
で
あ
ろ
う
と
、
（
B
V
の
被
災
司
法
書
士
会
・
司
法
書
士
へ
の
義
指
金
で
あ
ろ
う

と
、
（
C
）
の
一
般
被
災
者
へ
の
義
据
金
で
あ
ろ
う
と
、
司
法
書
士
会
は
行
え
る
と
す
る
立
場
に
た
つ
の
で
、
以
下
で
は
断
り
の
な
い

限
り
こ
の
三
つ
の
類
型
を
あ
わ
せ
た
災
害
救
援
資
金
の
寄
付
と
し
て
議
論
す
る
）
の
可
否
の
み
な
ら
ず
司
法
書
士
会
の
活
動
の
限
界
、

ひ
い
て
は
強
制
加
入
団
体
の
公
益
法
人
の
活
動
の
限
界
に
関
わ
る
大
き
な
問
題
を
提
起
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
つ
つ
、
本
件
訴
訟
の

及
ぼ
す
影
響
を
十
分
考
慮
し
た
上
で
判
断
さ
れ
る
こ
と
を
求
め
る
次
第
で
あ
る
。

二
　
公
益
法
人
・
強
制
加
入
団
体
の
属
性
と
目
的
の
範
囲

司
法
書
士
会
が
公
益
法
人
で
強
制
加
入
団
体
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
司
法
書
士
会
の
災
害
救
援
資
金
の
寄
付
を
目
的
の
範
囲
外
と
す
る

一15一

る
。
)
。
」
と
判
示
し
て
お
り
、
八
幡
製
鉄
政
治
献
金
訴
訟
最
高
裁
大
法
廷
判
決
の
判
例
法
理
を
踏
襲
し
、

(
A
)
の
公
的
支
援
金
の
災
害

寄
付
で
あ
ろ
う
と
、

(B)
の
被
災
司
法
書
士
会
・
司
法
書
士
へ
の
義
損
金
で
あ
ろ
う
と
、

(C)
の
一
般
被
災
者
へ
の
義
指
金
で
あ
ろ

う
と
行
い
う
る
と
解
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
正
当
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
本
件
訴
訟
で
は
争
点
と
な
っ
て
い
な
い
が
、
群
馬
司

法
書
士
会
は
、
平
成
七
年
二
月
二
五
日
開
催
の
臨
時
総
会
に
お
い
て
決
議
さ
れ
た
本
件
拠
出
金
以
外
に
、
平
成
七
年
二
月
一
日
に
義
指

金一二

O
O万
円
(
内
訳
は
一

O
O万
円
は
任
意
の
募
金
に
よ
り
ま
か
な
い
、
二

O
O万
円
を
群
馬
司
法
書
士
会
の
一
般
会
計
か
ら
支

出
)
と
ハ
ン
デ
ィ
ワ
ー
プ
ロ
四
台
を
兵
庫
県
司
法
書
士
会
に
寄
贈
し
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
前
述
の
分
類
で
言
え
ば

(B)
の
被
災
司
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法
書
士
会
・
司
法
書
士
へ
の
義
掲
金
も
、
原
判
決
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
当
然
「
目
的
の
範
囲
内
」
と
い
え
る
こ
と
に
な
る
。

今
回
の
群
馬
司
法
書
士
会
訴
訟
の
上
告
審
判
決
に
お
い
て
も
、
本
件
訴
訟
が
司
法
書
士
会
の
災
害
救
援
資
金
の
寄
付
(
私
見
は
、
原

-15-

判
決
と
同
様
に
、

(
A
)
の
公
的
支
援
金
の
災
害
寄
付
で
あ
ろ
う
と
、

(
B
)
の
被
災
司
法
書
士
会
・
司
法
書
士
へ
の
義
損
金
で
あ
ろ
う

と、

(C)
の
一
般
被
災
者
へ
の
義
損
金
で
あ
ろ
う
と
、
司
法
書
士
会
は
行
え
る
と
す
る
立
場
に
た
つ
の
で
、
以
下
で
は
断
り
の
な
い

限
り
こ
の
三
つ
の
類
型
を
あ
わ
せ
た
災
害
救
援
資
金
の
寄
付
と
し
て
議
論
す
る
)

の
可
否
の
み
な
ら
ず
司
法
書
士
会
の
活
動
の
限
界
、

ひ
い
て
は
強
制
加
入
団
体
の
公
益
法
人
の
活
動
の
限
界
に
関
わ
る
大
き
な
問
題
を
提
起
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
つ
つ
、
本
件
訴
訟
の

及
ぽ
す
影
響
を
十
分
考
慮
し
た
上
で
判
断
さ
れ
る
こ
と
を
求
め
る
次
第
で
あ
る
。

公
益
法
人
・
強
制
加
入
団
体
の
属
性
と
目
的
の
範
囲

司
法
書
士
会
が
公
益
法
人
で
強
制
加
入
団
体
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
司
法
書
士
会
の
災
害
救
援
資
金
の
寄
付
を
目
的
の
範
囲
外
と
す
る
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見
解
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
を
検
討
す
る
。

　
確
か
に
、
営
利
法
人
よ
り
も
非
営
利
法
人
の
方
が
、
公
益
性
（
公
益
法
人
）
あ
る
い
は
法
人
の
構
成
員
自
身
の
利
益
保
護
（
中
間
法

人
）
の
観
点
か
ら
「
目
的
の
範
囲
」
を
厳
格
に
考
え
る
傾
向
が
あ
り
、
ま
た
、
任
意
加
入
団
体
よ
り
も
強
制
加
入
団
体
の
方
が
「
目
的

の
範
囲
」
を
厳
格
に
考
え
る
傾
向
が
あ
る
が
、
総
論
と
し
て
は
そ
の
よ
う
に
い
え
る
と
し
て
も
、
各
論
と
し
て
は
非
営
利
、
強
制
加
入

団
体
で
あ
る
こ
と
か
ら
安
易
に
「
目
的
の
範
囲
外
」
に
結
び
つ
け
る
べ
き
で
は
な
い
。

　
営
利
性
・
公
益
性
あ
る
い
は
任
意
加
入
団
体
・
強
制
加
入
団
体
と
い
っ
た
団
体
の
性
格
は
、
「
法
人
の
目
的
」
を
決
定
づ
け
る
具
体

的
基
準
と
し
て
は
機
能
し
な
い
。
も
と
も
と
、
「
法
人
の
存
立
と
活
動
の
究
極
目
的
が
営
利
で
あ
れ
公
益
で
あ
れ
、
そ
れ
を
達
成
す
る

手
段
と
し
て
必
要
と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
私
法
上
の
法
律
行
為
の
種
類
が
本
来
的
・
客
観
的
に
限
定
さ
れ
る
と
は
、
と
う
て
い
考
え
ら
れ

な
い
。
」
の
で
あ
り
（
幾
代
通
『
民
法
総
則
』
一
二
二
頁
〔
青
林
書
院
、
第
二
版
、
一
九
八
四
〕
）
、
「
団
体
の
属
性
（
営
利
性
、
非
営
利

性
、
公
益
性
）
を
満
足
す
る
た
め
に
選
択
で
き
る
手
段
に
は
、
少
く
と
も
理
論
上
は
制
限
が
な
い
」
と
い
う
べ
き
で
あ
る
（
橋
本
基
弘

「
非
政
治
団
体
の
政
治
的
活
動
と
構
成
員
の
思
想
・
信
条
の
自
由
（
上
）
」
高
知
女
子
大
学
紀
要
四
一
巻
九
〇
頁
（
一
九
九
三
）
、
な

お
、
同
「
強
制
加
入
団
体
の
活
動
と
会
員
の
思
想
・
良
心
の
自
由
」
上
告
人
鑑
定
意
見
書
九
頁
〔
二
〇
〇
〇
〕
参
照
、
同
様
に
、
営
利

性
・
公
益
性
が
権
利
能
力
の
限
界
を
画
す
る
基
準
に
な
り
え
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
西
原
・
前
掲
一
〇
二
頁
、
渡
辺
康

行
「
判
批
」
ジ
ュ
リ
一
二
三
号
一
三
頁
〔
平
成
八
年
度
重
要
判
例
解
説
、
一
九
九
七
〕
、
拙
稿
「
判
研
」
山
院
三
九
号
一
九
一
頁
、

青
柳
幸
一
「
団
体
の
規
律
と
個
人
の
自
由
」
受
新
四
九
巻
七
号
一
四
頁
コ
九
九
九
〕
）
。
例
え
ば
、
公
益
性
と
い
う
基
準
か
ら
政
治
献

金
は
な
し
え
な
い
と
限
界
づ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
は
、
公
益
法
人
で
あ
る
宗
教
法
人
が
宗
教
法
人
の
税
制
等
の
優
遇
措
置
を
主

張
す
る
特
定
政
党
に
政
治
献
金
を
行
っ
た
り
、
慈
善
活
動
を
目
的
と
す
る
公
益
法
人
が
当
該
慈
善
活
動
に
関
わ
る
社
会
福
祉
立
法
の
成

一16一
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確
か
に
、
営
利
法
人
よ
り
も
非
営
利
法
人
の
方
が
、
公
益
性
(
公
益
法
人
)
あ
る
い
は
法
人
の
構
成
員
自
身
の
利
益
保
護
(
中
間
法

人
)
の
観
点
か
ら
「
目
的
の
範
囲
」
を
厳
格
に
考
え
る
傾
向
が
あ
り
、
ま
た
、
任
意
加
入
団
体
よ
り
も
強
制
加
入
団
体
の
方
が
「
目
的

の
範
囲
」
を
厳
格
に
考
え
る
傾
向
が
あ
る
が
、
総
論
と
し
て
は
そ
の
よ
う
に
い
え
る
と
し
て
も
、
各
論
と
し
て
は
非
営
利
、
強
制
加
入

団
体
で
あ
る
こ
と
か
ら
安
易
に
「
目
的
の
範
囲
外
」
に
結
び
つ
け
る
べ
き
で
は
な
い
。

営
利
性
・
公
益
性
あ
る
い
は
任
意
加
入
団
体
・
強
制
加
入
団
体
と
い
っ
た
団
体
の
性
格
は
、
「
法
人
の
目
的
」
を
決
定
づ
け
る
具
体
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的
基
準
と
し
て
は
機
能
し
な
い

D

も
と
も
と
、
「
法
人
の
存
立
と
活
動
の
究
極
目
的
が
営
利
で
あ
れ
公
益
で
あ
れ
、
そ
れ
を
達
成
す
る

手
段
と
し
て
必
要
と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
私
法
上
の
法
律
行
為
の
種
類
が
本
来
的
・
客
観
的
に
限
定
さ
れ
る
と
は
、
と
う
て
い
考
え
ら
れ
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な
い
。
」
の
で
あ
り
(
幾
代
通
『
民
法
総
則
』

二
三
頁
〔
青
林
書
院
、
第
二
版
、

一
九
八
四
〕
)
、
「
団
体
の
属
性
(
営
利
性
、
非
営
利

性
、
公
益
性
)
を
満
足
す
る
た
め
に
選
択
で
き
る
手
段
に
は
、
少
く
と
も
理
論
上
は
制
限
が
な
い
」
と
い
う
べ
き
で
あ
る
(
橋
本
基
弘

「
非
政
治
団
体
の
政
治
的
活
動
と
構
成
員
の
思
想
・
信
条
の
自
由
(
上
)
」
高
知
女
子
大
学
紀
要
四
一
巻
九

O
頁
ご
九
九
三
)
、
な

お
、
同
「
強
制
加
入
団
体
の
活
動
と
会
員
の
思
想
・
良
心
の
自
由
」
上
告
人
鑑
定
意
見
書
九
頁
〔
二

0
0
0〕
参
照
、
同
様
に
、
営
利

性
・
公
益
性
が
権
利
能
力
の
限
界
を
画
す
る
基
準
に
な
り
え
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
西
原
・
前
掲
一

O
ニ
頁
、
渡
辺
康

行
「
判
批
」
ジ
ュ
リ
一
一
一
三
号
二
ニ
頁
〔
平
成
八
年
度
重
要
判
例
解
説
、

一
九
九
七
〕
、
拙
稿
「
判
研
」
山
院
三
九
号
一
九
一
頁
、

青
柳
幸

「
団
体
の
規
律
と
個
人
の
自
由
」
受
新
四
九
巻
七
号
一
四
頁
〔
一
九
九
九
〕
)
。
例
え
ば
、
公
益
性
と
い
う
基
準
か
ら
政
治
献

金
は
な
し
え
な
い
と
限
界
づ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
は
、
公
益
法
人
で
あ
る
宗
教
法
人
が
宗
教
法
人
の
税
制
等
の
優
遇
措
置
を
主

張
す
る
特
定
政
党
に
政
治
献
金
を
行
っ
た
り
、
慈
善
活
動
を
目
的
と
す
る
公
益
法
人
が
当
該
慈
善
活
動
に
関
わ
る
社
会
福
祉
立
法
の
成
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立
を
主
張
す
る
特
定
政
党
に
政
治
献
金
を
行
っ
た
り
す
る
場
合
を
想
起
す
れ
ば
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
同
様
に
、
公
益
法
人
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
災
害
救
援
資
金
の
寄
付
を
「
目
的
の
範
囲
外
」
に
結
び
つ
け
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
い
え
る
。

　
ま
た
、
任
意
加
入
団
体
の
場
合
に
脱
退
の
自
由
が
保
障
さ
れ
て
い
て
も
脱
退
す
る
こ
と
が
い
ろ
い
ろ
な
利
害
か
ら
困
難
な
場
合
も
あ

り
、
任
意
加
入
団
体
の
場
合
に
反
対
で
あ
る
な
ら
構
成
員
で
あ
る
こ
と
を
や
め
れ
ば
よ
い
と
い
う
論
理
を
振
り
か
ざ
す
の
は
、
問
題
の

解
決
を
誤
り
、
「
目
的
の
範
囲
外
」
と
す
べ
き
も
の
を
「
目
的
の
範
囲
内
」
に
持
ち
込
む
危
険
が
あ
る
。
鹿
児
島
地
裁
に
一
九
九
八
年

一
〇
月
五
日
に
提
訴
さ
れ
た
公
益
法
人
で
は
あ
る
が
任
意
加
入
団
体
で
あ
る
日
本
歯
科
医
師
会
の
政
治
献
金
の
事
例
は
、
強
制
加
入
団

体
か
任
意
加
入
団
体
か
で
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
危
険
性
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
（
拙
稿
「
政
治
活
動
と
公
益
法
人
の

目
的
の
範
囲
－
日
本
弁
護
士
連
合
会
総
会
決
議
無
効
訴
訟
を
素
材
と
し
て
ー
」
山
院
四
五
号
一
八
○
頁
注
二
四
参
照
）
。
こ
の
点
、
蟻

川
助
教
授
の
指
摘
が
重
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
団
体
言
論
へ
の
反
対
者
に
と
っ
て
、
脱
退
の
自
由
が
あ
る
こ
と
は
、
決
定
的
に
重

要
な
『
担
保
』
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
を
逆
手
に
と
っ
て
、
『
い
や
な
ら
出
て
い
け
』
と
迫
る
こ
と
は
、
断
じ
て
許
す
べ
き
で

は
な
い
。
反
対
な
ら
ば
脱
退
す
れ
ば
よ
い
と
云
う
の
は
、
問
題
の
解
決
で
は
な
く
て
、
回
避
で
あ
る
。
い
や
な
ら
出
て
い
け
ば
い
い
、

と
い
う
の
は
、
い
わ
ば
『
最
後
の
議
論
』
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
団
体
言
論
へ
の
反
対
と
団
体
へ
の
帰
属
意
識
と
に
引
き
裂
か
れ
た
当
の

反
対
者
自
身
が
文
字
通
り
最
後
に
出
す
『
切
り
札
』
と
し
て
こ
そ
決
定
的
に
重
要
な
の
で
あ
っ
て
、
も
し
第
三
者
が
こ
の
選
択
肢
を
彼

に
勧
め
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
そ
の
と
き
、
『
議
論
』
で
あ
る
こ
と
を
や
め
る
だ
ろ
う
（
三
江
目
簿
声
試
o
が
、
『
最
後
の
議
論
』
で
あ
る

と
と
も
に
、
『
戦
争
（
q
E
馨
四
轟
賦
o
お
讐
巳
）
』
で
も
あ
る
こ
と
は
、
暗
示
的
で
あ
る
）
。
」
（
蟻
川
恒
正
「
思
想
の
自
由
と
団
体
紀
律
」

ジ
ュ
リ
一
〇
八
九
号
二
〇
四
頁
〔
一
九
九
六
〕
）
。
従
っ
て
、
強
制
加
入
団
体
で
あ
る
か
ら
政
治
献
金
や
災
害
救
援
資
金
の
寄
付
は
目
的

の
範
囲
外
で
、
任
意
加
入
団
体
で
あ
る
か
ら
政
治
献
金
や
災
害
救
援
資
金
の
寄
付
は
目
的
の
範
囲
内
と
の
論
理
は
導
け
な
い
と
考
え

一17一

立
を
主
張
す
る
特
定
政
党
に
政
治
献
金
を
行
っ
た
り
す
る
場
合
を
想
起
す
れ
ば
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
同
様
に
、
公
益
法
人
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
災
害
救
援
資
金
の
寄
付
を
「
目
的
の
範
囲
外
」
に
結
び
つ
け
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
い
え
る
。

ま
た
、
任
意
加
入
団
体
の
場
合
に
脱
退
の
自
由
が
保
障
さ
れ
て
い
て
も
脱
退
す
る
こ
と
が
い
ろ
い
ろ
な
利
害
か
ら
困
難
な
場
合
も
あ

り
、
任
意
加
入
団
体
の
場
合
に
反
対
で
あ
る
な
ら
構
成
員
で
あ
る
こ
と
を
や
め
れ
ば
よ
い
と
い
う
論
理
を
振
り
か
ざ
す
の
は
、
問
題
の

解
決
を
誤
り
、
「
目
的
の
範
囲
外
」
と
す
べ
き
も
の
を
「
目
的
の
範
囲
内
」
に
持
ち
込
む
危
険
が
あ
る
。
鹿
児
島
地
裁
に
一
九
九
八
年

一
O
月
五
日
に
提
訴
さ
れ
た
公
益
法
人
で
は
あ
る
が
任
意
加
入
団
体
で
あ
る
日
本
歯
科
医
師
会
の
政
治
献
金
の
事
例
は
、
強
制
加
入
団

災害救援資金の寄付と司法書士会の目的の範囲

体
か
任
意
加
入
団
体
か
で
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
危
険
性
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
(
拙
稿
「
政
治
活
動
と
公
益
法
人
の

目
的
の
範
囲
ー
日
本
弁
護
士
連
合
会
総
会
決
議
無
効
訴
訟
を
素
材
と
し
て
l
」
山
院
四
五
号
一
八

O
頁
注
二
四
参
照
)
。
こ
の
点
、
蟻

-17-

川
助
教
授
の
指
摘
が
重
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
団
体
言
論
へ
の
反
対
者
に
と
っ
て
、
脱
退
の
自
由
が
あ
る
こ
と
は
、
決
定
的
に
重

要
な
『
担
保
』
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
を
逆
手
に
と
っ
て
、
『
い
や
な
ら
出
て
い
け
』
と
迫
る
こ
と
は
、
断
じ
て
許
す
べ
き
で

は
な
い
。
反
対
な
ら
ば
脱
退
す
れ
ば
よ
い
と
云
う
の
は
、
問
題
の
解
決
で
は
な
く
て
、
回
避
で
あ
る
。
い
や
な
ら
出
て
い
げ
ば
い
い
、

と
い
う
の
は
、

い
わ
ば
『
最
後
の
議
論
』
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
団
体
言
論
へ
の
反
対
と
団
体
へ
の
帰
属
意
識
と
に
引
き
裂
か
れ
た
当
の

反
対
者
自
身
が
文
字
通
り
最
後
に
出
す
『
切
り
札
』
と
し
て
こ
そ
決
定
的
に
重
要
な
の
で
あ
っ
て
、
も
し
第
三
者
が
こ
の
選
択
肢
を
彼

に
勧
め
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
、

そ
の
と
き
、
『
議
論
』
で
あ
る
こ
と
を
や
め
る
だ
ろ
う

2
5
5
m
g昨
日
。
が
、
『
最
後
の
議
論
』
で
あ
る

と
と
も
に
、
『
戦
争

2
5
5
m
g位。

5
m
gロ
)
』
で
も
あ
る
こ
と
は
、
暗
示
的
で
あ
る
)
。
」
(
蟻
川
恒
正
「
思
想
の
自
由
と
団
体
紀
律
」

ジ
ュ
リ
一

O
八
九
号
ニ

O
四
頁
〔
一
九
九
六
〕
)
。
従
っ
て
、
強
制
加
入
団
体
で
あ
る
か
ら
政
治
献
金
や
災
害
救
援
資
金
の
寄
付
は
目
的

17 

の
範
囲
外
で
、
任
意
加
入
団
体
で
あ
る
か
ら
政
治
献
金
や
災
害
救
援
資
金
の
寄
付
は
目
的
の
範
囲
内
と
の
論
理
は
導
け
な
い
と
考
え
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る
。
強
制
加
入
団
体
で
あ
る
こ
と
か
ら
災
害
救
援
資
金
の
寄
付
を
目
的
の
範
囲
外
と
す
る
橋
本
助
教
授
の
上
告
人
鑑
定
意
見
書
の
見
解

（
橋
本
・
前
掲
上
告
人
鑑
定
意
見
書
一
四
頁
）
は
、
こ
の
点
で
妥
当
性
を
欠
く
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
み
る
と
、
災
害
救
援
資
金
の
寄
付
の
場
合
、
公
益
法
人
で
あ
る
こ
と
か
ら
目
的
の
範
囲
外
・
目
的
の
範
囲
内
は
決
定
で
き

ず
、
ま
た
、
強
制
加
入
団
体
で
あ
る
こ
と
か
ら
目
的
の
範
囲
外
・
目
的
の
範
囲
内
も
決
定
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、
せ
い
ぜ
い
公
益
法

人
、
強
制
加
入
団
体
で
あ
る
こ
と
か
ら
具
体
的
事
情
を
考
慮
に
入
れ
て
「
目
的
の
範
囲
」
を
慎
重
に
決
す
べ
き
で
あ
る
と
い
え
る
に
過

ぎ
な
い
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
見
地
か
ら
慎
重
に
決
す
る
な
ら
ば
、
災
害
救
援
資
金
の
寄
付
は
目
的
の
範
囲
内
に
な
る
こ
と

は
本
稿
に
論
じ
る
と
お
り
で
あ
る
。

三
　
思
想
・
信
条
の
自
由
と
目
的
の
範
囲

　
災
害
救
援
資
金
の
寄
付
は
「
各
人
が
自
己
の
良
心
に
基
づ
い
て
自
主
的
に
決
定
す
べ
き
事
柄
で
あ
り
、
他
か
ら
強
制
さ
れ
る
性
質
の

も
の
で
は
な
い
」
か
ら
、
司
法
書
士
会
が
災
害
救
援
資
金
の
寄
付
を
行
う
こ
と
は
会
員
の
思
想
・
信
条
の
自
由
を
侵
害
し
、
目
的
の
範

囲
外
で
あ
る
と
す
る
見
解
が
あ
る
の
で
こ
れ
を
検
討
す
る
。

　
南
九
州
税
理
士
会
訴
訟
最
高
裁
判
決
（
前
掲
最
判
平
成
八
年
三
月
『
九
日
）
は
、
政
治
献
金
を
税
理
士
会
の
目
的
の
範
囲
外
と
す
る

に
あ
た
っ
て
、
会
員
の
思
想
・
信
条
の
自
由
と
の
関
係
を
考
慮
に
入
れ
る
と
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
民
法
四
三
条
に
お
い
て
憲
法
の
問

接
適
用
を
実
現
し
た
も
の
と
い
え
る
（
憲
法
の
間
接
適
用
の
媒
介
と
な
る
一
般
条
項
の
役
割
を
、
民
法
四
三
条
の
法
人
の
「
目
的
ノ
範

囲
」
が
果
た
す
と
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
西
原
・
前
掲
一
〇
二
頁
、
芹
沢
斉
「
『
人
権
』
と
法
人
の
憲
法
上
の
権
利
の
享
有
」
青
法

一18一
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る
。
強
制
加
入
団
体
で
あ
る
こ
と
か
ら
災
害
救
援
資
金
の
寄
付
を
目
的
の
範
囲
外
と
す
る
橋
本
助
教
授
の
上
告
人
鑑
定
意
見
書
の
見
解
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(
橋
本
・
前
掲
上
告
人
鑑
定
意
見
書
一
四
頁
)
は
、
こ
の
点
で
妥
当
性
を
欠
く
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
災
害
救
援
資
金
の
寄
付
の
場
合
、
公
益
法
人
で
あ
る
こ
と
か
ら
目
的
の
範
囲
外
・
目
的
の
範
囲
内
は
決
定
で
き

ず
、
ま
た
、
強
制
加
入
団
体
で
あ
る
こ
と
か
ら
目
的
の
範
囲
外
・
目
的
の
範
囲
内
も
決
定
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、
せ
い
ぜ
い
公
益
法

人
、
強
制
加
入
団
体
で
あ
る
こ
と
か
ら
具
体
的
事
情
を
考
慮
に
入
れ
て
「
目
的
の
範
囲
」
を
慎
重
に
決
す
べ
き
で
あ
る
と
い
え
る
に
過

ぎ
な
い
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
見
地
か
ら
慎
重
に
決
す
る
な
ら
ば
、
災
害
救
援
資
金
の
寄
付
は
目
的
の
範
囲
内
に
な
る
こ
と

法学論集

は
本
稿
に
論
じ
る
と
お
り
で
あ
る
。思

想
・
信
条
の
自
由
と
目
的
の
範
囲
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災
害
救
援
資
金
の
寄
付
は
「
各
人
が
自
己
の
良
心
に
基
づ
い
て
自
主
的
に
決
定
す
べ
き
事
柄
で
あ
り
、
他
か
ら
強
制
さ
れ
る
性
質
の

も
の
で
は
な
い
」
か
ら
、
司
法
書
士
会
が
災
害
救
援
資
金
の
寄
付
を
行
う
こ
と
は
会
員
の
思
想
・
信
条
の
自
由
を
侵
害
し
、
目
的
の
範

圏
外
で
あ
る
と
す
る
見
解
が
あ
る
の
で
こ
れ
を
検
討
す
る
。

南
九
州
税
理
士
会
訴
訟
最
高
裁
判
決
(
前
掲
最
判
平
成
八
年
三
月
一
九
日
)
は
、
政
治
献
金
を
税
理
士
会
の
目
的
の
範
囲
外
と
す
る

に
あ
た
っ
て
、
会
員
の
思
想
・
信
条
の
自
由
と
の
関
係
を
考
慮
に
入
れ
る
と
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
民
法
四
三
条
に
お
い
て
憲
法
の
間

接
適
用
を
実
現
し
た
も
の
と
い
え
る
(
憲
法
の
間
接
適
用
の
媒
介
と
な
る
一
般
条
項
の
役
割
を
、
民
法
四
三
条
の
法
人
の
「
目
的
ノ
範

囲
」
が
果
た
す
と
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
西
原
・
前
掲
一

O
二
頁
、
芹
沢
斉
「
『
人
権
』
と
法
人
の
憲
法
上
の
権
利
の
享
有
」
青
法
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三
八
巻
三
h
四
号
四
八
二
頁
コ
九
九
七
〕
、
拙
稿
「
政
治
献
金
と
法
人
の
目
的
の
範
囲
ー
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
政
治
資
金
規
制
を
素

材
と
し
て
ー
（
二
・
完
）
」
山
院
四
三
号
四
四
頁
Ω
九
九
九
〕
、
市
川
正
人
「
判
批
」
ジ
ュ
リ
一
一
七
九
号
一
一
頁
〔
平
成
二
年
度

重
要
判
例
解
説
、
二
〇
〇
〇
〕
、
橋
本
・
前
掲
上
告
人
鑑
定
意
見
書
八
頁
V
。
会
員
の
思
想
・
信
条
の
自
由
を
私
人
間
に
適
用
す
る
場
合

に
、
民
法
九
〇
条
の
公
序
良
俗
違
反
と
す
る
構
成
も
考
え
ら
れ
る
が
、
民
法
四
三
条
論
と
民
法
九
〇
条
論
を
比
較
し
て
み
た
と
き
、
以

下
の
差
異
が
あ
り
民
法
四
三
条
論
の
方
が
す
ぐ
れ
て
い
る
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、

　
第
一
に
、
政
治
献
金
を
、
法
人
が
、
徴
収
決
議
に
基
づ
い
て
団
体
の
構
成
員
か
ら
個
別
に
強
制
徴
収
す
る
場
合
と
、
団
体
財
産
か
ら

支
出
す
る
場
合
に
関
し
、
権
利
侵
害
か
ら
民
法
九
〇
条
違
反
を
問
題
と
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
団
体
財
産
か
ら
支
出
す
る
場
合
を
違
法

と
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
の
に
対
し
、
民
法
四
三
条
の
目
的
の
範
囲
外
と
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
徴
収
決
議
に
基
づ
い
て
団
体
の
構

成
員
か
ら
個
別
に
強
制
徴
収
す
る
場
合
で
あ
ろ
う
と
団
体
財
産
か
ら
支
出
す
る
場
合
で
あ
ろ
う
と
違
法
と
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る

（
こ
う
し
た
指
摘
を
す
る
も
の
と
し
て
、
渡
辺
・
前
掲
ニ
ニ
頁
）
か
ら
、
構
成
と
し
て
民
法
四
三
条
論
の
方
が
す
ぐ
れ
て
い
る
と
い
え

る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
前
掲
最
判
平
成
八
年
三
月
一
九
日
も
、
民
法
九
〇
条
論
を
一
切
用
い
ず
、
目
的
の
範
囲
外
と
す

る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
用
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
第
二
に
、
民
法
九
〇
条
は
、
全
員
一
致
し
て
も
で
き
な
い
問
題
と
考
え
る
べ
き
で
、
例
え
ば
法
人
の
構
成
員
全
員
が
賛
成
す
る
場
合

に
政
治
献
金
を
可
能
と
解
す
る
な
ら
ば
、
民
法
四
三
条
論
を
用
い
た
方
が
よ
い
と
い
え
る
（
鈴
木
竹
雄
ほ
か
「
会
社
の
政
治
献
金
－
最

高
裁
大
法
廷
判
決
を
め
ぐ
っ
て
i
」
ジ
ュ
リ
四
六
〇
号
二
一
頁
〔
星
野
英
一
発
言
〕
全
九
七
〇
〉
）
。

　
第
三
に
、
民
法
九
〇
条
論
は
、
民
法
七
〇
八
条
の
不
法
原
因
給
付
の
問
題
を
発
生
さ
せ
る
た
め
、
無
効
と
な
っ
た
と
き
返
還
請
求
権

の
行
使
が
否
定
さ
れ
る
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
の
で
、
民
法
四
三
条
論
の
構
成
の
方
が
妥
当
な
結
果
を
導
け
る
と
い
え
る
。

一19一

三
八
巻
三
H
四
号
四
八
二
頁
〔
一
九
九
七
〕
、
拙
稿
「
政
治
献
金
と
法
人
の
目
的
の
範
囲
l

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
政
治
資
金
規
制
を
素

材
と
し
て
ー

(
二
・
完
)
」
山
院
四
三
号
四
四
頁
〔
一
九
九
九
〕
、
市
川
正
人
「
判
批
」
ジ
ュ
リ
一
一
七
九
号
一
一
頁
〔
平
成
一
一
年
度

重
要
判
例
解
説
、
二

0
0
0〕
、
橋
本
・
前
掲
上
告
人
鑑
定
意
見
書
八
頁
)
。
会
員
の
思
想
・
信
条
の
自
由
を
私
人
聞
に
適
用
す
る
場
合

に
、
民
法
九

O
条
の
公
序
良
俗
違
反
と
す
る
構
成
も
考
え
ら
れ
る
が
、
民
法
四
三
条
論
と
民
法
九

O
条
論
を
比
較
し
て
み
た
と
き
、
以

下
の
差
異
が
あ
り
民
法
四
三
条
論
の
方
が
す
ぐ
れ
て
い
る
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、

第
一
に
、
政
治
献
金
を
、
法
人
が
、
徴
収
決
議
に
基
づ
い
て
団
体
の
構
成
員
か
ら
個
別
に
強
制
徴
収
す
る
場
合
と
、
団
体
財
産
か
ら
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支
出
す
る
場
合
に
関
し
、
権
利
侵
害
か
ら
民
法
九

O
条
違
反
を
問
題
と
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
団
体
財
産
か
ら
支
出
す
る
場
合
を
違
法

と
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
の
に
対
し
、
民
法
四
三
条
の
目
的
の
範
囲
外
と
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
徴
収
決
議
に
基
づ
い
て
団
体
の
構

-19-

成
員
か
ら
個
別
に
強
制
徴
収
す
る
場
合
で
あ
ろ
う
と
団
体
財
産
か
ら
支
出
す
る
場
合
で
あ
ろ
う
と
違
法
と
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る

(
こ
う
し
た
指
摘
を
す
る
も
の
と
し
て
、
渡
辺
・
前
掲
二
ニ
頁
)

か
ら
、
構
成
と
し
て
民
法
四
三
条
論
の
方
が
す
ぐ
れ
て
い
る
と
い
え

る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
前
掲
最
判
平
成
八
年
三
月
一
九
日
も
、
民
法
九

O
条
論
を
一
切
用
い
ず
、
目
的
の
範
囲
外
と
す

る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
用
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

第
二
に
、
民
法
九

O
条
は
、
全
員
一
致
し
て
も
で
き
な
い
問
題
と
考
え
る
べ
き
で
、
例
え
ば
法
人
の
構
成
員
全
員
が
賛
成
す
る
場
合

に
政
治
献
金
を
可
能
と
解
す
る
な
ら
ば
、
民
法
四
三
条
論
を
用
い
た
方
が
よ
い
と
い
え
る
(
鈴
木
竹
雄
ほ
か
「
会
社
の
政
治
献
金
l
最

高
裁
大
法
廷
判
決
を
め
ぐ
っ
て
l

」
ジ
ュ
リ
四
六

O
号
二
一
頁
〔
星
野
英
一
発
一
言
〕
〈
一
九
七

O
〉)。

第
三
に
、
民
法
九

O
条
論
は
、
民
法
七

O
八
条
の
不
法
原
因
給
付
の
問
題
を
発
生
さ
せ
る
た
め
、
無
効
と
な
っ
た
と
き
返
還
請
求
権

の
行
使
が
否
定
さ
れ
る
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
の
で
、
民
法
四
三
条
論
の
構
成
の
方
が
妥
当
な
結
果
を
導
け
る
と
い
え
る
。
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で
は
、
災
害
救
援
資
金
の
寄
付
の
場
合
に
は
、
会
員
の
思
想
・
信
条
の
自
由
を
侵
害
し
、
司
法
書
士
会
の
目
的
の
範
囲
外
と
な
る
か

が
問
題
と
な
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
会
員
に
被
災
者
支
援
の
た
め
の
金
銭
的
負
担
を
求
め
る
こ
と
が
、
会
員
の
思
想
・
信
条
の
自

由
に
対
す
る
何
ら
か
の
制
約
と
感
じ
ら
れ
る
と
し
て
も
、
会
員
が
金
銭
的
負
担
を
負
わ
さ
れ
る
こ
と
が
直
ち
に
一
定
の
政
治
的
、
又
は

宗
教
的
立
場
や
信
条
の
表
明
に
直
結
す
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
な
い
か
ら
、
会
員
の
思
想
・
信
条
の
自
由
を
侵
害
す
る
ほ
ど
の
も
の
で

は
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
（
原
判
決
同
旨
）
。
こ
の
こ
と
は
、
国
家
に
置
き
換
え
て
も
、
国
家
の
構
成
員
で
あ
る
国
民
か
ら
例
え
ば

福
祉
目
的
税
を
徴
収
し
た
時
、
老
人
・
児
童
・
障
害
者
の
日
常
生
活
援
護
に
税
金
が
使
わ
れ
る
こ
と
は
、
老
人
・
児
童
・
障
害
者
に
お

金
を
使
わ
れ
た
く
な
い
国
民
の
思
想
・
信
条
を
侵
害
す
る
と
の
主
張
が
成
り
立
ち
得
な
い
議
論
で
あ
る
こ
と
を
想
起
す
れ
ば
、
明
白
で

あ
ろ
う
。

　
従
っ
て
、
司
法
書
士
会
が
災
害
救
援
資
金
の
寄
付
を
行
う
こ
と
は
会
員
の
思
想
・
信
条
の
自
由
を
侵
害
せ
ず
、
目
的
の
範
囲
内
で
あ

る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

　
な
お
、
原
判
決
で
は
、
司
法
書
士
会
の
災
害
救
援
資
金
の
寄
付
を
目
的
の
範
囲
内
と
し
た
上
で
、
会
員
の
協
力
義
務
の
限
界
を
超
え

て
い
な
い
か
を
判
断
し
て
い
る
が
、
前
掲
最
判
平
成
八
年
三
月
一
九
日
に
よ
り
「
目
的
の
範
囲
」
の
判
断
で
会
員
の
思
想
・
信
条
の
自

由
を
侵
害
し
て
い
る
か
否
か
が
判
断
さ
れ
る
と
い
う
枠
組
み
が
認
め
ら
れ
た
以
上
、
会
員
の
協
力
義
務
の
限
界
を
超
え
る
か
否
か
と
い

う
枠
組
み
で
再
び
会
員
の
思
想
・
信
条
の
自
由
を
侵
害
す
る
か
否
か
を
議
論
す
る
実
益
は
な
い
と
考
え
る
。
端
的
に
言
う
な
ら
ば
、

「
目
的
の
範
囲
」
の
判
断
に
よ
り
会
員
の
思
想
・
信
条
の
侵
害
が
な
さ
れ
協
力
義
務
の
限
界
を
超
え
た
か
否
か
の
判
断
も
つ
く
さ
れ
て

い
る
と
い
え
る
（
拙
稿
「
災
害
救
援
資
金
の
寄
付
と
公
益
法
人
の
目
的
の
範
囲
ー
群
馬
司
法
書
士
会
震
災
復
興
支
援
金
事
件
の
東
京
高

裁
判
決
を
素
材
と
し
て
i
」
山
院
四
四
号
二
二
頁
以
下
コ
九
九
九
〕
）
。

一20一

20 

で
は
、
災
害
救
援
資
金
の
寄
付
の
場
合
に
は
、
会
員
の
思
想
・
信
条
の
自
由
を
侵
害
し
、
司
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が
問
題
と
な
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
会
員
に
被
災
者
支
援
の
た
め
の
金
銭
的
負
担
を
求
め
る
こ
と
が
、
会
員
の
思
想
・
信
条
の
自

由
に
対
す
る
何
ら
か
の
制
約
と
感
じ
ら
れ
る
と
し
て
も
、
会
員
が
金
銭
的
負
担
を
負
わ
さ
れ
る
こ
と
が
直
ち
に
一
定
の
政
治
的
、
又
は

宗
教
的
立
場
や
信
条
の
表
明
に
直
結
す
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
な
い
か
ら
、
会
員
の
思
想
・
信
条
の
自
由
を
侵
害
す
る
ほ
ど
の
も
の
で

は
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
(
原
判
決
同
旨
)
。
こ
の
こ
と
は
、
国
家
に
置
き
換
え
て
も
、
国
家
の
構
成
員
で
あ
る
国
民
か
ら
例
え
ば

福
祉
目
的
税
を
徴
収
し
た
時
、
老
人
・
児
童
・
障
害
者
の
日
常
生
活
援
護
に
税
金
が
使
わ
れ
る
こ
と
は
、
老
人
・
児
童
・
障
害
者
に
お
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金
を
使
わ
れ
た
く
な
い
国
民
の
思
想
・
信
条
を
侵
害
す
る
と
の
主
張
が
成
り
立
ち
得
な
い
議
論
で
あ
る
こ
と
を
想
起
す
れ
ば
、
明
白
で

あ
ろ
う
。

従
っ
て
、
司
法
書
士
会
が
災
害
救
援
資
金
の
寄
付
を
行
う
こ
と
は
会
員
の
思
想
・
信
条
の
自
由
を
侵
害
せ
ず
、
目
的
の
範
囲
内
で
あ
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る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

な
お
、
原
判
決
で
は
、
司
法
書
士
会
の
災
害
救
援
資
金
の
寄
付
を
目
的
の
範
囲
内
と
し
た
上
で
、
会
員
の
協
力
義
務
の
限
界
を
超
え

て
い
な
い
か
を
判
断
し
て
い
る
が
、
前
掲
最
判
平
成
八
年
三
月
一
九
日
に
よ
り
「
目
的
の
範
囲
」
の
判
断
で
会
員
の
思
想
・
信
条
の
自

由
を
侵
害
し
て
い
る
か
否
か
が
判
断
さ
れ
る
と
い
う
枠
組
み
が
認
め
ら
れ
た
以
上
、
会
員
の
協
力
義
務
の
限
界
を
超
え
る
か
否
か
と
い

う
枠
組
み
で
再
び
会
員
の
思
想
・
信
条
の
自
由
を
侵
害
す
る
か
否
か
を
議
論
す
る
実
益
は
な
い
と
考
え
る
。
端
的
に
言
う
な
ら
ば
、

「
目
的
の
範
囲
」
の
判
断
に
よ
り
会
員
の
思
想
・
信
条
の
侵
害
が
な
さ
れ
協
力
義
務
の
限
界
を
超
え
た
か
否
か
の
判
断
も
つ
く
さ
れ
て

い
る
と
い
え
る
(
拙
稿
「
災
害
救
援
資
金
の
寄
付
と
公
益
法
人
の
目
的
の
範
囲
l

群
馬
司
法
書
士
会
震
災
復
興
支
援
金
事
件
の
東
京
高

裁
判
決
を
素
材
と
し
て
l

」
山
院
四
四
号
二
二
頁
以
下
〔
一
九
九
九
)
)
。
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一
般
財
産
か
ら
の
支
出
と
構
成
員
か
ら
の
個
別
徴
収
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災
害
救
援
資
金
の
寄
付
を
、
司
法
書
士
会
の
一
般
財
産
か
ら
支
出
す
る
な
ら
ば
目
的
の
範
囲
内
で
あ
る
が
、
司
法
書
士
会
の
会
員
か

ら
復
興
支
援
特
別
負
担
金
と
い
う
形
で
強
制
的
に
個
別
徴
収
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
目
的
の
範
囲
外
で
あ
る
と
す
る
見
解
、
あ
る
い

は
、
会
員
の
協
力
義
務
の
限
界
を
超
え
る
と
す
る
見
解
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
を
検
討
す
る
。

　
確
か
に
、
最
判
昭
和
五
〇
年
一
一
月
二
八
日
民
集
二
九
巻
一
〇
号
一
六
九
八
頁
は
、
労
働
組
合
が
一
般
基
金
か
ら
政
治
献
金
を
行
う

こ
と
は
法
的
に
は
許
さ
れ
た
も
の
と
し
た
が
、
政
治
献
金
の
た
め
の
臨
時
組
合
費
を
個
別
に
強
制
徴
収
す
る
よ
う
な
こ
と
は
組
合
員
の

協
力
義
務
の
限
界
を
超
え
る
と
し
て
許
さ
れ
な
い
と
判
断
し
て
い
る
。
前
記
見
解
は
、
司
法
書
士
会
の
災
害
救
援
資
金
の
寄
付
の
場
合

に
も
、
こ
の
最
高
裁
の
判
断
枠
組
み
を
用
い
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
そ
も
そ
も
、
こ
の
よ
う
な
一
般
財
産
か
ら
の
支
出
と
構
成
員
か
ら
の
個
別
徴
収
を
区
別
し
、
構
成
員
か
ら
の
個
別
徴
収
は

拠
出
者
と
信
条
の
一
体
化
が
生
じ
る
（
佐
藤
繁
・
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
民
事
篇
昭
和
五
〇
年
度
五
六
事
件
評
釈
五
九
二
頁
以
下
〔
法

曹
会
、
一
九
七
九
〕
）
か
ら
許
さ
れ
な
い
と
の
立
場
（
こ
う
し
た
立
場
を
分
離
論
と
名
付
け
る
）
は
、
以
下
の
理
由
か
ら
採
用
す
べ
き

で
な
い
と
考
え
る
（
学
説
上
、
分
離
論
の
不
当
性
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
蟻
川
・
前
掲
二
〇
三
頁
以
下
、
長
谷
部
恭
男
『
憲
法
』

二
二
〇
頁
〔
新
世
社
、
一
九
九
六
〕
、
拙
稿
「
法
人
の
目
的
の
範
囲
－
政
治
献
金
は
法
人
の
権
利
能
力
の
範
囲
内
か
ー
」
山
院
三
八
号

三
〇
四
頁
以
下
〔
一
九
九
七
〕
、
甲
斐
・
前
掲
リ
マ
ー
ク
ス
一
〇
頁
が
あ
る
）
。
す
な
わ
ち
、

　
第
一
に
、
法
人
の
財
産
か
ら
支
出
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
な
る
と
、
構
成
員
に
支
出
目
的
が
知
ら
さ
れ
ず
構
成
員
に
反
対
の
機
会

一21一
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害
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を
、
司
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ら
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る
な
ら
ば
目
的
の
範
囲
内
で
あ
る
が
、
司
法
書
士
会
の
会
員
か

ら
復
興
支
援
特
別
負
担
金
と
い
う
形
で
強
制
的
に
個
別
徴
収
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
目
的
の
範
囲
外
で
あ
る
と
す
る
見
解
、
あ
る
い

は
、
会
員
の
協
力
義
務
の
限
界
を
超
え
る
と
す
る
見
解
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
を
検
討
す
る
。
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確
か
に
、
最
判
昭
和
五

O
年
一
一
月
二
八
日
民
集
二
九
巻
一

O
号
一
六
九
八
頁
は
、
労
働
組
合
が
一
般
基
金
か
ら
政
治
献
金
を
行
う

こ
と
は
法
的
に
は
許
さ
れ
た
も
の
と
し
た
が
、
政
治
献
金
の
た
め
の
臨
時
組
合
費
を
個
別
に
強
制
徴
収
す
る
よ
う
な
こ
と
は
組
合
員
の
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協
力
義
務
の
限
界
を
超
え
る
と
し
て
許
さ
れ
な
い
と
判
断
し
て
い
る
。
前
記
見
解
は
、
司
法
書
士
会
の
災
害
救
援
資
金
の
寄
付
の
場
合

に
も
、
こ
の
最
高
裁
の
判
断
枠
組
み
を
用
い
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
も
そ
も
、
こ
の
よ
う
な
一
般
財
産
か
ら
の
支
出
と
構
成
員
か
ら
の
個
別
徴
収
を
区
別
し
、
構
成
員
か
ら
の
個
別
徴
収
は

拠
出
者
と
信
条
の
一
体
化
が
生
じ
る
(
佐
藤
繁
・
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
民
事
篇
昭
和
五

0
年
度
五
六
事
件
評
釈
五
九
二
頁
以
下
〔
法

曹国ム一品、

一
九
七
九
〕
)
か
ら
許
さ
れ
な
い
と
の
立
場
(
こ
う
し
た
立
場
を
分
離
論
と
名
付
け
る
)
は
、
以
下
の
理
由
か
ら
採
用
す
べ
き

で
な
い
と
考
え
る
(
学
説
上
、
分
離
論
の
不
当
性
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
蟻
川
・
前
掲
二

O
三
頁
以
下
、
長
谷
部
恭
男
『
憲
法
』

ニニ
O
頁
〔
新
世
社
、

一
九
九
六
〕
、
拙
稿
「
法
人
の
目
的
の
範
囲
ー
政
治
献
金
は
法
人
の
権
利
能
力
の
範
囲
内
か
l
」
山
院
三
八
号

一ニ

O
四
頁
以
下
〔
一
九
九
七
〕
、
甲
斐
・
前
掲
リ
マ

l
ク
ス
一

O
頁
が
あ
る
)
。
す
な
わ
ち
、

第
一
に
、
法
人
の
財
産
か
ら
支
出
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
な
る
と
、
構
成
員
に
支
出
目
的
が
知
ら
さ
れ
ず
構
成
員
に
反
対
の
機
会
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が
与
え
ら
れ
な
い
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
。

　
第
二
に
、
例
え
ば
政
治
献
金
の
場
合
、
一
般
財
産
か
ら
の
支
出
を
認
め
る
と
、
会
費
名
目
で
政
治
献
金
を
強
制
さ
れ
る
に
す
ぎ
ず
、

抜
け
道
を
与
え
る
に
過
ぎ
な
い
と
い
え
る
。

　
第
三
に
、
例
え
ば
群
馬
司
法
書
士
会
の
場
合
、
平
成
二
年
度
に
お
い
て
、
会
費
の
収
入
は
、
一
般
会
費
（
月
一
万
円
）
と
特
別
負

担
金
（
不
動
産
登
記
事
件
等
甲
号
事
件
一
件
二
五
〇
円
の
証
紙
に
よ
る
徴
収
）
と
か
ら
な
り
、
こ
れ
以
外
に
臨
時
徴
収
を
行
う
も
の
と

し
て
、
会
館
建
設
特
別
負
担
金
と
い
う
形
で
目
的
を
明
示
し
て
不
動
産
登
記
事
件
等
甲
号
事
件
一
件
五
〇
円
の
証
紙
に
よ
る
徴
収
を
行

っ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
実
態
か
ら
み
る
な
ら
ば
、
一
般
財
産
か
ら
の
支
出
と
個
別
徴
収
と
い
う
点
で
は
質
的
に
差
異
が
な
く
、
分
離

論
は
、
目
的
を
明
示
し
て
個
別
徴
収
し
た
か
否
か
の
区
分
で
し
か
意
味
を
も
た
な
い
が
、
政
治
献
金
に
使
う
こ
と
を
知
ら
せ
ず
に
団
体

財
産
補
充
の
た
め
に
会
費
の
追
加
徴
収
を
臨
時
に
な
す
場
合
は
許
さ
れ
、
徴
収
決
議
に
基
づ
い
て
政
治
献
金
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
法

人
の
構
成
員
か
ら
個
別
に
強
制
徴
収
す
る
場
合
は
許
さ
れ
な
い
と
す
る
の
は
、
政
治
献
金
に
支
出
す
る
と
い
う
点
で
は
実
質
上
同
じ
行

為
で
あ
る
の
に
、
使
途
を
隠
し
て
い
れ
ば
法
人
の
支
出
を
適
法
と
す
る
点
で
ご
ま
か
し
を
奨
励
す
る
不
合
理
な
区
別
と
い
う
べ
き
で
あ

る
。　

第
四
に
、
拠
出
者
と
信
条
の
一
体
化
と
い
う
点
で
み
て
も
、
例
え
ば
政
治
献
金
の
場
合
、
毎
年
同
じ
政
党
に
政
治
献
金
し
て
い
る
法

人
に
会
費
を
支
出
す
る
の
は
、
拠
出
者
と
信
条
の
一
体
化
が
生
じ
て
い
る
か
ら
、
拠
出
者
と
信
条
の
一
体
化
と
い
う
基
準
で
区
別
を
正

当
化
す
る
分
離
論
は
無
理
が
あ
る
と
い
え
る
。

　
第
五
に
、
一
般
財
産
か
ら
支
出
す
る
か
、
構
成
員
か
ら
強
制
的
に
個
別
徴
収
し
て
支
出
す
る
か
は
、
支
出
す
る
法
人
の
側
か
ら
す
れ

ば
質
的
差
異
が
あ
る
と
考
え
て
お
ら
ず
単
に
法
人
の
財
政
状
況
そ
の
他
の
諸
事
情
か
ら
個
別
徴
収
に
よ
る
支
出
の
選
択
が
な
さ
れ
る
の

一22一
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。
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第
二
に
、
例
え
ば
政
治
献
金
の
場
合
、

一
般
財
産
か
ら
の
支
出
を
日
認
め
る
と
、
会
費
名
目
で
政
治
献
金
を
強
制
さ
れ
る
に
す
ぎ
ず
、

抜
け
道
を
与
え
る
に
過
ぎ
な
い
と
い
え
る
。

第
三
に
、
例
え
ば
群
馬
司
法
書
士
会
の
場
合
、
平
成
一
一
年
度
に
お
い
て
、
会
費
の
収
入
は
、

一
般
会
費
(
月
一
万
円
)
と
特
別
負

担
金
(
不
動
産
登
記
事
件
等
甲
号
事
件
一
件
二
五

O
円
の
証
紙
に
よ
る
徴
収
)

と
か
ら
な
り
、
こ
れ
以
外
に
臨
時
徴
収
を
行
う
も
の
と

し
て
、
会
館
建
設
特
別
負
担
金
と
い
う
形
で
目
的
を
明
示
し
て
不
動
産
登
記
事
件
等
甲
号
事
件
一
件
五

O
円
の
証
紙
に
よ
る
徴
収
を
行
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っ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
実
態
か
ら
み
る
な
ら
ば
、

一
般
財
産
か
ら
の
支
出
と
個
別
徴
収
と
い
う
点
で
は
質
的
に
差
異
が
な
く
、
分
離

論
は
、
目
的
を
明
示
し
て
個
別
徴
収
し
た
か
否
か
の
区
分
で
し
か
意
味
を
も
た
な
い
が
、
政
治
献
金
に
使
う
こ
と
を
知
ら
せ
ず
に
団
体

-22-

財
産
補
充
の
た
め
に
会
費
の
追
加
徴
収
を
臨
時
に
な
す
場
合
は
許
さ
れ
、
徴
収
決
議
に
基
づ
い
て
政
治
献
金
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
法

人
の
構
成
員
か
ら
個
別
に
強
制
徴
収
す
る
場
合
は
許
さ
れ
な
い
と
す
る
の
は
、
政
治
献
金
に
支
出
す
る
と
い
う
点
で
は
実
質
上
向
じ
行

為
で
あ
る
の
に
、
使
途
を
隠
し
て
い
れ
ば
法
人
の
支
出
を
適
法
と
す
る
点
で
ご
ま
か
し
を
奨
励
す
る
不
合
理
な
区
別
と
い
う
べ
き
で
あ

る
第
四
に
、
拠
出
者
と
信
条
の
一
体
化
と
い
う
点
で
み
て
も
、
例
え
ば
政
治
献
金
の
場
合
、
毎
年
同
じ
政
党
に
政
治
献
金
し
て
い
る
法

人
に
会
費
を
支
出
す
る
の
は
、
拠
出
者
と
信
条
の
一
体
化
が
生
じ
て
い
る
か
ら
、
拠
出
者
と
信
条
の
一
体
化
と
い
う
基
準
で
区
別
を
正

当
化
す
る
分
離
論
は
無
理
が
あ
る
と
い
え
る
。

第
五
に
、

一
般
財
産
か
ら
支
出
す
る
か
、
構
成
員
か
ら
強
制
的
に
個
別
徴
収
し
て
支
出
す
る
か
は
、
支
出
す
る
法
人
の
側
か
ら
す
れ

ば
質
的
差
異
が
あ
る
と
考
え
て
お
ら
ず
単
に
法
人
の
財
政
状
況
そ
の
他
の
諸
事
情
か
ら
個
別
徴
収
に
よ
る
支
出
の
選
択
が
な
さ
れ
る
の
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で
あ
り
（
前
述
し
た
平
成
二
年
一
二
月
『
六
日
の
日
本
弁
護
士
連
合
会
臨
時
総
会
に
お
い
て
、
国
会
議
員
等
へ
の
働
き
か
け
も
含
む

司
法
制
度
改
革
審
議
会
対
策
の
た
め
特
別
会
費
を
月
額
一
〇
〇
〇
円
ず
つ
各
会
員
か
ら
徴
収
す
る
こ
と
が
決
定
し
て
い
る
が
、
こ
の
提

案
理
由
が
「
司
法
制
度
改
革
関
連
予
算
は
、
本
年
度
も
一
般
会
計
の
中
で
最
大
限
の
配
慮
を
し
た
が
、
前
記
諸
費
用
を
一
般
会
計
か
ら

支
出
す
る
こ
と
は
、
現
在
の
当
連
合
会
の
財
政
状
況
か
ら
見
て
不
可
能
で
あ
り
、
前
記
支
出
予
想
額
を
賄
う
た
め
に
は
、
会
員
か
ら
の

特
別
会
費
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
」
と
し
て
い
る
点
は
、
こ
の
こ
と
を
裏
付
け
る
も
の
と
い
え
る
）
、
ま
た
、
構
成
員
の
側
か
ら
し
て

も
一
般
財
産
か
ら
の
支
出
は
構
成
員
が
負
担
し
た
会
費
か
ら
支
出
さ
れ
た
の
で
あ
り
構
成
員
が
金
銭
的
負
担
を
負
わ
さ
れ
た
点
で
は
個

別
徴
収
と
差
異
が
な
い
と
い
え
る
か
ら
、
一
般
財
産
か
ら
支
出
す
る
か
、
構
成
員
か
ら
強
制
的
に
個
別
徴
収
し
て
支
出
す
る
か
で
結
論

を
一
八
○
度
異
に
す
る
分
離
論
は
不
当
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

　
従
っ
て
、
政
治
献
金
の
場
合
に
は
、
徴
収
決
議
に
基
づ
い
て
法
人
の
構
成
員
か
ら
個
別
に
強
制
徴
収
す
る
場
合
で
あ
ろ
う
と
、
法
人

の
一
般
財
産
か
ら
支
出
す
る
場
合
で
あ
ろ
う
と
、
構
成
員
の
思
想
・
信
条
の
自
由
を
侵
害
す
る
か
ら
法
人
の
目
的
の
範
囲
外
と
考
え

る
。
し
か
し
、
災
害
救
援
資
金
の
寄
付
の
場
合
に
は
、
会
員
が
金
銭
的
負
担
を
負
わ
さ
れ
る
こ
と
が
直
ち
に
一
定
の
政
治
的
、
又
は
宗

教
的
立
場
や
信
条
の
表
明
に
直
結
す
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
な
い
か
ら
、
思
想
・
信
条
の
自
由
を
侵
害
す
る
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
い
と

い
う
べ
き
で
あ
っ
て
、
徴
収
決
議
に
基
づ
い
て
会
員
か
ら
個
別
に
強
制
徴
収
す
る
場
合
で
あ
ろ
う
と
、
司
法
書
士
会
の
一
般
財
産
か
ら

支
出
す
る
場
合
で
あ
ろ
う
と
、
司
法
書
士
会
の
目
的
の
範
囲
内
の
行
為
で
あ
り
、
会
員
の
協
力
義
務
の
限
界
を
超
え
な
い
と
考
え
る
。

　
な
お
、
百
歩
譲
っ
て
、
仮
に
分
離
論
を
認
め
た
と
し
て
も
、
個
別
徴
収
が
許
さ
れ
な
い
根
拠
は
「
拠
出
者
と
信
条
の
一
体
化
」
が
生

じ
る
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
会
員
が
金
銭
的
負
担
を
負
わ
さ
れ
る
こ
と
が
直
ち
に
一
定
の
政
治
的
、
又
は
宗
教
的
立
場
や
信
条

の
表
明
に
直
結
す
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
災
害
救
援
資
金
の
寄
付
の
場
合
に
は
、
「
拠
出
者
と
信
条
の
一
体
化
」
が
生
じ
て
い
な

一23一

で
あ
り
(
前
述
し
た
平
成
一
一
年
一
一
一
月
一
六
日
の
日
本
弁
護
士
連
合
会
臨
時
総
会
に
お
い
て
、
国
会
議
員
等
へ
の
働
き
か
け
も
含
む

司
法
制
度
改
革
審
議
会
対
策
の
た
め
特
別
会
費
を
月
額
一

0
0
0円
、
ず
つ
各
会
員
か
ら
徴
収
す
る
こ
と
が
決
定
し
て
い
る
が
、
こ
の
提

案
理
由
が
「
司
法
制
度
改
革
関
連
予
算
は
、
本
年
度
も
一
般
会
計
の
中
で
最
大
限
の
配
慮
を
し
た
が
、
前
記
諸
費
用
を
一
般
会
計
か
ら

支
出
す
る
こ
と
は
、
現
在
の
当
連
合
会
の
財
政
状
況
か
ら
見
て
不
可
能
で
あ
り
、
前
記
支
出
予
想
額
を
賄
う
た
め
に
は
、
会
員
か
ら
の

特
別
会
費
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
よ
と
し
て
い
る
点
は
、
こ
の
こ
と
を
裏
付
け
る
も
の
と
い
え
る
)
、

ま
た
、
構
成
員
の
側
か
ら
し
て

も
一
般
財
産
か
ら
の
支
出
は
構
成
員
が
負
担
し
た
会
費
か
ら
支
出
さ
れ
た
の
で
あ
り
構
成
員
が
金
銭
的
負
担
を
負
わ
さ
れ
た
点
で
は
個
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別
徴
収
と
差
異
が
な
い
と
い
え
る
か
ら
、

一
般
財
産
か
ら
支
出
す
る
か
、
構
成
員
か
ら
強
制
的
に
個
別
徴
収
し
て
支
出
す
る
か
で
結
論

を
一
八

O
度
異
に
す
る
分
離
論
は
不
当
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
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従
っ
て
、
政
治
献
金
の
場
合
に
は
、
徴
収
決
議
に
基
づ
い
て
法
人
の
構
成
員
か
ら
個
別
に
強
制
徴
収
す
る
場
合
で
あ
ろ
う
と
、
法
人

の
一
般
財
産
か
ら
支
出
す
る
場
合
で
あ
ろ
う
と
、
構
成
員
の
思
想
・
信
条
の
自
由
を
侵
害
す
る
か
ら
法
人
の
目
的
の
範
囲
外
と
考
え

る
。
し
か
し
、
災
害
救
援
資
金
の
寄
付
の
場
合
に
は
、
会
員
が
金
銭
的
負
担
を
負
わ
さ
れ
る
こ
と
が
直
ち
に
一
定
の
政
治
的
、
又
は
宗

教
的
立
場
や
信
条
の
表
明
に
直
結
す
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
な
い
か
ら
、
思
想
・
信
条
の
自
由
を
侵
害
す
る
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
い
と

い
う
べ
き
で
あ
っ
て
、
徴
収
決
議
に
基
づ
い
て
会
員
か
ら
個
別
に
強
制
徴
収
す
る
場
合
で
あ
ろ
う
と
、
司
法
書
士
会
の
一
般
財
産
か
ら

支
出
す
る
場
合
で
あ
ろ
う
と
、
司
法
書
士
会
の
目
的
の
範
囲
内
の
行
為
で
あ
り
、
会
員
の
協
力
義
務
の
限
界
を
超
え
な
い
と
考
え
る
。

な
お
、
百
歩
譲
っ
て
、
仮
に
分
離
論
を
認
め
た
と
し
て
も
、
個
別
徴
収
が
許
さ
れ
な
い
根
拠
は
「
拠
出
者
と
信
条
の
一
体
化
」
が
生

じ
る
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
会
員
が
金
銭
的
負
担
を
負
わ
さ
れ
る
こ
と
が
直
ち
に
一
定
の
政
治
的
、
又
は
宗
教
的
立
場
や
信
条
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の
表
明
に
直
結
す
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
災
害
救
援
資
金
の
寄
付
の
場
合
に
は
、
「
拠
出
者
と
信
条
の
一
体
化
」
が
生
じ
て
い
な
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い
の
で
あ
り
、
個
別
徴
収
は
許
さ
れ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
従
っ
て
、
分
離
論
に
立
ち
、
災
害
救
援
資
金
の
寄
付
を
司
法
書
士
会
の

会
員
か
ら
復
興
支
援
特
別
負
担
金
と
い
う
形
で
強
制
的
に
個
別
徴
収
し
て
い
る
こ
と
は
、
目
的
の
範
囲
外
で
あ
る
と
す
る
見
解
、
あ
る

い
は
、
会
員
の
協
力
義
務
の
限
界
を
超
え
る
と
す
る
見
解
は
、
成
立
し
え
な
い
と
い
え
る
。

五
　
寄
付
の
金
額
と
目
的
の
範
囲

　
不
動
産
登
記
事
件
等
甲
号
事
件
一
件
当
た
り
五
〇
円
の
復
興
支
援
特
別
負
担
金
を
会
員
に
課
し
、
群
馬
司
法
書
士
会
か
ら
阪
神
大
震

災
救
援
司
法
書
士
対
策
本
部
に
三
〇
〇
〇
万
円
の
拠
出
を
し
た
こ
と
は
、
群
馬
司
法
書
士
会
の
規
模
、
予
算
等
か
ら
し
て
あ
ま
り
に
巨

額
で
、
会
の
他
の
通
常
の
業
務
運
営
が
困
難
と
な
る
事
態
が
予
想
さ
れ
る
か
ら
、
群
馬
司
法
書
士
会
の
目
的
の
範
囲
を
超
え
る
と
の
見

解
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
を
検
討
す
る
。

　
ま
ず
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
寄
付
の
金
額
の
多
寡
が
民
法
四
三
条
の
「
目
的
の
範
囲
」
を
左
右
す
る
か
否
か
が
問
題
と
な
る
。

　
鈴
木
竹
雄
教
授
は
、
寄
付
の
金
額
の
多
寡
が
「
目
的
の
範
囲
」
を
左
右
す
る
と
の
立
場
に
つ
き
、
「
そ
れ
は
法
的
安
定
を
害
す
る
も

の
で
あ
っ
て
、
私
は
到
底
賛
成
で
き
な
い
。
」
と
し
、
「
も
ら
わ
な
い
で
も
仕
方
が
な
い
寄
附
を
も
ら
う
の
だ
か
ら
、
そ
の
効
果
に
つ
い

て
危
険
を
負
担
し
て
も
仕
方
が
な
い
と
い
う
よ
う
な
論
理
が
簡
単
に
肯
定
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
寄
附
を
受
け
た
あ
と
で
そ
れ
が
無
効
と

さ
れ
た
場
合
に
、
善
意
者
は
た
だ
現
存
利
益
の
限
度
で
返
還
す
れ
ば
よ
い
と
し
て
も
、
現
存
の
意
義
に
関
す
る
普
通
の
解
釈
に
よ
れ

ば
、
受
贈
者
に
と
っ
て
大
変
な
こ
と
で
あ
る
。
こ
と
に
、
こ
の
場
合
の
寄
附
の
効
力
を
決
定
す
る
基
準
は
、
そ
の
寄
階
の
相
手
方
と
会

社
と
の
関
係
、
そ
の
会
社
の
規
模
、
資
産
状
態
な
ど
諸
般
の
事
情
を
考
慮
し
て
社
会
的
に
相
当
な
い
し
応
分
と
み
と
め
ら
れ
る
金
額
と

一24一
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い
の
で
あ
り
、
個
別
徴
収
は
許
さ
れ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
従
っ
て
、
分
離
論
に
立
ち
、
災
害
救
援
資
金
の
寄
付
を
司
法
書
士
会
の
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会
員
か
ら
復
興
支
援
特
別
負
担
金
と
い
う
形
で
強
制
的
に
個
別
徴
収
し
て
い
る
こ
と
は
、
目
的
の
範
囲
外
で
あ
る
と
す
る
見
解
、
あ
る

い
は
、
会
員
の
協
力
義
務
の
限
界
を
超
え
る
と
す
る
見
解
は
、
成
立
し
え
な
い
と
い
え
る
。

五

寄
付
の
金
額
と
目
的
の
範
囲
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不
動
産
登
記
事
件
等
甲
号
事
件
一
件
当
た
り
五

O
円
の
復
興
支
援
特
別
負
担
金
を
会
員
に
課
し
、
群
馬
司
法
書
士
会
か
ら
阪
神
大
震

災
救
援
司
法
書
士
対
策
本
部
に
三

0
0
0万
円
の
拠
出
を
し
た
こ
と
は
、
群
馬
司
法
書
士
会
の
規
模
、
予
算
等
か
ら
し
て
あ
ま
り
に
巨

-24ー

額
で
、
会
の
他
の
通
常
の
業
務
運
営
が
困
難
と
な
る
事
態
が
予
想
さ
れ
る
か
ら
、
群
馬
司
法
書
士
会
の
目
的
の
範
囲
を
超
え
る
と
の
見

解
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
を
検
討
す
る
。

ま
ず
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
寄
付
の
金
額
の
多
寡
が
民
法
四
三
条
の
「
目
的
の
範
囲
」
を
左
右
す
る
か
否
か
が
問
題
と
な
る
。

鈴
木
竹
雄
教
授
は
、
寄
付
の
金
額
の
多
寡
が
「
目
的
の
範
囲
」
を
左
右
す
る
と
の
立
場
に
つ
き
、
「
そ
れ
は
法
的
安
定
を
害
す
る
も

の
で
あ
っ
て
、
私
は
到
底
賛
成
で
き
な
い
よ
と
し
、
「
も
ら
わ
な
い
で
も
仕
方
が
な
い
寄
附
を
も
ら
う
の
だ
か
ら
、
そ
の
効
果
に
つ
い

て
危
険
を
負
担
し
て
も
仕
方
が
な
い
と
い
う
よ
う
な
論
理
が
簡
単
に
肯
定
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
寄
附
を
受
け
た
あ
と
で
そ
れ
が
無
効
と

さ
れ
た
場
合
に
、
善
意
者
は
た
だ
現
存
利
益
の
限
度
で
返
還
す
れ
ば
よ
い
と
し
て
も
、
現
存
の
意
義
に
関
す
る
普
通
の
解
釈
に
よ
れ

ば
、
受
贈
者
に
と
っ
て
大
変
な
こ
と
で
あ
る
。
こ
と
に
、
こ
の
場
合
の
寄
附
の
効
力
を
決
定
す
る
基
準
は
、
そ
の
寄
附
の
相
手
方
と
会

社
と
の
関
係
、
そ
の
会
社
の
規
模
、
資
産
状
態
な
ど
諸
般
の
事
情
を
考
慮
し
て
社
会
的
に
相
当
な
い
し
応
分
と
み
と
め
ら
れ
る
金
額
と
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い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
あ
い
ま
い
き
わ
ま
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
基
準
に
よ
る
判
定
は
当
の
会
社
に
と
っ
て
す
ら
容

易
な
こ
と
で
は
な
い
。
い
わ
ん
や
相
手
方
に
と
っ
て
は
不
可
能
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
あ
る
ま
い
。
当
該
寄
附
の
金
額
だ
け
を
考
え
て

も
、
た
と
え
ば
科
学
振
興
の
た
め
巨
額
の
財
団
法
人
を
設
立
し
た
ら
、
そ
の
効
力
も
前
記
の
基
準
に
よ
っ
て
判
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
ら

ざ
る
を
え
な
い
が
、
そ
れ
で
よ
い
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
会
社
が
す
で
に
寄
附
し
た
額
も
諸
般
の
事
情
と
し
て
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
し
た
ら
、
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
か
。
既
往
の
寄
附
額
を
も
合
わ
せ
て
、
そ
れ
が
応
分
を
超
え
る
と
、
そ
れ
以
後
の
寄
附
が

無
効
と
な
る
と
い
う
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
既
往
の
寄
附
額
な
ど
第
三
者
に
は
知
る
由
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
同
様
に
、
会
社
の
資
産

状
態
な
い
し
業
績
も
、
外
部
か
ら
は
必
ず
し
も
う
か
が
い
知
り
え
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
仕
方
が
な
い
と
い
う
の
は
、
寄
附

を
受
け
た
者
の
地
位
を
あ
ま
り
に
も
不
安
定
に
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
松
田
裁
判
官
は
、
こ
の
よ
う
な
漠
然
た
る
基
準
も
判
例
の
積
み

重
ね
に
よ
っ
て
次
第
に
明
ら
か
に
な
る
と
い
わ
れ
る
が
、
『
応
分
』
の
程
度
が
個
々
的
具
体
的
に
定
ま
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
は

不
可
能
な
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
か
。
」
と
主
張
さ
れ
る
（
鈴
木
竹
雄
「
政
治
献
金
事
件
の
最
高
裁
判
決
に
つ
い
て
」
商
事
五
三
一
号
四

頁
以
下
〔
一
九
七
〇
〕
）
。

　
し
か
し
、
八
幡
製
鉄
政
治
献
金
訴
訟
最
高
裁
大
法
廷
判
決
（
前
掲
最
大
判
昭
和
四
五
年
六
月
二
四
日
）
で
、
補
足
意
見
を
書
い
た
松

田
裁
判
官
は
、
金
額
の
多
寡
が
「
目
的
の
範
囲
」
を
左
右
す
る
と
の
立
場
に
立
ち
、
「
寄
附
の
効
力
が
き
わ
め
て
不
安
定
に
な
る
と
の

非
難
」
を
予
想
し
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
そ
れ
は
、
従
来
、
『
正
当
の
事
由
』
と
い
う
こ
と
が
、
各
場
合
の
状

況
に
よ
り
具
体
的
に
判
断
さ
れ
る
に
類
す
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
会
社
に
よ
る
寄
附
の
効
力
は
、
新
し
く
提
起
さ
れ
た
問
題
で
あ

る
が
、
や
が
て
判
例
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
そ
の
基
準
が
次
第
に
明
ら
か
に
な
っ
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う
（
会
社
関
係
に
お
い
て
画
一
的
基

準
が
明
ら
か
で
な
い
こ
と
は
、
望
ま
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
、
止
む
を
得
な
い
場
合
に
は
、
か
か
る
こ
と
を
生
じ
る
の
で
あ

一25一

い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
あ
い
ま
い
き
わ
ま
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
基
準
に
よ
る
判
定
は
当
の
会
社
に
と
っ
て
す
ら
容

易
な
こ
と
で
は
な
い
。

い
わ
ん
や
相
手
方
に
と
っ
て
は
不
可
能
と
い
っ
て
も
過
一
一
一
日
で
は
あ
る
ま
い
。
当
該
寄
附
の
金
額
だ
け
を
考
え
て

も
、
た
と
え
ば
科
学
振
興
の
た
め
巨
額
の
財
団
法
人
を
設
立
し
た
ら
、

そ
の
効
力
も
前
記
の
基
準
に
よ
っ
て
判
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
ら

ざ
る
を
え
な
い
が
、

そ
れ
で
よ
い
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
会
社
が
す
で
に
寄
附
し
た
額
も
諸
般
の
事
情
と
し
て
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
し
た
ら
、

ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
か
。
既
往
の
寄
附
額
を
も
合
わ
せ
て
、

そ
れ
以
後
の
寄
附
が

そ
れ
が
応
分
を
超
え
る
と
、

無
効
と
な
る
と
い
う
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
既
往
の
寄
附
額
な
ど
第
三
者
に
は
知
る
由
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
同
様
に
、
会
社
の
資
産
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状
態
な
い
し
業
績
も
、
外
部
か
ら
は
必
ず
し
も
う
か
が
い
知
り
え
な
い
も
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
で
も
仕
方
が
な
い
と
い
う
の
は
、
寄
附

を
受
け
た
者
の
地
位
を
あ
ま
り
に
も
不
安
定
に
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
松
田
裁
判
官
は
、
こ
の
よ
う
な
漠
然
た
る
基
準
も
判
例
の
積
み

-25-

重
ね
に
よ
っ
て
次
第
に
明
ら
か
に
な
る
と
い
わ
れ
る
が
、
『
応
分
』

の
程
度
が
個
々
的
具
体
的
に
定
ま
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
は

不
可
能
な
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
か
。
」
と
主
張
さ
れ
る

(
鈴
木
竹
雄
「
政
治
献
金
事
件
の
最
高
裁
判
決
に
つ
い
て
」
商
事
五
三
一
号
四

頁
以
下
〔
一
九
七

O〕

)

。

八
幡
製
鉄
政
治
献
金
訴
訟
最
高
裁
大
法
廷
判
決
(
前
掲
最
大
判
昭
和
四
五
年
六
月
二
四
日
)

で
、
補
足
意
見
を
書
い
た
松

し
か
し
、

田
裁
判
官
は
、
金
額
の
多
寡
が
「
目
的
の
範
囲
」
を
左
右
す
る
と
の
立
場
に
立
ち
、
「
寄
附
の
効
力
が
き
わ
め
て
不
安
定
に
な
る
と
の

非
難
」
を
予
想
し
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
そ
れ
は
、
従
来
、
『
正
当
の
事
由
』
と
い
う
こ
と
が
、
各
場
合
の
状

況
に
よ
り
具
体
的
に
判
断
さ
れ
る
に
類
、
す
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
会
社
に
よ
る
寄
附
の
効
力
は
、
新
し
く
提
起
さ
れ
た
問
題
で
あ

る
が
、
や
が
て
判
例
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
そ
の
基
準
が
次
第
に
明
ら
か
に
な
っ
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う
(
会
社
関
係
に
お
い
て
画
一
的
基
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準
が
明
ら
か
で
な
い
こ
と
は
、
望
ま
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
、
止
む
を
得
な
い
場
合
に
は
、

か
か
る
こ
と
を
生
じ
る
の
で
あ



法学論集　46〔山梨学院大学〕　26

る
。
た
と
え
ば
、
株
式
の
引
受
ま
た
は
株
金
払
込
の
欠
陥
が
あ
る
場
合
、
そ
れ
が
い
か
な
る
程
度
の
も
の
の
と
き
会
社
の
設
立
無
効
を

来
す
か
は
、
具
体
的
に
決
め
る
外
は
な
い
の
で
あ
る
）
。
そ
し
て
、
そ
の
献
金
が
会
社
の
権
利
能
力
の
範
囲
外
の
行
為
と
し
て
無
効
と

認
め
ら
れ
る
場
合
で
も
、
相
手
方
の
保
護
を
全
く
欠
く
わ
け
で
は
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
こ
れ
を
約
し
た
会
社
の
代
表
取
締
役
は
、
民

法
一
一
七
条
に
よ
り
相
手
方
に
対
し
そ
の
責
に
任
ず
べ
き
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
か
く
て
、
叙
上
に
照
し
て
多
数
意
見
を
見
る
な
ら

ば
、
そ
れ
は
会
社
が
そ
の
企
業
と
し
て
の
営
利
的
活
動
の
面
に
お
い
て
認
め
ら
れ
た
広
範
囲
の
権
利
能
力
を
ば
、
不
当
に
会
社
の
行
う

政
治
献
金
に
ま
で
拡
大
し
た
も
の
の
ご
と
く
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
多
数
意
見
に
よ
る
と
き
は
、
会
社
の
代
表
者
が
恣
意
的
に
当
該
会

社
と
し
て
は
不
相
応
の
巨
額
の
政
治
献
金
を
し
た
と
き
で
も
、
そ
れ
が
有
効
と
な
り
、
そ
の
事
に
よ
り
会
社
の
経
営
が
危
殆
に
陥
る
こ

と
す
ら
生
じ
得
る
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
こ
と
は
、
企
業
の
維
持
の
点
よ
り
し
て
も
、
ま
た
、
社
会
的
観
点
よ
り
し
て
も
、
寒
心
す
べ
き

は
い
う
ま
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
」
と
し
て
い
た
。
ま
た
、
同
様
に
補
足
意
見
を
書
い
た
大
隅
裁
判
官
も
、
金
額
の
多
寡
が
権
利
能
力

の
範
囲
を
左
右
す
る
と
の
立
場
に
立
ち
、
「
い
わ
ゆ
る
相
当
（
応
分
）
の
限
度
を
越
え
て
な
さ
れ
た
行
為
は
、
相
手
方
の
善
意
悪
意
を

問
わ
ず
、
無
効
で
あ
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
相
当
性
の
限
界
が
不
明
確
で
あ
る
か
ら
、
法
的
安
定
を
妨
げ
る
、
と
す
る
批
判
」
を
予

想
し
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
上
述
の
ご
と
き
行
為
に
つ
い
て
は
、
通
常
の
取
引
行
為
に
お
け
る
と
は
異
な
り
、

取
引
安
全
の
保
護
を
強
調
す
る
必
要
は
な
く
、
む
し
ろ
会
社
財
産
が
定
款
所
定
の
目
的
を
逸
脱
し
て
濫
費
さ
れ
な
い
こ
と
に
つ
い
て
有

す
る
社
員
の
利
益
の
保
護
が
重
視
さ
る
べ
き
も
の
と
考
え
る
。
」
と
し
て
い
た
。

　
整
理
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
点
に
関
す
る
対
立
は
、
第
｝
に
、
金
額
の
多
寡
が
権
利
能
力
の
範
囲
を
左
右
す
る
と
な
る
と
基
準
が
不
明

確
と
な
る
こ
と
か
ら
こ
れ
を
排
除
し
、
法
的
安
定
性
を
重
視
す
る
か
、
あ
る
い
は
、
判
例
の
積
み
重
ね
に
よ
り
あ
る
程
度
は
基
準
は
明

確
と
な
る
の
で
あ
り
、
法
律
概
念
の
抽
象
性
か
ら
、
一
定
程
度
の
不
明
確
さ
が
残
る
の
は
や
む
を
得
な
い
と
し
、
む
し
ろ
具
体
的
妥
当

一26一
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る
。
た
と
え
ば
、
株
式
の
引
受
ま
た
は
株
金
払
込
の
欠
陥
が
あ
る
場
合
、
そ
れ
が
い
か
な
る
程
度
の
も
の
の
と
き
会
社
の
設
立
無
効
を
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来
す
か
は
、
旦
(
体
的
に
決
め
る
外
は
な
い
の
で
あ
る
)
。
そ
し
て
、

そ
の
献
金
が
会
社
の
権
利
能
力
の
範
囲
外
の
行
為
と
し
て
無
効
と

認
め
ら
れ
る
場
合
で
も
、
相
手
方
の
保
護
を
全
く
欠
く
わ
け
で
は
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
こ
れ
を
約
し
た
会
社
の
代
表
取
締
役
は
、
民

法
一
一
七
条
に
よ
り
相
手
方
に
対
し
そ
の
責
に
任
。
す
べ
き
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
か
く
て
、
叙
上
に
照
し
て
多
数
意
見
を
見
る
な
ら

ば
、
そ
れ
は
会
社
が
そ
の
企
業
と
し
て
の
営
利
的
活
動
の
面
に
お
い
て
認
め
ら
れ
た
広
範
囲
の
権
利
能
力
を
ば
、
不
当
に
会
社
の
行
う

政
治
献
金
に
ま
で
拡
大
し
た
も
の
の
ご
と
く
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
多
数
意
見
に
よ
る
と
き
は
、
会
社
の
代
表
者
が
窓
意
的
に
当
該
会
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社
と
し
て
は
不
相
応
の
巨
額
の
政
治
献
金
を
し
た
と
き
で
も
、
そ
れ
が
有
効
と
な
り
、
そ
の
事
に
よ
り
会
社
の
経
営
が
危
殆
に
陥
る
こ

と
す
ら
生
じ
得
る
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
こ
と
は
、
企
業
の
維
持
の
点
よ
り
し
て
も
、

ま
た
、
社
会
的
観
点
よ
り
し
て
も
、
寒
心
す
べ
き

-26-

は
い
う
ま
で
も
な
い
の
で
あ
る
よ
と
し
て
い
た
。
ま
た
、
同
様
に
補
足
意
見
を
書
い
た
大
隅
裁
判
官
も
、
金
額
の
多
寡
が
権
利
能
力

の
範
囲
を
左
右
す
る
と
の
立
場
に
立
ち
、
「
い
わ
ゆ
る
相
当
(
応
分
)

の
限
度
を
越
え
て
な
さ
れ
た
行
為
は
、
相
手
方
の
善
意
悪
意
を

問
わ
ず
、
無
効
で
あ
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
相
当
性
の
限
界
が
不
明
確
で
あ
る
か
ら
、
法
的
安
定
を
妨
げ
る
、

と
す
る
批
判
」
を
予

想
し
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
上
述
の
ご
と
き
行
為
に
つ
い
て
は
、
通
常
の
取
引
行
為
に
お
け
る
と
は
異
な
り
、

取
引
安
全
の
保
護
を
強
調
す
る
必
要
は
な
く
、

む
し
ろ
会
社
財
産
が
定
款
所
定
の
目
的
を
逸
脱
し
て
濫
費
さ
れ
な
い
こ
と
に
つ
い
て
有

す
る
社
員
の
利
益
の
保
護
が
重
視
さ
る
べ
き
も
の
と
考
え
る
。
」
と
し
て
い
た
。

整
理
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
点
に
関
す
る
対
立
は
、
第
一
に
、
金
額
の
多
寡
が
権
利
能
力
の
範
囲
を
左
右
す
る
と
な
る
と
基
準
が
不
明

確
と
な
る
こ
と
か
ら
こ
れ
を
排
除
し
、
法
的
安
定
性
を
重
視
す
る
か
、
あ
る
い
は
、
判
例
の
積
み
重
ね
に
よ
り
あ
る
程
度
は
基
準
は
明

確
と
な
る
の
で
あ
り
、
法
律
概
念
の
抽
象
性
か
ら
、

一
定
程
度
の
不
明
確
さ
が
残
る
の
は
や
む
を
得
な
い
と
し
、

む
し
ろ
具
体
的
妥
当
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性
を
重
視
す
る
か
と
い
う
点
に
あ
り
、
第
二
に
、
取
引
の
安
全
を
重
視
す
る
か
、
あ
る
い
は
、
構
成
員
の
利
益
の
保
護
を
重
視
す
る
か

と
い
う
点
に
あ
り
、
第
三
に
、
寄
附
を
受
け
た
あ
と
で
そ
れ
が
無
効
と
さ
れ
た
場
合
に
民
法
七
〇
三
条
の
返
還
義
務
を
負
う
受
贈
者
の

不
利
益
を
重
視
す
る
か
、
あ
る
い
は
、
寄
附
を
受
け
た
あ
と
で
そ
れ
が
無
効
と
さ
れ
民
法
七
〇
三
条
で
現
存
利
益
が
返
還
さ
せ
ら
れ
た

と
し
て
も
、
①
受
贈
者
は
、
民
法
一
一
七
条
に
よ
り
こ
れ
を
約
し
た
法
人
の
代
表
者
に
責
任
を
追
及
す
る
方
法
（
本
人
が
虚
無
人
の
場

合
、
ま
た
は
、
本
人
が
実
在
す
る
も
本
人
に
権
利
義
務
を
帰
せ
し
め
得
な
い
場
合
、
民
法
二
七
条
の
無
権
代
理
人
の
責
任
が
類
推
適

用
さ
れ
る
と
す
る
の
が
、
学
説
・
判
例
で
あ
る
。
判
例
上
、
株
式
会
社
の
発
起
人
が
設
立
登
記
前
に
右
会
社
の
代
表
取
締
役
と
し
て
第

三
者
と
契
約
を
締
結
し
た
場
合
に
つ
き
、
民
法
一
一
七
条
の
類
推
適
用
を
肯
定
し
て
そ
の
発
起
人
の
責
任
を
認
め
た
も
の
と
し
て
、
最

判
昭
和
三
三
年
一
〇
月
二
四
日
民
集
一
二
巻
一
四
号
三
二
二
八
頁
、
ま
た
、
手
形
法
八
条
の
事
例
で
は
あ
る
が
、
実
在
し
な
い
法
人
の

代
表
者
名
義
で
手
形
を
振
り
出
し
た
場
合
に
、
そ
の
者
の
責
任
を
手
形
法
八
条
を
類
推
適
用
し
て
認
め
た
も
の
と
し
て
、
最
判
昭
和
三

八
年
一
一
月
一
九
日
民
集
一
七
巻
二
号
一
四
〇
三
頁
、
理
事
等
が
虚
無
人
を
代
理
し
た
場
合
に
一
一
七
条
の
責
任
を
認
め
る
学
説
と

し
て
、
幾
代
通
『
民
法
総
則
』
三
六
七
頁
〔
青
林
書
院
、
第
二
版
、
一
九
八
四
〕
）
や
②
民
法
四
四
条
二
項
に
よ
り
「
其
事
項
ノ
議
決

ヲ
賛
成
シ
タ
ル
社
員
、
理
事
及
ヒ
之
ヲ
履
行
シ
タ
ル
理
事
其
他
ノ
代
理
人
」
に
賠
償
の
連
帯
責
任
を
追
及
す
る
方
法
が
あ
る
こ
と
を
重

視
す
る
か
と
い
う
点
に
あ
る
。

　
思
う
に
、
有
効
・
無
効
と
な
る
基
準
が
不
明
確
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
民
法
一
一
〇
条
の
「
正
当
事
由
」
が
問
題
と
な
る
場
合
、

民
法
九
〇
条
の
「
公
序
良
俗
」
が
問
題
と
な
る
場
合
、
民
法
一
条
の
「
信
義
誠
実
の
原
則
」
「
権
利
の
濫
用
」
が
問
題
と
な
る
場
合
に

は
、
有
効
・
無
効
の
基
準
が
あ
る
程
度
不
明
確
と
な
る
の
は
不
可
避
で
あ
り
、
鈴
木
教
授
が
法
人
に
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
を
一
切
否

定
す
る
な
ら
ば
一
貫
す
る
が
そ
う
で
な
い
以
上
、
民
法
四
三
条
の
「
目
的
の
範
囲
」
内
か
否
か
を
判
断
す
る
に
あ
た
っ
て
金
額
の
多
寡

一27一

性
を
重
視
す
る
か
と
い
う
点
に
あ
り
、
第
二
に
、
取
引
の
安
全
を
重
視
す
る
か
、
あ
る
い
は
、
構
成
員
の
利
益
の
保
護
を
重
視
す
る
か

と
い
う
点
に
あ
り
、
第
三
に
、
寄
附
を
受
け
た
あ
と
で
そ
れ
が
無
効
と
さ
れ
た
場
合
に
民
法
七

O
三
条
の
返
還
義
務
を
負
う
受
贈
者
の

不
利
益
を
重
視
す
る
か
、
あ
る
い
は
、
寄
附
を
受
け
た
あ
と
で
そ
れ
が
無
効
と
さ
れ
民
法
七

O
三
条
で
現
存
利
益
が
返
還
さ
せ
ら
れ
た

と
し
て
も
、
①
受
贈
者
は
、
民
法
一
一
七
条
に
よ
り
こ
れ
を
約
し
た
法
人
の
代
表
者
に
責
任
を
追
及
す
る
方
法
(
本
人
が
虚
無
人
の
場

合
、
ま
た
は
、
本
人
が
実
在
す
る
も
本
人
に
権
利
義
務
を
帰
せ
し
め
得
な
い
場
合
、
民
法
一
一
七
条
の
無
権
代
理
人
の
責
任
が
類
推
適

用
さ
れ
る
と
す
る
の
が
、
学
説
・
判
例
で
あ
る
。
判
例
上
、
株
式
会
社
の
発
起
人
が
設
立
登
記
前
に
右
会
社
の
代
表
取
締
役
と
し
て
第
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三
者
と
契
約
を
締
結
し
た
場
合
に
つ
き
、
民
法
一
一
七
条
の
類
推
適
用
を
肯
定
し
て
そ
の
発
起
人
の
責
任
を
認
め
た
も
の
と
し
て
、
最

判
昭
和
三
三
年
一

O
月
二
四
日
民
集
一
二
巻
一
四
号
三
二
二
八
頁
、
ま
た
、
手
形
法
八
条
の
事
例
で
は
あ
る
が
、
実
在
し
な
い
法
人
の

-27ー

代
表
者
名
義
で
手
形
を
振
り
出
し
た
場
合
に
、

そ
の
者
の
責
任
を
手
形
法
八
条
を
類
推
適
用
し
て
認
め
た
も
の
と
し
て
、
最
判
昭
和
三

八
年
一
一
月
一
九
日
民
集
一
七
巻
一
一
号
一
四

O
三
頁
、
理
事
等
が
虚
無
人
を
代
理
し
た
場
合
に
一
一
七
条
の
責
任
を
認
め
る
学
説
と

し
て
、
幾
代
通
『
民
法
総
則
』
三
六
七
頁
〔
青
林
書
院
、
第
二
版
、

一
九
八
四
〕
)
や
②
民
法
四
四
条
二
項
に
よ
り
「
其
事
項
ノ
議
決

ヲ
賛
成
シ
タ
ル
社
員
、
理
事
及
ヒ
之
ヲ
履
行
シ
タ
ル
理
事
其
他
ノ
代
理
人
」
に
賠
償
の
連
帯
責
任
を
追
及
す
る
方
法
が
あ
る
こ
と
を
重

視
す
る
か
と
い
う
点
に
あ
る
。

思
う
に
、
有
効
・
無
効
と
な
る
基
準
が
不
明
確
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
民
法
一
一

O
条
の
「
正
当
事
由
」
が
問
題
と
な
る
場
合
、

民
法
九

O
条
の
「
公
序
良
俗
」
が
問
題
と
な
る
場
合
、
民
法
一
条
の
「
信
義
誠
実
の
原
則
」
「
権
利
の
濫
用
」
が
問
題
と
な
る
場
合
に

は
、
有
効
・
無
効
の
基
準
が
あ
る
程
度
不
明
確
と
な
る
の
は
不
可
避
で
あ
り
、
鈴
木
教
授
が
法
人
に
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
を
一
切
否
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定
す
る
な
ら
ば
一
貫
す
る
が
そ
う
で
な
い
以
上
、
民
法
四
三
条
の
「
目
的
の
範
囲
」
内
か
否
か
を
判
断
す
る
に
あ
た
っ
て
金
額
の
多
寡
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が
影
響
を
与
え
基
準
が
あ
る
程
度
不
明
確
と
な
る
こ
と
を
一
切
認
め
な
い
と
す
る
こ
と
は
、
説
得
力
に
欠
け
る
と
思
わ
れ
る
。
法
人
の

目
的
に
関
す
る
「
判
例
法
理
は
、
法
人
の
種
類
（
営
利
・
公
益
・
中
間
）
に
応
じ
て
、
具
体
的
に
妥
当
な
解
決
を
は
か
る
た
め
の
技
術

的
手
段
と
し
て
、
換
言
す
れ
ば
、
法
人
の
種
類
に
応
じ
て
、
法
人
の
構
成
員
の
利
益
と
第
三
者
の
利
益
を
適
当
に
調
整
す
る
た
め
の

『
一
般
条
項
』
的
な
も
の
と
し
て
、
巧
み
に
用
い
ら
れ
て
来
た
と
い
え
る
」
の
で
あ
り
（
柳
川
俊
一
・
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
民
事
篇

昭
和
四
五
年
度
（
下
）
八
八
事
件
評
釈
八
九
七
頁
〔
法
曹
会
、
一
九
七
ご
）
、
こ
う
し
た
コ
般
条
項
」
と
し
て
の
性
格
に
鑑
み
、
基

準
が
あ
る
程
度
不
明
確
と
な
る
こ
と
は
不
可
避
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
前
田
教
授
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
営
利
法
人
の
非
営

利
行
為
及
び
非
営
利
法
人
の
行
為
の
場
合
に
は
、
構
成
員
の
利
益
あ
る
い
は
公
益
を
第
一
次
的
に
保
護
す
べ
き
で
あ
り
（
前
田
達
明

「
法
人
の
目
的
」
法
教
一
二
三
号
一
四
頁
以
下
〔
一
九
九
八
〕
）
、
受
贈
者
の
保
護
は
民
法
二
七
条
な
い
し
民
法
四
四
条
二
項
な
ど
で

そ
の
保
護
を
図
る
こ
と
で
も
っ
て
足
り
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
従
っ
て
、
金
額
の
多
寡
が
「
目
的
の
範
囲
」
に
影
響
を
与
え
、
権
利

能
力
の
範
囲
を
左
右
す
る
と
解
し
た
い
。
こ
う
し
た
立
場
に
立
つ
も
の
と
し
て
、
原
判
決
、
前
掲
最
大
判
昭
和
四
五
年
六
月
二
四
日
の

松
田
二
郎
補
足
意
見
（
入
江
俊
郎
、
長
部
謹
吾
、
岩
田
誠
が
同
調
）
と
大
隅
健
一
郎
補
足
意
見
、
前
掲
東
京
地
判
昭
和
六
二
年
九
月
二

二
日
、
石
井
照
久
『
商
法
論
集
』
六
一
頁
（
勤
草
書
房
、
｝
九
七
四
）
、
近
江
幸
治
『
民
法
講
義
1
〔
民
法
総
則
〕
』
一
〇
〇
頁
（
成
文

堂
、
一
九
九
一
）
、
河
内
宏
「
法
人
の
目
的
の
範
囲
」
森
泉
章
ほ
か
編
『
民
法
基
本
論
集
一
巻
』
六
六
頁
（
法
学
書
院
、
一
九
九
四
）
、

遠
藤
浩
『
民
法
基
本
判
例
－
総
則
』
三
五
頁
（
信
山
社
、
一
九
九
五
）
、
船
越
隆
司
『
民
法
総
則
　
理
論
と
実
際
の
体
系
1
』
三
八
五

頁
（
尚
学
社
、
一
九
九
七
）
、
拙
稿
「
災
害
救
援
資
金
の
寄
付
と
公
益
法
人
の
目
的
の
範
囲
－
群
馬
司
法
書
士
会
震
災
復
興
支
援
金
事

件
の
東
京
高
裁
判
決
を
素
材
と
し
て
ー
」
山
院
四
四
号
二
一
頁
（
一
九
九
九
）
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
、
前
田
教
授
も
、
営
利
法
人
の
政

治
献
金
を
目
的
の
範
囲
内
と
す
る
こ
と
に
つ
き
、
「
多
額
の
場
合
に
疑
問
が
残
る
」
と
さ
れ
て
お
り
（
前
田
達
明
「
法
人
の
権
利
能

一28一
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目
的
に
関
す
る
「
判
例
法
理
は
、
法
人
の
種
類
(
営
利
・
公
益
・
中
間
)

に
応
じ
て
、
具
体
的
に
妥
当
な
解
決
を
は
か
る
た
め
の
技
術

的
手
段
と
し
て
、
換
言
す
れ
ば
、
法
人
の
種
類
に
応
じ
て
、
法
人
の
構
成
員
の
利
益
と
第
三
者
の
利
益
を
適
当
に
調
整
す
る
た
め
の

『
一
般
条
項
』
的
な
も
の
と
し
て
、
巧
み
に
用
い
ら
れ
て
来
た
と
い
え
る
」
の
で
あ
り
(
柳
川
俊
一
・
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
民
事
篇

昭
和
四
五
年
度
(
下
)
八
八
事
件
評
釈
八
九
七
頁
〔
法
曹
会
、

一
九
七
一
〕
)
、
こ
う
し
た
「
一
般
条
項
」
と
し
て
の
性
格
に
鑑
み
、
基

準
が
あ
る
程
度
不
明
確
と
な
る
こ
と
は
不
可
避
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
前
田
教
授
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
営
利
法
人
の
非
営

法学論集

利
行
為
及
び
非
営
利
法
人
の
行
為
の
場
合
に
は
、
構
成
員
の
利
益
あ
る
い
は
公
益
を
第
一
次
的
に
保
護
す
べ
き
で
あ
り
(
前
田
達
明

「
法
人
の
目
的
」
法
教
二
二
二
号
一
四
頁
以
下
〔
一
九
九
八
〕
)
、
受
贈
者
の
保
護
は
民
法
一
一
七
条
な
い
し
民
法
四
四
条
二
項
な
ど
で
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そ
の
保
護
を
図
る
こ
と
で
も
っ
て
足
り
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
従
っ
て
、
金
額
の
多
寡
が
「
目
的
の
範
囲
」
に
影
響
を
与
え
、
権
利

能
力
の
範
囲
を
左
右
す
る
と
解
し
た
い
。
こ
う
し
た
立
場
に
立
つ
も
の
と
し
て
、
原
判
決
、
前
掲
最
大
判
昭
和
四
五
年
六
月
二
四
日
の

松
田
二
郎
補
足
意
見
(
入
江
俊
郎
、
長
部
謹
吾
、
岩
田
誠
が
向
調
)
と
大
隅
健
一
郎
補
足
意
見
、
前
掲
東
京
地
判
昭
和
六
二
年
九
月
二

一
一
日
、
石
井
照
久
『
商
法
論
集
』
六
一
頁
(
勤
草
書
房
、

一
九
七
四
)
、
近
江
幸
治
『
民
法
講
義
I

〔
民
法
総
則
〕
』

一O
O頁
(
成
文

，>.IL. 

昼、、

一
九
九
二
、
河
内
宏
「
法
人
の
目
的
の
範
囲
」
森
泉
章
ほ
か
編
『
民
法
基
本
論
集
一
巻
』
六
六
頁
(
法
学
書
院
、

一
九
九
四
)
、

遠
藤
浩
『
民
法
基
本
判
例
1
総
則
』
三
五
頁
(
信
山
社
、

一
九
九
五
)
、
船
越
隆
司
『
民
法
総
則

理
論
と
実
際
の
体
系
l
』
三
八
五

頁
(
尚
学
社
、

一
九
九
七
)
、
拙
稿
「
災
害
救
援
資
金
の
寄
付
と
公
益
法
人
の
目
的
の
範
囲
ー
群
馬
司
法
書
士
会
震
災
復
興
支
援
金
事

件
の
東
京
高
裁
判
決
を
素
材
と
し
て
1

」
山
院
四
四
号
一
二
頁
ご
九
九
九
)
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
、
前
回
教
授
も
、
営
利
法
人
の
政

治
献
金
を
目
的
の
範
囲
内
と
す
る
こ
と
に
つ
き
、
「
多
額
の
場
合
に
疑
問
が
残
る
」
と
さ
れ
て
お
り
(
前
田
達
明
「
法
人
の
権
利
能
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力
・
行
為
能
力
・
不
法
行
為
能
力
（
2
）
」
法
教
二
〇
号
五
九
頁
コ
九
八
九
〕
）
、
同
様
の
見
解
に
た
つ
と
思
わ
れ
る
。

　
で
は
、
群
馬
司
法
書
士
会
の
阪
神
大
震
災
救
援
司
法
書
士
対
策
本
部
へ
の
三
〇
〇
〇
万
円
の
寄
付
が
相
当
な
金
額
で
な
く
目
的
の
範

囲
外
と
い
え
る
か
否
か
が
問
題
と
な
る
。

　
確
か
に
、
原
判
決
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
三
〇
〇
〇
万
円
と
い
う
金
額
は
本
件
決
議
が
さ
れ
た
前
後
の
控
訴
人
の
年
間
予
算
約
九

〇
〇
〇
万
円
の
三
分
の
一
の
金
額
に
相
当
す
る
こ
と
、
こ
れ
ま
で
の
新
潟
地
震
や
北
海
道
奥
尻
島
沖
地
震
、
長
崎
県
雲
仙
普
賢
岳
噴
火

災
害
の
災
害
に
対
し
儀
礼
の
範
囲
を
超
え
る
義
援
金
が
送
ら
れ
た
こ
と
は
な
い
こ
と
、
控
訴
人
会
の
会
員
に
つ
い
て
火
災
等
の
被
災
の

場
合
拠
出
さ
れ
る
見
舞
金
は
五
〇
万
円
で
あ
る
こ
と
（
共
済
規
則
一
八
条
）
、
他
の
兵
庫
県
司
法
書
士
会
以
外
の
司
法
書
士
会
か
ら
兵

庫
県
司
法
書
士
会
が
設
置
し
た
阪
神
淡
路
大
震
災
市
民
等
救
援
司
法
書
士
基
金
に
寄
せ
ら
れ
た
金
員
の
額
は
、
兵
庫
県
会
自
ら
が
拠
出

し
た
六
〇
〇
〇
万
円
を
除
け
ば
、
東
京
会
五
〇
〇
万
円
、
三
重
県
会
一
〇
〇
〇
万
円
、
広
島
県
会
一
〇
〇
〇
万
円
、
栃
木
県
会
約
七
七

四
万
円
、
愛
知
県
会
四
〇
〇
万
円
、
京
都
会
一
〇
〇
〇
万
円
、
岡
山
県
会
一
〇
〇
万
円
等
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
本
件
の
寄
付
金

三
〇
〇
〇
万
円
は
控
訴
人
会
の
規
模
と
し
て
は
や
や
多
額
と
の
印
象
を
受
け
る
」
か
も
し
れ
な
い
。

　
し
か
し
、
群
馬
司
法
書
士
会
に
は
約
一
億
円
の
共
済
特
別
会
計
の
積
立
て
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
共
済
特
別
会
計
の
積
立
て
か
ら
約

三
割
の
三
〇
〇
〇
万
円
を
借
り
入
れ
て
復
興
支
援
特
別
会
計
へ
の
貸
出
を
行
い
、
三
年
計
画
で
共
済
特
別
会
計
に
償
還
す
る
形
を
と
っ

た
と
い
う
点
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。
従
っ
て
、
群
馬
司
法
書
士
会
の
一
年
間
の
負
担
は
一
〇
〇
〇
万
円
と
い
う
べ
き
で
あ
る
か

ら
、
年
間
予
算
の
三
分
の
一
で
な
く
九
分
の
｝
の
金
額
に
相
当
す
る
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
ど
の
災
害
に
い
く
ら
ど
う
い
う
形

で
支
出
す
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
災
害
の
規
模
、
被
災
し
た
司
法
書
士
会
・
司
法
書
士
の
状
況
、
法
的
救
援
活
動
の
必
要
性

の
有
無
、
団
体
の
事
情
（
予
算
事
情
、
被
災
司
法
書
士
会
と
の
関
係
の
深
さ
、
司
法
書
士
会
の
社
会
的
責
任
の
認
識
の
程
度
な
ど
）
等

一29一

力
・
行
為
能
力
・
不
法
行
為
能
力

(
2
)
」
法
教
一
一

O
号
五
九
頁
(
一
九
八
九
〕
)
、
同
様
の
見
解
に
た
つ
と
思
わ
れ
る
。

で
は
、
群
馬
司
法
書
士
会
の
阪
神
大
震
災
救
援
司
法
書
士
対
策
本
部
へ
の
三

0
0
0万
円
の
寄
付
が
相
当
な
金
額
で
な
く
目
的
の
範

囲
外
と
い
え
る
か
否
か
が
問
題
と
な
る
。

確
か
に
、
原
判
決
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
三

0
0
0万
円
と
い
う
金
額
は
本
件
決
議
が
さ
れ
た
前
後
の
控
訴
人
の
年
間
予
算
約
九

0
0
0万
円
の
三
分
の
一
の
金
額
に
相
当
す
る
こ
と
、
こ
れ
ま
で
の
新
潟
地
震
や
北
海
道
奥
尻
島
沖
地
震
、
長
崎
県
雲
仙
普
賢
岳
噴
火

災
害
の
災
害
に
対
し
儀
礼
の
範
囲
を
超
え
る
義
援
金
が
送
ら
れ
た
こ
と
は
な
い
こ
と
、
控
訴
人
会
の
会
員
に
つ
い
て
火
災
等
の
被
災
の

災害救援資金の寄付と司法書士会の目的の範囲

場
合
拠
出
さ
れ
る
見
舞
金
は
五

O
万
円
で
あ
る
こ
と
(
共
済
規
則
一
八
条
)
、
他
の
兵
庫
県
司
法
書
士
会
以
外
の
司
法
書
士
会
か
ら
兵

庫
県
司
法
書
士
会
が
設
置
し
た
阪
神
淡
路
大
震
災
市
民
等
救
援
司
法
書
士
基
金
に
寄
せ
ら
れ
た
金
員
の
額
は
、
兵
庫
県
会
自
ら
が
拠
出
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し
た
六

0
0
0万
円
を
除
け
ば
、
東
京
会
五

O
O万
円
、
三
重
県
会
一

0
0
0万
円
、
広
島
県
会
一

0
0
0万
円
、
栃
木
県
会
約
七
七

四
万
円
、
愛
知
県
会
四

O
O万
円
、
京
都
会
一

0
0
0万
円
、
岡
山
県
会
一

O
O万
円
等
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
本
件
の
寄
付
金

三
0
0
0万
円
は
控
訴
人
会
の
規
模
と
し
て
は
や
や
多
額
と
の
印
象
を
受
付
る
」
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
群
馬
司
法
書
士
会
に
は
約
一
億
円
の
共
済
特
別
会
計
の
積
立
て
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
共
済
特
別
会
計
の
積
立
て
か
ら
約

三
割
の
三

0
0
0万
円
を
借
り
入
れ
て
復
興
支
援
特
別
会
計
へ
の
貸
出
を
行
い
、
一
二
年
計
画
で
共
済
特
別
会
計
に
償
還
す
る
形
を
と
っ

た
と
い
う
点
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。
従
っ
て
、
群
馬
司
法
書
士
会
の
一
年
間
の
負
担
は
一

0
0
0万
円
と
い
う
べ
き
で
あ
る
か

ら
、
年
間
予
算
の
三
分
の
一
で
な
く
九
分
の
一
の
金
額
に
相
当
す
る
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
ど
の
災
害
に
い
く
ら
ど
う
い
う
形

で
支
出
す
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
災
害
の
規
模
、
被
災
し
た
司
法
書
士
会
・
司
法
書
士
の
状
況
、
法
的
救
援
活
動
の
必
要
性
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の
有
無
、
団
体
の
事
情
(
予
算
事
情
、
被
災
司
法
書
士
会
と
の
関
係
の
深
さ
、
司
法
書
士
会
の
社
会
的
責
任
の
認
識
の
程
度
な
ど
)
等
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に
よ
り
変
わ
り
う
る
か
ら
、
団
体
自
治
の
問
題
と
し
て
多
数
決
原
理
に
よ
る
団
体
の
意
思
決
定
で
決
す
べ
き
問
題
と
考
え
る
。
た
と
え

そ
れ
が
、
会
員
に
つ
い
て
火
災
等
の
被
災
の
場
合
拠
出
さ
れ
る
見
舞
金
は
五
〇
万
円
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
の
バ
ラ
ン
ス
か
ら
み
て
当

不
当
の
問
題
は
あ
り
う
る
と
し
て
も
、
団
体
の
多
数
決
に
よ
っ
て
司
法
書
士
会
の
社
会
的
責
任
を
果
た
す
た
め
に
相
当
な
金
額
と
判
断

し
て
支
出
し
た
の
で
あ
り
、
三
年
計
画
の
返
済
が
無
理
の
な
い
計
画
で
あ
っ
て
（
こ
の
こ
と
は
借
入
金
の
償
還
が
予
定
よ
り
約
半
年
早

く
完
了
し
た
こ
と
か
ら
伺
え
る
）
、
三
〇
〇
〇
万
円
の
中
の
六
〇
〇
万
円
に
充
当
す
る
と
さ
れ
た
会
員
の
復
興
支
援
特
別
負
担
金
を
除

く
会
の
経
費
の
節
減
（
計
画
年
額
二
〇
〇
万
円
）
に
よ
り
、
群
馬
司
法
書
士
会
の
通
常
の
業
務
活
動
に
支
障
が
生
じ
た
事
情
は
窺
え
な

い
以
上
、
著
し
く
不
当
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
る
。
他
の
司
法
書
士
会
が
い
く
ら
支
出
し
た
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
、
本

件
訴
訟
が
提
起
さ
れ
日
司
連
の
会
長
会
に
反
対
派
が
警
告
文
書
を
配
布
し
た
こ
と
か
ら
、
山
形
司
法
書
士
会
が
寄
付
を
と
り
や
め
た

り
、
栃
木
司
法
書
士
会
が
寄
付
を
縮
小
し
た
な
ど
と
い
う
影
響
も
出
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
他
の
会
の
動
向
を
問
題
に
す
る
こ
と
は
公

平
と
は
思
わ
れ
な
い
し
、
こ
の
点
は
不
問
に
付
し
た
と
し
て
も
、
そ
も
そ
も
各
司
法
書
士
会
に
と
っ
て
い
く
ら
が
相
当
な
金
額
か
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
財
政
事
情
に
よ
っ
て
も
異
な
っ
て
く
る
と
い
え
る
（
例
え
ば
、
会
館
建
設
の
た
め
財
政
に
余
裕
が
な
い
と
か
、
共
済
特
別

会
計
の
積
立
て
が
あ
ま
り
な
い
と
か
と
い
っ
た
事
情
）
。
む
し
ろ
ど
こ
か
の
司
法
書
士
会
が
率
先
し
て
多
額
の
寄
付
を
行
わ
な
け
れ
ば
、

他
の
司
法
書
士
会
が
追
随
し
な
い
と
い
う
側
面
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
共
済
特
別
会
計
の
積
立
て
が
あ
り
財
政
事
情
に
余
裕
の
あ
る
群

馬
司
法
書
士
会
が
三
〇
〇
〇
万
円
の
支
出
を
決
定
し
た
こ
と
は
、
ま
だ
会
館
を
建
設
し
て
か
ら
五
年
し
か
経
過
し
て
い
な
い
と
い
う
大

変
な
財
政
事
情
の
中
で
三
重
司
法
書
士
会
が
一
〇
〇
〇
万
円
の
支
出
を
決
め
て
い
る
こ
と
を
み
て
も
、
相
当
で
な
い
と
い
う
こ
と
は
で

き
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
も
っ
と
も
、
災
害
救
援
資
金
の
寄
付
と
い
っ
て
も
、
（
A
）
の
公
的
支
援
金
の
災
害
寄
付
、
（
B
）
の
被
災
司
法
書
士
会
・
司
法
書
士

一30一
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に
よ
り
変
わ
り
う
る
か
ら
、
団
体
自
治
の
問
題
と
し
て
多
数
決
原
理
に
よ
る
団
体
の
意
思
決
定
で
決
す
べ
き
問
題
と
考
え
る
。
た
と
え
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そ
れ
が
、
会
員
に
つ
い
て
火
災
等
の
被
災
の
場
合
拠
出
さ
れ
る
見
舞
金
は
五

O
万
円
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
の
バ
ラ
ン
ス
か
ら
み
て
当

不
当
の
問
題
は
あ
り
う
る
と
し
て
も
、
団
体
の
多
数
決
に
よ
っ
て
司
法
書
士
会
の
社
会
的
責
任
を
果
た
す
た
め
に
相
当
な
金
額
と
判
断

し
て
支
出
し
た
の
で
あ
り
、
三
年
計
画
の
返
済
が
無
理
の
な
い
計
画
で
あ
っ
て

(
こ
の
こ
と
は
借
入
金
の
償
還
が
予
定
よ
り
約
半
年
早

く
完
了
し
た
こ
と
か
ら
伺
え
る
)
、
三

0
0
0万
円
の
中
の
六

O
O万
円
に
充
当
す
る
と
さ
れ
た
会
員
の
復
興
支
援
特
別
負
担
金
を
除

く
会
の
経
費
の
節
減
(
計
画
年
額
二

O
O万
円
)

に
よ
り
、
群
馬
司
法
書
士
会
の
通
常
の
業
務
活
動
に
支
障
が
生
じ
た
事
情
は
窺
え
な
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い
以
上
、
著
し
く
不
当
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
る
。
他
の
司
法
書
士
会
が
い
く
ら
支
出
し
た
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
、
本

件
訴
訟
が
提
起
さ
れ
日
司
連
の
会
長
会
に
反
対
派
が
警
告
文
書
を
配
布
し
た
こ
と
か
ら
、
山
形
司
法
書
士
会
が
寄
付
を
と
り
や
め
た

-30-

り
、
栃
木
司
法
書
士
会
が
寄
付
を
縮
小
し
た
な
ど
と
い
う
影
響
も
出
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
他
の
会
の
動
向
を
問
題
に
す
る
こ
と
は
公

平
と
は
思
わ
れ
な
い
し
、
こ
の
点
は
不
聞
に
付
し
た
と
し
て
も
、

そ
も
そ
も
各
司
法
書
士
会
に
と
っ
て
い
く
ら
が
相
当
な
金
額
か
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
財
政
事
情
に
よ
っ
て
も
異
な
っ
て
く
る
と
い
え
る
(
例
え
ば
、
会
館
建
設
の
た
め
財
政
に
余
裕
が
な
い
と
か
、
共
済
特
別

会
計
の
積
立
て
が
あ
ま
り
な
い
と
か
と
い
っ
た
事
情
)
。
む
し
ろ
ど
こ
か
の
司
法
書
士
会
が
率
先
し
て
多
額
の
寄
付
を
行
わ
な
防
れ
ば
、

他
の
司
法
書
士
会
が
追
随
し
な
い
と
い
う
側
面
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
共
済
特
別
会
計
の
積
立
て
が
あ
り
財
政
事
情
に
余
裕
の
あ
る
群

馬
司
法
書
士
会
が
一
ニ

0
0
0万
円
の
支
出
を
決
定
し
た
こ
と
は
、
ま
だ
会
館
を
建
設
し
て
か
ら
五
年
し
か
経
過
し
て
い
な
い
と
い
う
大

変
な
財
政
事
情
の
中
で
三
重
司
法
書
士
会
が
一

0
0
0万
円
の
支
出
を
決
め
て
い
る
こ
と
を
み
て
も
、
相
当
で
な
い
と
い
う
こ
と
は
で

き
な
い
で
あ
ろ
う
。

も
っ
と
も
、
災
害
救
援
資
金
の
寄
付
と
い
っ
て
も
、

(A)
の
公
的
支
援
金
の
災
害
寄
付
、

(B)
の
被
災
司
法
書
士
会
・
司
法
書
士
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へ
の
義
掲
金
、
（
C
）
の
一
般
被
災
者
へ
の
義
損
金
と
い
う
三
つ
の
類
型
が
あ
り
、
「
目
的
の
範
囲
」
を
判
断
す
る
に
当
た
っ
て
相
当
な

金
額
の
程
度
が
変
わ
る
こ
と
は
あ
り
う
る
と
い
え
る
。
本
件
に
お
い
て
は
、
同
じ
く
日
本
司
法
書
士
会
連
合
会
を
構
成
し
て
い
る
単
位

司
法
書
士
会
の
「
公
器
」
と
し
て
の
機
能
が
損
な
わ
れ
た
こ
と
か
ら
、
そ
れ
を
回
復
す
る
た
め
に
行
わ
れ
る
（
A
）
の
公
的
支
援
金
の

災
害
寄
付
で
あ
り
、
相
当
の
金
額
を
判
断
す
る
に
当
た
っ
て
も
三
〇
〇
〇
万
円
と
い
う
金
額
は
全
く
不
当
で
な
い
金
額
と
考
え
る
。
従

っ
て
、
群
馬
司
法
書
士
会
の
阪
神
大
震
災
救
援
司
法
書
士
対
策
本
部
へ
の
三
〇
〇
〇
万
円
の
寄
付
は
、
相
当
な
金
額
で
あ
り
目
的
の
範

囲
内
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。

　
次
に
、
不
動
産
登
記
事
件
等
甲
号
事
件
一
件
当
た
り
五
〇
円
の
復
興
支
援
特
別
負
担
金
を
会
員
に
課
し
た
こ
と
が
、
相
当
な
金
額
で

な
く
目
的
の
範
囲
外
と
い
え
る
か
否
か
が
問
題
と
な
る
。

　
拠
出
金
三
〇
〇
〇
万
円
の
う
ち
、
六
〇
〇
万
円
は
一
般
会
計
よ
り
繰
り
入
れ
、
残
り
の
二
四
〇
〇
万
円
を
不
動
産
登
記
事
件
等
甲
号

事
件
一
件
当
た
り
五
〇
円
の
特
別
負
担
金
で
徴
収
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
二
四
〇
〇
万
円
を
会
員
数
（
平
成
七
年
二
八
一
名
、
平

成
八
年
二
八
四
名
、
平
成
九
年
二
七
八
名
の
平
均
二
八
一
名
）
で
除
す
と
、
会
員
一
入
当
た
り
平
均
し
て
約
八
万
五
四
〇
九
円
を
負
担

し
た
こ
と
に
な
る
。

　
確
か
に
、
会
員
一
人
当
た
り
平
均
し
て
約
八
万
五
四
〇
九
円
の
負
担
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
や
や
多
額
と
の
印
象
を
受
け
る

か
も
知
れ
な
い
（
上
告
人
は
会
員
一
人
当
た
り
約
二
万
円
の
負
担
と
主
張
す
る
が
、
そ
の
算
出
根
拠
が
不
明
で
あ
り
、
原
判
決
も
不

正
確
な
数
字
と
考
え
た
た
め
か
、
会
員
一
人
当
た
り
約
二
万
円
の
負
担
と
の
認
定
は
し
て
い
な
い
）
。

　
し
か
し
、
約
八
万
五
四
〇
九
円
は
、
三
年
間
の
徴
収
の
結
果
、
会
員
一
人
当
た
り
平
均
し
て
約
八
万
五
四
〇
九
円
と
い
う
こ
と
に
な

る
の
で
あ
り
、
一
年
問
で
は
会
員
一
人
当
た
り
平
均
し
て
約
二
万
八
四
七
〇
円
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
極
端
に
多
額
と
い
う
わ
け
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へ
の
義
損
金
、

(C)
の
一
般
被
災
者
へ
の
義
損
金
と
い
う
三
つ
の
類
型
が
あ
り
、
「
目
的
の
範
囲
」
を
判
断
す
る
に
当
た
っ
て
相
当
な

金
額
の
程
度
が
変
わ
る
こ
と
は
あ
り
う
る
と
い
え
る
。
本
件
に
お
い
て
は
、
同
じ
く
日
本
司
法
書
士
会
連
合
会
を
構
成
し
て
い
る
単
位

司
法
書
士
会
の
「
公
器
」
と
し
て
の
機
能
が
損
な
わ
れ
た
こ
と
か
ら
、
そ
れ
を
回
復
す
る
た
め
に
行
わ
れ
る

(A)
の
公
的
支
援
金
の

災
害
寄
付
で
あ
り
、
相
当
の
金
額
を
判
断
す
る
に
当
た
っ
て
も
三

0
0
0万
円
と
い
う
金
額
は
全
く
不
当
で
な
い
金
額
と
考
え
る
。
従

っ
て
、
群
馬
司
法
書
士
会
の
阪
神
大
震
災
救
援
司
法
書
士
対
策
本
部
へ
の
三

0
0
0万
円
の
寄
付
は
、
相
当
な
金
額
で
あ
り
目
的
の
範

囲
内
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
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次
に
、
不
動
産
登
記
事
件
等
甲
号
事
件
一
件
当
た
り
五

O
円
の
復
興
支
援
特
別
負
担
金
を
会
員
に
課
し
た
こ
と
が
、
相
当
な
金
額
で

な
く
目
的
の
範
囲
外
と
い
え
る
か
否
か
が
問
題
と
な
る
。
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拠
出
金
三

0
0
0万
円
の
う
ち
、
六

O
O万
円
は
一
般
会
計
よ
り
繰
り
入
れ
、
残
り
の
二
四

O
O万
円
を
不
動
産
登
記
事
件
等
甲
号

事
件
一
件
当
た
り
五

O
円
の
特
別
負
担
金
で
徴
収
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
二
四

O
O万
円
を
会
員
数
(
平
成
七
年
二
八
一
名
、
平

成
八
年
二
八
四
名
、
平
成
九
年
二
七
八
名
の
平
均
二
八
一
名
)

で
除
す
と
、
会
員
一
人
当
た
り
平
均
し
て
約
八
万
五
四

O
九
円
を
負
担

し
た
こ
と
に
な
る
。

確
か
に
、
会
員
一
人
当
た
り
平
均
し
て
約
八
万
五
四

O
九
円
の
負
担
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
や
や
多
額
と
の
印
象
を
受
け
る

か
も
知
れ
な
い

(
上
告
人
は
会
員
一
人
当
た
り
約
一
一
万
円
の
負
担
と
主
張
す
る
が
、
そ
の
算
出
根
拠
が
不
明
で
あ
り
、
原
判
決
も
不

正
確
な
数
字
と
考
え
た
た
め
か
、
会
員
一
人
当
た
り
約
一
一
万
円
の
負
担
と
の
認
定
は
し
て
い
な
い
)
。

し
か
し
、
約
八
万
五
四

O
九
円
は
、
三
年
間
の
徴
収
の
結
果
、
会
員
一
人
当
た
り
平
均
し
て
約
八
万
五
四

O
九
円
と
い
う
こ
と
に
な
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る
の
で
あ
り
、

一
年
間
で
は
会
員
一
人
当
た
り
平
均
し
て
約
二
万
八
四
七

O
円
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
極
端
に
多
額
と
い
う
わ
け
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で
は
な
い
。

　
原
判
決
は
、
「
控
訴
人
の
会
員
の
報
酬
総
額
（
平
成
六
年
度
か
ら
平
成
八
年
度
に
か
け
て
約
四
〇
億
円
前
後
…
…
筆
者
注
）
、
こ
れ
ら

か
ら
窺
い
得
る
会
員
一
人
当
た
り
の
年
収
、
前
記
の
よ
う
に
、
受
託
甲
号
一
件
当
た
り
五
〇
円
の
特
別
負
担
金
は
、
控
訴
人
所
属
の
会

員
の
一
件
当
た
り
受
託
報
酬
平
均
二
万
円
前
後
か
ら
み
る
と
そ
の
負
担
割
合
は
約
○
・
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
に
止
ま
る
こ
と
な
ど
か
ら
し

て
、
本
件
特
別
負
担
金
の
額
が
社
会
通
念
上
会
員
の
協
力
義
務
を
否
定
す
べ
き
ほ
ど
に
過
大
で
あ
っ
た
と
も
認
め
る
こ
と
は
で
き
な

い
」
と
判
示
し
て
い
る
が
、
会
員
の
報
酬
総
額
、
年
収
、
受
託
甲
号
一
件
当
た
り
の
受
託
報
酬
と
の
バ
ラ
ン
ス
か
ら
し
て
も
、
不
動
産

登
記
事
件
等
甲
号
事
件
｝
件
当
た
り
五
〇
円
の
負
担
は
、
合
理
的
で
あ
り
相
当
な
金
額
で
あ
る
と
い
え
る
。

　
さ
ら
に
、
こ
の
こ
と
を
詳
細
に
検
証
す
る
た
め
に
、
別
表
の
「
会
費
・
特
別
負
担
金
・
報
酬
の
推
移
（
S
六
三
～
H
二
）
」
を
み

る
な
ら
ば
、
復
興
支
援
特
別
負
担
金
が
課
さ
れ
た
平
成
七
年
～
平
成
九
年
で
み
た
と
き
、
復
興
支
援
特
別
負
担
金
は
相
当
な
金
額
で
あ

っ
た
こ
と
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
平
成
七
年
度
は
、
会
費
の
収
入
は
、
一
般
会
費
（
月
一
万
円
）
と
特
別
負
担
金

（
不
動
産
登
記
事
件
等
甲
号
事
件
一
件
二
五
〇
円
の
証
紙
に
よ
る
徴
収
）
と
か
ら
な
り
、
こ
れ
以
外
に
復
興
支
援
特
別
負
担
金
が
不
動

産
登
記
事
件
等
甲
号
事
件
一
件
五
〇
円
の
証
紙
に
よ
り
徴
収
さ
れ
て
い
る
が
、
既
に
不
動
産
登
記
事
件
等
甲
号
事
件
一
件
か
ら
二
五
〇

円
の
会
費
が
証
紙
に
よ
り
徴
収
さ
れ
て
い
る
（
こ
れ
は
不
動
産
登
記
事
件
一
件
の
平
均
報
酬
二
万
一
〇
〇
〇
円
の
一
・
二
％
に
す
ぎ
な

い
）
と
こ
ろ
へ
五
〇
円
の
復
興
支
援
特
別
負
担
金
が
課
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
こ
れ
は
不
動
産
登
記
事
件
一
件
の
平
均
報
酬
二
万
一

〇
〇
〇
円
の
○
・
二
％
に
す
ぎ
な
い
）
し
、
会
員
報
酬
総
額
四
一
億
七
七
七
四
万
六
六
七
二
円
か
ら
み
て
も
、
会
費
収
入
（
一
般
会
費

と
特
別
負
担
金
）
の
会
員
報
酬
総
額
に
占
め
る
割
合
は
二
・
一
％
で
あ
り
、
会
費
収
入
に
復
興
支
援
特
別
負
担
金
収
入
を
加
え
た
収
入

の
会
員
報
酬
総
額
に
占
め
る
割
合
も
二
・
四
％
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
、
平
成
八
年
度
は
、
会
費
の
収
入
は
、
一
般
会
費
（
月
一
万
円
）

一32一

で
は
な
い
。
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原
判
決
は
、
「
控
訴
人
の
会
員
の
報
酬
総
額
(
平
成
六
年
度
か
ら
平
成
八
年
度
に
か
け
て
約
四

O
億
円
前
後
:
:
:
筆
者
注
)
、
こ
れ
ら

か
ら
窺
い
得
る
会
員
一
人
当
た
り
の
年
収
、
前
記
の
よ
う
に
、
受
託
甲
号
一
件
当
た
り
五

O
円
の
特
別
負
担
金
は
、
控
訴
人
所
属
の
会

員
の
一
件
当
た
り
受
託
報
酬
平
均
二
万
円
前
後
か
ら
み
る
と
そ
の
負
担
割
合
は
約

0
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
に
止
ま
る
こ
と
な
ど
か
ら
し

て
、
本
件
特
別
負
担
金
の
額
が
社
会
通
念
上
会
員
の
協
力
義
務
を
否
定
す
べ
き
ほ
ど
に
過
大
で
あ
っ
た
と
も
認
め
る
こ
と
は
で
き
な

い
」
と
判
示
し
て
い
る
が
、
会
員
の
報
酬
総
額
、
年
収
、
受
託
甲
号
一
件
当
た
り
の
受
託
報
酬
と
の
バ
ラ
ン
ス
か
ら
し
て
も
、
不
動
産

法学論集

登
記
事
件
等
甲
号
事
件
一
件
当
た
り
五

O
円
の
負
担
は
、
合
理
的
で
あ
り
相
当
な
金
額
で
あ
る
と
い
え
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
こ
と
を
詳
細
に
検
証
す
る
た
め
に
、
別
表
の
「
会
費
・
特
別
負
担
金
・
報
酬
の
推
移

(
S
六
三

i
H
一
一
)
」
を
み
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る
な
ら
ば
、
復
興
支
援
特
別
負
担
金
が
課
さ
れ
た
平
成
七
年

i
平
成
九
年
で
み
た
と
き
、
復
興
支
援
特
別
負
担
金
は
相
当
な
金
額
で
あ

っ
た
こ
と
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
平
成
七
年
度
は
、
会
費
の
収
入
は
、

一
般
会
費
(
月
一
万
円
)
と
特
別
負
担
金

(
不
動
産
登
記
事
件
等
甲
号
事
件
一
件
二
五

O
円
の
証
紙
に
よ
る
徴
収
)
と
か
ら
な
り
、
こ
れ
以
外
に
復
興
支
援
特
別
負
担
金
が
不
動

産
登
記
事
件
等
甲
号
事
件
一
件
五

O
円
の
証
紙
に
よ
り
徴
収
さ
れ
て
い
る
が
、
既
に
不
動
産
登
記
事
件
等
甲
号
事
件
一
件
か
ら
二
五

O

円
の
会
費
が
証
紙
に
よ
り
徴
収
さ
れ
て
い
る
(
こ
れ
は
不
動
産
登
記
事
件
一
件
の
平
均
報
酬
二
万
一

0
0
0円
の
一
・
二
%
に
す
ぎ
な

い
)
と
こ
ろ
へ
五

O
円
の
復
興
支
援
特
別
負
担
金
が
課
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
(
こ
れ
は
不
動
産
登
記
事
件
一
件
の
平
均
報
酬
二
万
一

0
0
0円
の

0
・
二
%
に
す
ぎ
な
い
)
し
、
会
員
報
酬
総
額
四
一
億
七
七
七
四
万
六
六
七
二
円
か
ら
み
て
も
、
会
費
収
入
(
一
般
会
費

と
特
別
負
担
金
)

の
会
員
報
酬
総
額
に
占
め
る
割
合
は
二
・
一
%
で
あ
り
、
会
費
収
入
に
復
興
支
援
特
別
負
担
金
収
入
を
加
え
た
収
入

の
会
員
報
酬
総
額
に
占
め
る
割
合
も
二
・
四
%
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
、
平
成
八
年
度
は
、
会
費
の
収
入
は
、

一
般
会
費
(
月
一
万
円
)
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と
特
別
負
担
金
（
不
動
産
登
記
事
件
等
甲
号
事
件
一
件
二
五
〇
円
の
証
紙
に
よ
る
徴
収
）
と
か
ら
な
り
、
こ
れ
以
外
に
復
興
支
援
特
別

負
担
金
が
不
動
産
登
記
事
件
等
甲
号
事
件
一
件
五
〇
円
の
証
紙
に
よ
り
徴
収
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
既
に
不
動
産
登
記
事
件
等
甲

号
事
件
一
件
か
ら
二
五
〇
円
の
会
費
が
証
紙
に
よ
り
徴
収
さ
れ
て
い
る
（
こ
れ
は
不
動
産
登
記
事
件
一
件
の
平
均
報
酬
二
万
九
〇
〇
円

の
一
・
二
％
に
す
ぎ
な
い
）
と
こ
ろ
へ
五
〇
円
の
復
興
支
援
特
別
負
担
金
が
課
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
こ
れ
は
不
動
産
登
記
事
件
一

件
の
平
均
報
酬
二
万
九
〇
〇
円
の
○
・
二
％
に
す
ぎ
な
い
）
し
、
会
員
報
酬
総
額
四
三
億
九
二
八
七
万
三
四
〇
六
円
か
ら
み
て
も
、
会

費
収
入
二
般
会
費
と
特
別
負
担
金
）
の
会
員
報
酬
総
額
に
占
め
る
割
合
は
一
・
九
％
で
あ
り
、
会
費
収
入
に
復
興
支
援
特
別
負
担
金

収
入
を
加
え
た
収
入
の
会
員
報
酬
総
額
に
占
め
る
割
合
も
二
二
％
に
す
ぎ
な
い
。
さ
ら
に
、
平
成
九
年
度
は
、
会
費
の
収
入
は
、
一

般
会
費
（
月
一
万
円
）
と
特
別
負
担
金
（
不
動
産
登
記
事
件
等
甲
号
事
件
一
件
二
五
〇
円
の
証
紙
に
よ
る
徴
収
V
と
か
ら
な
り
、
こ
れ

以
外
に
復
興
支
援
特
別
負
担
金
が
不
動
産
登
記
事
件
等
甲
号
事
件
一
件
五
〇
円
の
証
紙
に
よ
り
徴
収
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
既
に

不
動
産
登
記
事
件
等
甲
号
事
件
一
件
か
ら
二
五
〇
円
の
会
費
が
証
紙
に
よ
り
徴
収
さ
れ
て
い
る
（
こ
れ
は
不
動
産
登
記
事
件
一
件
の
平

均
報
酬
二
万
一
六
〇
〇
円
の
一
・
二
％
に
す
ぎ
な
い
）
と
こ
ろ
へ
五
〇
円
の
復
興
支
援
特
別
負
担
金
が
課
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
こ

れ
は
不
動
産
登
記
事
件
一
件
の
平
均
報
酬
二
万
一
六
〇
〇
円
の
○
・
二
％
に
す
ぎ
な
い
）
し
、
会
員
報
酬
総
額
四
〇
億
七
六
七
六
万
四

五
五
二
円
か
ら
み
て
も
、
会
費
収
入
（
一
般
会
費
と
特
別
負
担
金
）
の
会
員
報
酬
総
額
に
占
め
る
割
合
は
一
・
九
％
で
あ
り
、
会
費
収

入
に
復
興
支
援
特
別
負
担
金
収
入
を
加
え
た
収
入
の
会
員
報
酬
総
額
に
占
め
る
割
合
も
二
・
○
％
に
す
ぎ
な
い
。
こ
う
し
て
み
る
と
会

費
に
復
興
支
援
特
別
負
担
金
が
加
わ
っ
た
会
員
へ
の
徴
収
額
は
、
会
員
報
酬
総
額
の
二
・
四
％
（
平
成
七
年
）
、
二
・
一
％
（
平
成
八

年
）
、
二
・
○
％
（
平
成
九
年
）
に
す
ぎ
ず
、
復
興
支
援
特
別
負
担
金
が
加
わ
ら
な
い
会
費
の
徴
収
額
が
、
会
員
報
酬
総
額
の
二
二

％
（
平
成
七
年
V
、
一
・
九
％
（
平
成
八
年
V
、
｝
・
九
％
（
平
成
九
年
）
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
過
大
な
負
担
が
加
わ
っ
た
と
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と
特
別
負
担
金
(
不
動
産
登
記
事
件
等
甲
号
事
件
一
件
二
五
O
円
の
証
紙
に
よ
る
徴
収
)
と
か
ら
な
り
、
こ
れ
以
外
に
復
興
支
援
特
別

負
担
金
が
不
動
産
登
記
事
件
等
甲
号
事
件
一
件
五
O
円
の
証
紙
に
よ
り
徴
収
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
既
に
不
動
産
登
記
事
件
等
甲

号
事
件
一
件
か
ら
二
五
O
円
の
会
費
が
証
紙
に
よ
り
徴
収
さ
れ
て
い
る
(
こ
れ
は
不
動
産
登
記
事
件
一
件
の
平
均
報
酬
二
万
九
O
O
円

の
一
・
二
%
に
す
ぎ
な
い
)
と
こ
ろ
へ
五
O
円
の
復
興
支
援
特
別
負
担
金
が
課
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
(
こ
れ
は
不
動
産
登
記
事
件
一

件
の
平
均
報
酬
二
万
九
O
O
円
の

0
・
二
%
に
す
ぎ
な
い
)
し
、
会
員
報
酬
総
額
四
三
億
九
二
八
七
万
三
四
O
六
円
か
ら
み
て
も
、
会

費
収
入
ご
般
会
費
と
特
別
負
担
金
)
の
会
員
報
酬
総
額
に
占
め
る
割
合
は
一
・
九
%
で
あ
り
、
会
費
収
入
に
復
興
支
援
特
別
負
担
金
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収
入
を
加
え
た
収
入
の
会
員
報
酬
総
額
に
占
め
る
割
合
も
二
・
一
%
に
す
ぎ
な
い
。
さ
ら
に
、
平
成
九
年
度
は
、
会
費
の
収
入
は
、

般
会
費
(
月
一
万
円
)
と
特
別
負
担
金
(
不
動
産
登
記
事
件
等
甲
号
事
件
一
件
二
五
O
円
の
証
紙
に
よ
る
徴
収
)
と
か
ら
な
り
、
こ
れ
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以
外
に
復
興
支
援
特
別
負
担
金
が
不
動
産
登
記
事
件
等
甲
号
事
件
一
件
五
O
円
の
証
紙
に
よ
り
徴
収
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
既
に

不
動
産
登
記
事
件
等
甲
号
事
件
一
件
か
ら
二
五
O
円
の
会
費
が
証
紙
に
よ
り
徴
収
さ
れ
て
い
る
(
こ
れ
は
不
動
産
登
記
事
件
一
件
の
平

均
報
酬
二
万
一
六
O
O
円
の
一
・
二
%
に
す
ぎ
な
い
)
と
こ
ろ
へ
五
O
円
の
復
興
支
援
特
別
負
担
金
が
課
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
(
こ

れ
は
不
動
産
登
記
事
件
一
件
の
平
均
報
酬
二
万
一
六
O
O
円
の

0
・
二
%
に
す
ぎ
な
い
)
し
、
会
員
報
酬
総
額
四
O
億
七
六
七
六
万
四

五
五
二
円
か
ら
み
て
も
、
会
費
収
入
(
一
般
会
費
と
特
別
負
担
金
)

の
会
員
報
酬
総
額
に
占
め
る
割
合
は
一
・
九
%
で
あ
り
、
会
費
収

入
に
復
興
支
援
特
別
負
担
金
収
入
を
加
え
た
収
入
の
会
員
報
酬
総
額
に
占
め
る
割
合
も
二
・
O
%
に
す
ぎ
な
い
。
こ
う
し
て
み
る
と
会

費
に
復
興
支
援
特
別
負
担
金
が
加
わ
っ
た
会
員
へ
の
徴
収
額
は
、
会
員
報
酬
総
額
の
二
・
四
%
(
平
成
七
年
)
、
二
・
一
%
(
平
成
八

年
)
、
二
・
O
%
(
平
成
九
年
)
に
す
ぎ
ず
、
復
興
支
援
特
別
負
担
金
が
加
わ
ら
な
い
会
費
の
徴
収
額
が
、
会
員
報
酬
総
額
の
二
・
一

33 

%
(
平
成
七
年
)
、

一
・
九
%
(
平
成
八
年
)
、

一
・
九
%
(
平
成
九
年
)
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
過
大
な
負
担
が
加
わ
っ
た
と
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は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
昭
和
六
三
年
度
か
ら
平
成
一
一
年
度
ま
で
の
、
会
費
等
（
会
費
以
外
に
平
成
七
年
～
平
成
九
年
に
復

興
支
援
特
別
負
担
金
が
不
動
産
登
記
事
件
等
甲
号
事
件
一
件
五
〇
円
の
証
紙
に
よ
り
徴
収
さ
れ
、
平
成
一
〇
年
～
平
成
コ
年
に
会
館

建
設
特
別
負
担
金
が
不
動
産
登
記
事
件
等
甲
号
事
件
一
件
五
〇
円
の
証
紙
に
よ
り
徴
収
さ
れ
て
い
る
）
の
会
員
か
ら
の
徴
収
額
が
会
員

報
酬
総
額
に
占
め
る
割
合
で
み
た
と
き
、
二
・
三
％
（
昭
和
六
三
年
）
、
二
・
二
％
（
平
成
元
年
）
、
二
・
○
％
（
平
成
二
年
）
、
二
・

五
％
（
平
成
三
年
）
、
二
・
一
％
（
平
成
四
年
）
、
二
二
％
（
平
成
五
年
）
、
二
・
一
％
（
平
成
六
年
）
、
二
・
四
％
（
平
成
七
年
）
、

二
二
％
（
平
成
八
年
）
、
二
・
○
％
（
平
成
九
年
）
、
二
二
一
％
（
平
成
一
〇
年
）
、
二
・
三
％
（
平
成
二
年
）
で
あ
り
、
復
興
支

援
特
別
負
担
金
の
徴
収
が
加
わ
っ
た
平
成
七
年
か
ら
平
成
九
年
度
の
三
年
間
が
他
の
年
度
に
比
べ
て
徴
収
が
多
か
っ
た
と
は
い
え
ず
、

と
り
わ
け
平
成
九
年
度
は
平
成
二
年
度
と
並
ん
で
二
・
○
％
と
最
低
の
数
字
を
記
録
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
復
興
支
援
特
別
負
担
金
の

徴
収
に
よ
っ
て
会
員
の
負
担
が
過
大
に
な
っ
た
と
い
う
の
は
事
実
に
反
す
る
と
い
え
よ
う
。

　
な
お
、
新
し
い
会
館
建
設
の
た
め
平
成
一
〇
年
度
か
ら
不
動
産
登
記
事
件
等
甲
号
事
件
一
件
五
〇
円
の
証
紙
に
よ
る
徴
収
が
な
さ
れ

て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
会
費
と
し
て
特
別
負
担
金
が
既
に
不
動
産
登
記
事
件
等
甲
号
事
件
一
件
二
五
〇
円
課
さ
れ
て
い
る
の
で
、

こ
れ
に
加
え
て
臨
時
の
特
別
負
担
金
を
徴
収
す
る
場
合
、
不
動
産
登
記
事
件
等
甲
号
事
件
一
件
五
〇
円
の
負
担
を
課
す
こ
と
が
相
当
な

金
額
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
復
興
支
援
特
別
負
担
金
を
不
動
産
登
記
事
件
等
甲
号
事
件
一
件
五
〇
円
と
し
た
こ
と
は

相
当
な
金
額
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　
従
っ
て
、
不
動
産
登
記
事
件
等
甲
号
事
件
一
件
当
た
り
五
〇
円
の
復
興
支
援
特
別
負
担
金
を
会
員
に
課
し
た
こ
と
は
、
相
当
な
金
額

の
徴
収
で
あ
り
、
目
的
の
範
囲
内
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
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ま
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以
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平
成
九
年
に
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興
支
援
特
別
負
担
金
が
不
動
産
登
記
事
件
等
甲
号
事
件
一
件
五
O
円
の
証
紙
に
よ
り
徴
収
さ
れ
、
平
成
一
O
年
{
)
平
成
一
一
年
に
会
館

建
設
特
別
負
担
金
が
不
動
産
登
記
事
件
等
甲
号
事
件
一
件
五
O
円
の
証
紙
に
よ
り
徴
収
さ
れ
て
い
る
)
の
会
員
か
ら
の
徴
収
額
が
会
員

報
酬
総
額
に
占
め
る
割
合
で
み
た
と
き
、
二
・
三
%
(
昭
和
六
三
年
)
、
二
・
二
%
(
平
成
元
年
)
、
二
・
O
%
(
平
成
二
年
)
、
二
・

五
%
(
平
成
三
年
)
、
二
・
一
%
(
平
成
四
年
)
、
二
・
一
%
(
平
成
五
年
)
、
二
・
一
%
(
平
成
六
年
)
、
二
・
四
%
(
平
成
七
年
)
、

一
一
・
一
%
(
平
成
八
年
)
、
二
・
O
%
(
平
成
九
年
)
、
二
・
二
%
(
平
成
一
O
年
)
、
二
・
三
%
(
平
成
一
一
年
)
で
あ
り
、
復
興
支
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援
特
別
負
担
金
の
徴
収
が
加
わ
っ
た
平
成
七
年
か
ら
平
成
九
年
度
の
三
年
間
が
他
の
年
度
に
比
べ
て
徴
収
が
多
か
っ
た
と
は
い
え
ず
、

と
り
わ
げ
平
成
九
年
度
は
平
成
二
年
度
と
並
ん
で
二
・
O
%
と
最
低
の
数
字
を
記
録
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
復
興
支
援
特
別
負
担
金
の
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徴
収
に
よ
っ
て
会
員
の
負
担
が
過
大
に
な
っ
た
と
い
う
の
は
事
実
に
反
す
る
と
い
え
よ
う
。

な
お
、
新
し
い
会
館
建
設
の
た
め
平
成
一

0
年
度
か
ら
不
動
産
登
記
事
件
等
甲
号
事
件
一
件
五
O
円
の
証
紙
に
よ
る
徴
収
が
な
さ
れ

て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
会
費
と
し
て
特
別
負
担
金
が
既
に
不
動
産
登
記
事
件
等
甲
号
事
件
一
件
二
五
O
円
課
さ
れ
て
い
る
の
で
、

こ
れ
に
加
え
て
臨
時
の
特
別
負
担
金
を
徴
収
す
る
場
合
、
不
動
産
登
記
事
件
等
甲
号
事
件
一
件
五
O
円
の
負
担
を
課
す
こ
と
が
相
当
な

金
額
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
復
興
支
援
特
別
負
担
金
を
不
動
産
登
記
事
件
等
甲
号
事
件
一
件
五
O
円
と
し
た
こ
と
は

相
当
な
金
額
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

従
っ
て
、
不
動
産
登
記
事
件
等
甲
号
事
件
一
件
当
た
り
五
O
円
の
復
興
支
援
特
別
負
担
金
を
会
員
に
課
し
た
こ
と
は
、
相
当
な
金
額

の
徴
収
で
あ
り
、
目
的
の
範
囲
内
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
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財
産
権
の
侵
害
と
目
的
の
範
囲
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不
動
産
登
記
事
件
等
甲
号
事
件
一
件
当
た
り
五
〇
円
の
復
興
支
援
特
別
負
担
金
を
会
員
に
課
し
た
こ
と
が
、
会
員
の
財
産
権
を
侵
害

す
る
と
の
見
解
が
あ
る
の
で
こ
れ
を
検
討
す
る
。

　
そ
も
そ
も
司
法
書
士
会
が
目
的
の
範
囲
内
の
行
為
を
行
う
た
め
に
、
会
則
な
い
し
は
総
会
決
議
に
基
づ
き
、
会
員
か
ら
一
般
会
費
あ

る
い
は
特
別
負
担
金
を
徴
収
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
会
員
は
支
払
う
義
務
が
あ
る
（
高
松
高
判
平
成
四
年
七
月
三
〇
日
金
判
九
一
五
号
二

四
頁
、
こ
れ
を
是
認
し
た
最
判
平
成
七
年
二
月
二
四
日
判
例
集
未
登
載
）
の
で
あ
り
、
会
員
の
財
産
権
侵
害
の
問
題
は
生
じ
な
い
と

い
え
る
。
会
員
の
財
産
権
侵
害
の
問
題
が
生
ず
る
の
は
、
司
法
書
士
会
が
目
的
の
範
囲
外
の
行
為
を
行
う
た
め
に
、
会
員
に
協
力
義
務

の
な
い
負
担
金
を
課
し
た
場
合
で
あ
る
と
い
え
る
。
前
記
一
で
論
じ
た
よ
う
に
司
法
書
士
会
が
災
害
救
援
資
金
の
寄
付
で
応
分
の
負
担

を
す
る
こ
と
も
、
社
会
的
に
相
当
と
認
め
ら
れ
る
限
り
、
目
的
の
範
囲
内
に
あ
る
と
い
え
る
か
ら
、
こ
う
し
た
行
為
を
行
う
た
め
に
会

員
に
特
別
負
担
金
の
負
担
を
課
し
て
も
、
会
員
は
協
力
義
務
が
あ
る
の
で
あ
り
、
会
員
の
財
産
権
侵
害
の
問
題
は
生
じ
な
い
と
い
え

る
。　

も
っ
と
も
、
特
別
負
担
金
の
額
が
過
大
な
金
額
で
あ
る
場
合
に
は
会
員
の
財
産
権
侵
害
の
問
題
が
生
じ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
前

記
五
で
論
じ
た
よ
う
に
相
当
な
金
額
の
負
担
か
否
か
と
い
う
問
題
は
「
目
的
の
範
囲
」
の
判
断
に
よ
り
な
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
結
局
、

過
大
な
金
額
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
す
る
会
員
の
財
産
権
侵
害
の
問
題
は
、
不
動
産
登
記
事
件
等
甲
号
事
件
一
件
当
た
り
五
〇
円
の
復

興
支
援
特
別
負
担
金
が
相
当
な
金
額
で
目
的
の
範
囲
内
と
い
え
る
か
否
か
の
問
題
に
解
消
さ
れ
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
前
記
五
で
詳
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O
円
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支
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特
別
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担
金
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会
員
に
課
し
た
こ
と
が
、
会
員
の
財
産
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を
侵
害

す
る
と
の
見
解
が
あ
る
の
で
こ
れ
を
検
討
す
る
。

そ
も
そ
も
司
法
書
士
会
が
目
的
の
範
囲
内
の
行
為
を
行
う
た
め
に
、
会
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は
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会
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あ

35 災害救援資金の寄付と司法書士会の目的の範囲

る
い
は
特
別
負
担
金
を
徴
収
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
会
員
は
支
払
う
義
務
が
あ
る
(
高
松
高
判
平
成
四
年
七
月
三

O
日
金
判
九
一
五
号
二

四
頁
、
こ
れ
を
是
認
し
た
最
判
平
成
七
年
一
一
月
二
四
日
判
例
集
未
登
載
)

の
で
あ
り
、
会
員
の
財
産
権
侵
害
の
問
題
は
生
じ
な
い
と
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い
え
る
。
会
員
の
財
産
権
侵
害
の
問
題
が
生
ず
る
の
は
、
司
法
書
士
会
が
目
的
の
範
囲
外
の
行
為
を
行
う
た
め
に
、
会
員
に
協
力
義
務

の
な
い
負
担
金
を
課
し
た
場
合
で
あ
る
と
い
え
る
。
前
記
一
で
論
じ
た
よ
う
に
司
法
書
士
会
が
災
害
救
援
資
金
の
寄
付
で
応
分
の
負
担

を
す
る
こ
と
も
、
社
会
的
に
相
当
と
認
め
ら
れ
る
限
り
、
目
的
の
範
囲
内
に
あ
る
と
い
え
る
か
ら
、
こ
う
し
た
行
為
を
行
う
た
め
に
会

員
に
特
別
負
担
金
の
負
担
を
課
し
て
も
、
会
員
は
協
力
義
務
が
あ
る
の
で
あ
り
、
会
員
の
財
産
権
侵
害
の
問
題
は
生
じ
な
い
と
い
え

る

も
っ
と
も
、
特
別
負
担
金
の
額
が
過
大
な
金
額
で
あ
る
場
合
に
は
会
員
の
財
産
権
侵
害
の
問
題
が
生
じ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
前

記
五
で
論
じ
た
よ
う
に
相
当
な
金
額
の
負
担
か
否
か
と
い
う
問
題
は
「
目
的
の
範
囲
」
の
判
断
に
よ
り
な
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
結
局
、

過
大
な
金
額
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
す
る
会
員
の
財
産
権
侵
害
の
問
題
は
、
不
動
産
登
記
事
件
等
甲
号
事
件
一
件
当
た
り
五

O
円
の
復

興
支
援
特
別
負
担
金
が
相
当
な
金
額
で
目
的
の
範
囲
内
と
い
え
る
か
否
か
の
問
題
に
解
消
さ
れ
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
前
記
五
で
詳
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細
に
論
証
し
た
よ
う
に
、

の
範
囲
内
で
あ
る
か
ら
、

不
動
産
登
記
事
件
等
甲
号
事
件
一
件
当
た
り
五
〇
円
の
復
興
支
援
特
別
負
担
金
は
相
当
な
金
額
で
あ
り
目
的

会
員
の
財
産
権
侵
害
の
問
題
は
生
じ
な
い
と
い
え
る
。

七
　
終
わ
り
に

　
以
上
よ
り
、
司
法
書
士
会
の
災
害
救
援
資
金
の
寄
付
は
、
（
A
）
の
公
的
支
援
金
の
災
害
寄
付
で
あ
ろ
う
と
、
（
B
）
の
被
災
司
法
書

士
会
・
司
法
書
士
へ
の
義
掲
金
で
あ
ろ
う
と
、
（
C
）
の
一
般
被
災
者
へ
の
義
損
金
で
あ
ろ
う
と
、
応
分
の
寄
付
で
あ
る
な
ら
目
的
の

範
囲
内
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
し
か
も
、
（
A
）
の
公
的
支
援
金
の
災
害
寄
付
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
不
動
産
登
記
事
件
等
甲
号
事
件

一
件
当
た
り
五
〇
円
の
復
興
支
援
特
別
負
担
金
を
会
員
に
課
し
、
群
馬
司
法
書
士
会
か
ら
阪
神
大
震
災
救
援
司
法
書
士
対
策
本
部
に
三

〇
〇
〇
万
円
の
拠
出
を
し
た
こ
と
は
、
相
当
な
金
額
と
い
う
べ
く
、
目
的
の
範
囲
内
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　
な
お
、
上
告
人
が
提
出
し
た
鑑
定
意
見
書
は
、
本
件
訴
訟
と
同
様
の
問
題
を
提
起
し
た
事
件
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
一
九
九

〇
年
六
月
四
日
の
連
邦
最
高
裁
の
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
弁
護
士
会
事
件
判
決
（
囚
色
R
＜
あ
寅
8
ω
巽
鼠
O
蝉
霞
o
旨
餌
お
①
q
ω
」

（
一
。
8
）
）
を
あ
げ
て
い
る
（
橋
本
・
前
掲
上
告
人
鑑
定
意
見
書
二
七
頁
以
下
）
。
右
判
決
は
、
同
弁
護
士
会
が
所
属
弁
護
士
の
一
部
が

賛
成
し
な
い
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
活
動
に
資
金
を
供
給
す
る
た
め
に
会
員
か
ら
強
制
徴
収
し
た
会
費
を
使
用
す
る
こ
と
は
、
そ
う

し
た
支
出
が
法
的
専
門
職
を
統
制
し
法
的
サ
ー
ビ
ス
の
質
を
向
上
さ
せ
る
と
い
う
目
的
の
た
め
に
必
ず
し
も
合
理
的
に
負
わ
さ
れ
て
い

な
い
場
合
、
言
論
の
自
由
を
定
め
た
合
衆
国
憲
法
第
一
修
正
に
違
反
す
る
と
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
右
判
決
は
、
「
上
訴
人
は
、
州

弁
護
士
会
が
、
と
り
わ
け
州
の
立
法
、
す
な
わ
ち
、
（
a
）
州
な
い
し
地
方
の
行
政
機
関
の
雇
用
者
が
被
用
者
に
嘘
発
見
器
の
検
査
を
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で
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目
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の
範
囲
内
で
あ
る
か
ら
、
会
員
の
財
産
権
侵
害
の
問
題
は
生
じ
な
い
と
い
え
る
。

七

終
わ
り
に

以
上
よ
り
、
司
法
書
士
会
の
災
害
救
援
資
金
の
寄
付
は
、

(
A
)
の
公
的
支
援
金
の
災
害
寄
付
で
あ
ろ
う
と
、

(B)
の
被
災
司
法
書
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士
会
・
司
法
書
士
へ
の
義
掲
金
で
あ
ろ
う
と
、

(
C
)
の
一
般
被
災
者
へ
の
義
指
金
で
あ
ろ
う
と
、
応
分
の
寄
付
で
あ
る
な
ら
目
的
の

の
公
的
支
援
金
の
災
害
寄
付
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
不
動
産
登
記
事
件
等
甲
号
事
件

範
囲
内
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
し
か
も
、

(
A
)
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一
件
当
た
り
五

O
円
の
復
興
支
援
特
別
負
担
金
を
会
員
に
課
し
、
群
馬
司
法
書
士
会
か
ら
阪
神
大
震
災
救
援
司
法
書
士
対
策
本
部
に
三

0
0
0万
円
の
拠
出
を
し
た
こ
と
は
、
相
当
な
金
額
と
い
う
べ
く
、
目
的
の
範
囲
内
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

な
お
、
上
告
人
が
提
出
し
た
鑑
定
意
見
書
は
、
本
件
訴
訟
と
同
様
の
問
題
を
提
起
し
た
事
件
と
し
て
、

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
一
九
九

O
年
六
月
四
日
の
連
邦
最
高
裁
の
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
弁
護
士
会
事
件
判
決
(
問
。
ロ
2
〈・∞

g
z
∞R
え
わ
包
民

2
E
P
怠
∞
己
・

ω・H

(sg))
を
あ
げ
て
い
る
(
橋
本
・
前
掲
上
告
人
鑑
定
意
見
書
二
七
頁
以
下
)
。
右
判
決
は
、
同
弁
護
士
会
が
所
属
弁
護
士
の
一
部
が

賛
成
し
な
い
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
活
動
に
資
金
を
供
給
す
る
た
め
に
会
員
か
ら
強
制
徴
収
し
た
会
費
を
使
用
す
る
こ
と
は
、
そ
う

し
た
支
出
が
法
的
専
門
職
を
統
制
し
法
的
サ
ー
ビ
ス
の
質
を
向
上
さ
せ
る
と
い
う
目
的
の
た
め
に
必
ず
し
も
合
理
的
に
負
わ
さ
れ
て
い

な
い
場
合
、
言
論
の
自
由
を
定
め
た
合
衆
国
憲
法
第
一
修
正
に
違
反
す
る
と
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
右
判
決
は
、
「
上
訴
人
は
、
州

弁
護
士
会
が
、
と
り
わ
け
州
の
立
法
、
す
な
わ
ち
、

(a)
州
な
い
し
地
方
の
行
政
機
関
の
雇
用
者
が
被
用
者
に
嘘
発
見
器
の
検
査
を
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す
る
よ
う
要
求
す
る
こ
と
を
禁
ず
る
法
、
（
b
）
甲
鉄
を
貫
通
す
る
よ
う
な
強
力
拳
銃
の
弾
薬
の
所
持
を
禁
ず
る
法
、
（
c
）
大
気
汚
染

を
引
き
起
こ
し
た
者
を
無
制
限
に
訴
え
る
訴
権
を
創
設
す
る
法
、
（
d
）
他
国
か
ら
、
労
働
者
を
招
聰
す
る
計
画
を
制
定
し
た
り
労
働

者
の
受
け
入
れ
を
許
可
す
る
こ
と
を
、
や
め
る
よ
う
議
会
に
要
求
す
る
法
、
と
い
っ
た
州
の
立
法
に
賛
成
し
た
り
反
対
し
た
り
す
る
ロ

ビ
ィ
ー
活
動
に
従
事
し
て
き
た
と
主
張
す
る
。
上
訴
人
の
訴
状
は
ま
た
、
州
弁
護
士
会
に
よ
っ
て
資
金
を
供
給
さ
れ
後
援
さ
れ
た
代
表

者
会
議
が
、
銃
規
制
の
州
民
発
案
を
支
持
し
、
被
害
者
の
権
利
章
典
の
再
審
裁
判
を
考
え
て
い
る
合
衆
国
上
院
候
補
者
の
声
明
を
非
難

し
た
り
、
核
兵
器
凍
結
の
州
民
発
案
を
支
持
し
た
り
、
妊
娠
中
絶
、
公
立
学
校
で
の
礼
拝
、
人
種
差
別
廃
止
の
た
め
の
生
徒
の
バ
ス
通

学
輸
送
に
つ
い
て
連
邦
裁
判
所
の
管
轄
を
制
限
す
る
連
邦
の
立
法
に
反
対
し
た
と
主
張
す
る
。
一
方
で
は
、
弁
護
士
会
の
役
員
や
会
員

が
法
律
事
務
を
取
り
扱
う
職
業
の
統
制
を
最
終
的
に
負
わ
さ
れ
て
い
る
人
々
へ
の
専
門
的
助
言
者
と
し
て
本
来
的
に
行
動
す
る
州
弁
護

士
会
の
活
動
と
、
他
方
で
は
、
そ
う
し
た
目
標
の
促
進
に
合
理
的
関
連
性
を
有
し
な
い
政
治
色
あ
る
い
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
色
の
つ
い
た

州
弁
護
士
会
の
活
動
と
の
間
の
境
界
線
が
正
確
に
ど
こ
に
置
か
れ
る
か
を
見
分
け
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
。
し
か
し
、

そ
の
範
囲
の
両
極
端
は
明
確
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
銃
規
制
や
核
兵
器
凍
結
の
州
民
発
案
を
支
持
し
促
進
す
る
た
め
に
、
強
制
的
な
会

費
が
使
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
他
面
に
お
い
て
、
上
訴
人
は
、
弁
護
士
会
の
会
員
の
懲
戒
や
専
門
職
の
た
め
の
倫
理
規
定
の
提
案
に
関

係
し
た
活
動
の
た
め
に
使
わ
れ
る
強
制
的
な
会
費
に
、
憲
法
上
有
効
な
反
対
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
」
（
律
辞
嵩
ー

一
①
）
と
し
て
、
原
判
決
を
破
棄
し
事
件
を
差
し
戻
し
て
い
る
。
群
馬
司
法
書
士
会
訴
訟
は
、
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
活
動
と
は
全
く

関
係
の
な
い
災
害
救
援
資
金
の
寄
付
の
事
例
で
あ
り
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
弁
護
士
会
事
件
判
決
の
先
例
拘
束
性
は
な
い
事
案
で
あ
っ

て
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
弁
護
士
会
事
件
判
決
が
構
成
員
の
思
想
・
信
条
を
侵
害
す
る
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
活
動
に
厳
格
な
判
断

を
し
た
こ
と
を
も
っ
て
、
群
馬
司
法
書
士
会
訴
訟
の
よ
う
な
構
成
員
の
思
想
・
信
条
の
自
由
を
侵
害
し
な
い
災
害
救
援
資
金
の
寄
付
の

一37一

す
る
よ
う
要
求
す
る
こ
と
を
禁
ず
る
法
、

(
b
)
甲
鉄
を
貫
通
す
る
よ
う
な
強
力
拳
銃
の
弾
薬
の
所
持
を
禁
ず
る
法
、

(
C
)

大
気
汚
染

を
引
き
起
こ
し
た
者
を
無
制
限
に
訴
え
る
訴
権
を
創
設
す
る
法
、

(
d
)
他
国
か
ら
、
労
働
者
を
招
聴
す
る
計
画
を
制
定
し
た
り
労
働

者
の
受
け
入
れ
を
許
可
す
る
こ
と
を
、
や
め
る
よ
う
議
会
に
要
求
す
る
法
、
と
い
っ
た
州
の
立
法
に
賛
成
し
た
り
反
対
し
た
り
す
る
ロ

ビ
ィ

l
活
動
に
従
事
し
て
き
た
と
主
張
す
る
。
上
訴
人
の
訴
状
は
ま
た
、
州
弁
護
士
会
に
よ
っ
て
資
金
を
供
給
さ
れ
後
援
さ
れ
た
代
表

者
会
議
が
、
銃
規
制
の
州
民
発
案
を
支
持
し
、
被
害
者
の
権
利
章
典
の
再
審
裁
判
を
考
え
て
い
る
合
衆
国
上
院
候
補
者
の
声
明
を
非
難

し
た
り
、
核
兵
器
凍
結
の
州
民
発
案
を
支
持
し
た
り
、
妊
娠
中
絶
、
公
立
学
校
で
の
礼
拝
、
人
種
差
別
廃
止
の
た
め
の
生
徒
の
パ
ス
通
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学
輸
送
に
つ
い
て
連
邦
裁
判
所
の
管
轄
を
制
限
す
る
連
邦
の
立
法
に
反
対
し
た
と
主
張
す
る
。

一
方
で
は
、
弁
護
士
会
の
役
員
や
会
員

が
法
律
事
務
を
取
り
扱
う
職
業
の
統
制
を
最
終
的
に
負
わ
さ
れ
て
い
る
人
々
へ
の
専
門
的
助
言
者
と
し
て
本
来
的
に
行
動
す
る
州
弁
護
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士
会
の
活
動
と
、
他
方
で
は
、
そ
う
し
た
目
標
の
促
進
に
合
理
的
関
連
性
を
有
し
な
い
政
治
色
あ
る
い
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
色
の
つ
い
た

州
弁
護
士
会
の
活
動
と
の
聞
の
境
界
線
が
正
確
に
ど
こ
に
置
か
れ
る
か
を
見
分
け
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
。
し
か
し
、

そ
の
範
囲
の
両
極
端
は
明
確
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
銃
規
制
や
核
兵
器
凍
結
の
州
民
発
案
を
支
持
し
促
進
す
る
た
め
に
、
強
制
的
な
会

費
が
使
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
他
面
に
お
い
て
、
上
訴
人
は
、
弁
護
士
会
の
会
員
の
懲
戒
や
専
門
職
の
た
め
の
倫
理
規
定
の
提
案
に
関

係
し
た
活
動
の
た
め
に
使
わ
れ
る
強
制
的
な
会
費
に
、
憲
法
上
有
効
な
反
対
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
」

(E・
州
淳
一
戸
日
|

広
)
と
し
て
、
原
判
決
を
破
棄
し
事
件
を
差
し
戻
し
て
い
る
。
群
馬
司
法
書
士
会
訴
訟
は
、
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
活
動
と
は
全
く

関
係
の
な
い
災
害
救
援
資
金
の
寄
付
の
事
例
で
あ
り
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
弁
護
士
会
事
件
判
決
の
先
例
拘
束
性
は
な
い
事
案
で
あ
っ

て
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
弁
護
士
会
事
件
判
決
が
構
成
員
の
思
想
・
信
条
を
侵
害
す
る
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
活
動
に
厳
格
な
判
断

を
し
た
こ
と
を
も
っ
て
、
群
馬
司
法
書
士
会
訴
訟
の
よ
う
な
構
成
員
の
思
想
・
信
条
の
自
由
を
侵
害
し
な
い
災
害
救
援
資
金
の
寄
付
の
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場
合
も
厳
格
に
解
釈
す
べ
き
と
の
帰
結
は
導
け
な
い
と
い
え
よ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
阪
神
大
震
災
は
、
原
審
に
お
け
る
控
訴
人
の
主
張
に
あ
る
よ
う
に
、
「
平
成
七
年
一
月
一
七
日
に
発
生
し
た
マ
グ
ニ
チ

ュ
ー
ド
七
・
二
の
地
震
は
、
阪
神
淡
路
地
区
を
中
心
に
死
者
六
四
二
六
名
、
重
軽
傷
者
四
万
三
七
二
二
名
の
人
的
被
害
と
、
一
部
損
壊

を
含
む
倒
壊
住
宅
四
八
万
八
二
二
二
棟
、
全
焼
住
宅
六
四
一
八
棟
と
い
う
甚
大
な
被
害
を
与
え
た
。
こ
れ
に
伴
い
司
法
書
士
会
が
開
設

し
た
法
律
相
談
所
に
は
市
民
か
ら
の
法
律
相
談
が
殺
到
し
、
と
り
わ
け
平
成
七
年
一
月
二
七
日
か
ら
二
月
二
八
日
ま
で
は
、
連
日
一
日

百
件
を
は
る
か
に
超
え
る
件
数
の
相
談
が
あ
り
、
平
成
七
年
一
月
か
ら
同
八
年
二
一
月
ま
で
の
問
に
、
兵
庫
県
内
に
お
け
る
相
談
件
数

は
一
万
八
六
六
〇
件
、
相
談
場
所
数
は
三
壬
二
八
、
総
相
談
員
数
は
五
七
〇
一
（
う
ち
他
会
が
一
五
六
一
）
で
あ
っ
た
。
兵
庫
県
司
法

書
士
会
は
、
こ
う
し
て
殺
到
す
る
法
律
相
談
に
応
じ
、
国
民
の
権
利
の
保
全
に
寄
与
す
る
職
責
と
使
命
を
果
た
さ
ん
と
全
力
を
尽
く
し

た
が
、
兵
庫
県
司
法
書
士
会
自
体
、
被
災
地
区
に
事
務
所
を
有
す
る
ほ
ぼ
全
員
が
被
害
を
受
け
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
な
く
、
死
亡
し

た
会
員
は
二
名
、
建
物
が
全
壊
し
た
会
員
八
七
名
、
半
壊
し
た
会
員
｝
六
〇
名
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
兵
庫
県
司
法
書
士

会
は
、
平
成
七
年
一
月
三
〇
日
に
日
本
司
法
書
士
会
連
合
会
、
各
ブ
ロ
ッ
ク
会
、
各
単
位
会
宛
に
『
…
会
員
二
名
の
死
亡
を
は
じ
め
、

事
務
所
の
崩
壊
、
自
宅
の
崩
壊
等
多
大
な
被
害
が
発
生
し
て
お
り
、
事
務
所
内
の
破
損
等
は
被
災
会
員
の
ほ
と
ん
ど
が
被
っ
て
い
る
状

態
で
あ
り
ま
す
。
会
員
の
事
務
所
、
自
宅
の
回
復
並
び
に
今
後
の
先
行
き
を
考
え
ま
す
と
き
に
多
大
の
不
安
が
あ
り
、
特
に
経
済
面
に

お
け
る
不
安
は
特
別
で
あ
り
ま
す
。
本
会
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
悩
み
を
持
つ
多
数
の
被
災
会
員
を
抱
え
て
お
り
ま
す
も

の
の
、
司
法
書
士
の
職
責
に
鑑
み
近
日
中
に
市
民
法
律
相
談
を
電
話
に
て
受
け
付
け
る
予
定
で
あ
り
、
司
法
書
士
制
度
の
存
続
に
か
け

て
頑
張
る
所
存
で
あ
り
ま
す
の
で
、
連
合
会
及
び
各
単
位
会
に
お
か
れ
ま
し
て
も
、
出
来
る
限
り
の
ご
支
援
を
い
た
だ
き
た
く
特
別
の

配
慮
を
心
よ
り
お
願
い
す
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。
…
』
等
と
記
載
し
た
報
告
書
を
提
出
し
て
い
る
。
」
と
い
う
空
前
の
規
模
の
大
災
害

一38一
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。
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と
こ
ろ
で
、
阪
神
大
震
災
は
、
原
審
に
お
げ
る
控
訴
人
の
主
張
に
あ
る
よ
う
に
、
「
平
成
七
年
一
月
一
七
日
に
発
生
し
た
マ
グ
ニ
チ

ュ
l
ド
七
・
ニ
の
地
震
は
、
阪
神
淡
路
地
区
を
中
心
に
死
者
六
四
二
六
名
、
重
軽
傷
者
四
万
三
七
二
二
名
の
人
的
被
害
と
、

一
部
損
壊

を
含
む
倒
壊
住
宅
四
八
万
八
二
二
二
棟
、
全
焼
住
宅
六
四
一
八
棟
と
い
う
甚
大
な
被
害
を
与
え
た
。
こ
れ
に
伴
い
司
法
書
士
会
が
開
設

し
た
法
律
相
談
所
に
は
市
民
か
ら
の
法
律
相
談
が
殺
到
し
、

と
り
わ
け
平
成
七
年
一
月
二
七
日
か
ら
二
月
二
八
日
ま
で
は
、
連
日
一
日

百
件
を
は
る
か
に
超
え
る
件
数
の
相
談
が
あ
り
、
平
成
七
年
一
月
か
ら
同
八
年
一
二
月
ま
で
の
聞
に
、
兵
庫
県
内
に
お
け
る
相
談
件
数
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は
一
万
八
六
六

O
件
、
相
談
場
所
数
は
三
二
三
八
、
総
相
談
員
数
は
五
七

O
一

(
う
ち
他
会
が
一
五
六
一
)
で
あ
っ
た
。
兵
庫
県
司
法

書
士
会
は
、
こ
う
し
て
殺
到
す
る
法
律
相
談
に
応
じ
、
国
民
の
権
利
の
保
全
に
寄
与
す
る
職
責
と
使
命
を
果
た
さ
ん
と
全
力
を
尽
く
し

-38ー

た
が
、
兵
庫
県
司
法
書
士
会
自
体
、
被
災
地
区
に
事
務
所
を
有
す
る
ほ
ぽ
全
員
が
被
害
を
受
け
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
な
く
、
死
亡
し

た
会
員
は
二
名
、
建
物
が
全
壊
し
た
会
員
八
七
名
、
半
壊
し
た
会
員
二
ハ

O
名
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
兵
庫
県
司
法
書
士

会
は
、
平
成
七
年
一
月
三

O
日
に
日
本
司
法
書
士
会
連
合
会
、
各
ブ
ロ
ッ
ク
会
、
各
単
位
会
宛
に
『
・
:
会
員
二
名
の
死
亡
を
は
じ
め
、

事
務
所
の
崩
壊
、
自
宅
の
崩
壊
等
多
大
な
被
害
が
発
生
し
て
お
り
、
事
務
所
内
の
破
損
等
は
被
災
会
員
の
ほ
と
ん
ど
が
被
っ
て
い
る
状

態
で
あ
り
ま
す
。
会
員
の
事
務
所
、
自
宅
の
回
復
並
び
に
今
後
の
先
行
き
を
考
え
ま
す
と
き
に
多
大
の
不
安
が
あ
り
、
特
に
経
済
面
に

お
け
る
不
安
は
特
別
で
あ
り
ま
す
。
本
会
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
悩
み
を
持
つ
多
数
の
被
災
会
員
を
抱
え
て
お
り
ま
す
も

の
の
、
司
法
書
士
の
職
責
に
鑑
み
近
日
中
に
市
民
法
律
相
談
を
電
話
に
て
受
げ
付
け
る
予
定
で
あ
り
、
司
法
書
士
制
度
の
存
続
に
か
け

て
頑
張
る
所
存
で
あ
り
ま
す
の
で
、
連
合
会
及
び
各
単
位
会
に
お
か
れ
ま
し
で
も
、
出
来
る
限
り
の
ご
支
援
を
い
た
だ
き
た
く
特
別
の

配
慮
を
心
よ
り
お
願
い
す
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。
・
:
』
等
と
記
載
し
た
報
告
書
を
提
出
し
て
い
る
。
」
と
い
う
空
前
の
規
模
の
大
災
害
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で
あ
っ
た
。

　
こ
う
し
た
兵
庫
県
司
法
書
士
会
・
司
法
書
士
の
危
機
的
な
状
況
に
対
し
、
群
馬
司
法
書
士
会
は
会
を
挙
げ
て
組
織
的
に
し
か
も
最
大

限
と
も
い
え
る
誠
意
を
持
っ
た
対
応
を
し
た
の
で
あ
り
（
こ
の
こ
と
は
、
群
馬
司
法
書
士
会
が
拠
出
し
た
三
〇
〇
〇
万
円
は
、
兵
庫
県

会
自
ら
が
拠
出
し
た
六
〇
〇
〇
万
円
を
除
け
ば
、
東
京
会
五
〇
〇
万
円
、
三
重
県
会
一
〇
〇
〇
万
円
、
広
島
県
会
一
〇
〇
〇
万
円
、
栃

木
県
会
約
七
七
四
万
円
、
愛
知
県
会
四
〇
〇
万
円
、
京
都
会
一
〇
〇
〇
万
円
、
岡
山
県
会
一
〇
〇
万
円
に
比
べ
多
い
こ
と
か
ら
も
伺
え

る
）
、
平
成
七
年
二
月
二
五
日
の
群
馬
司
法
書
士
会
の
臨
時
総
会
で
、
不
動
産
登
記
事
件
等
甲
号
事
件
一
件
当
た
り
五
〇
円
の
復
興
支

援
特
別
負
担
金
を
会
員
に
課
し
、
群
馬
司
法
書
士
会
か
ら
阪
神
大
震
災
救
援
司
法
書
士
対
策
本
部
に
三
〇
〇
〇
万
円
の
拠
出
を
行
う
旨

の
決
定
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
臨
時
総
会
で
最
後
に
意
見
を
述
べ
た
高
崎
支
部
の
稲
垣
会
員
の
発
言
は
、
司
法
書
士
会
の
社
会

的
責
任
を
十
分
自
覚
し
た
も
の
で
あ
り
、
災
害
救
援
資
金
の
寄
付
は
司
法
書
士
会
の
目
的
の
範
囲
内
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
の
核
心
を

み
ご
と
に
つ
い
て
い
る
の
で
、
こ
の
発
言
を
引
用
し
て
鑑
定
書
の
結
び
と
し
た
い
。

「
高
崎
支
部
の
稲
垣
で
す
。
私
は
、
先
日
、
全
青
司
の
代
表
会
議
が
あ
り
ま
し
て
、
兵
庫
の
青
年
会
の
会
長
の
方
と
直
接
お
会
い
し

て
、
現
地
の
状
況
を
聞
い
て
い
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
二
〇
一
名
の
方
が
自
宅
な
い
し
事
務
所
を
全
半
壊
さ
れ
て
お
り
ま
し
て
、
三
五

〇
名
い
る
被
災
地
の
ほ
か
の
方
は
ど
う
な
の
か
と
い
う
と
、
事
業
を
再
開
で
き
な
い
状
態
だ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
聞
い
て
お
り
ま

す
。
そ
れ
で
は
、
事
務
所
が
壊
れ
て
い
る
方
は
ほ
か
の
テ
ナ
ン
ト
を
借
り
て
や
れ
ば
い
い
で
は
な
い
か
と
い
う
意
見
も
あ
っ
て
、
そ
れ

に
対
し
て
兵
庫
の
方
は
、
大
手
の
企
業
が
被
災
地
区
周
辺
の
テ
ナ
ン
ト
を
全
部
借
り
切
っ
て
い
て
事
務
所
を
借
り
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
借
り
た
く
て
も
借
り
ら
れ
な
い
と
い
う
状
況
が
あ
る
わ
け
で
す
。
な
お
か
つ
、
仕
事
量
は
五
分
の
一
以
下
と
い
う
状
況
だ
そ
う
で

す
。
事
務
所
と
し
て
の
再
開
は
ほ
ぼ
一
年
ぐ
ら
い
の
規
模
で
、
で
き
な
い
と
い
う
状
況
が
あ
る
わ
け
で
す
。
こ
の
前
の
『
八
日
に
兵
庫

一39一

で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
兵
庫
県
司
法
書
士
会
・
司
法
書
士
の
危
機
的
な
状
況
に
対
し
、
群
馬
司
法
書
士
会
は
会
を
挙
げ
て
組
織
的
に
し
か
も
最
大

限
と
も
い
え
る
誠
意
を
持
っ
た
対
応
を
し
た
の
で
あ
り
(
こ
の
こ
と
は
、
群
馬
司
法
書
士
会
が
拠
出
し
た
三

0
0
0万
円
は
、
兵
庫
県

会
自
ら
が
拠
出
し
た
六

0
0
0万
円
を
除
け
ば
、
東
京
会
五

O
O万
円
、
三
重
県
会
一

0
0
0万
円
、
広
島
県
会
一

0
0
0万
円
、
栃

木
県
会
約
七
七
四
万
円
、
愛
知
県
会
四

O
O万
円
、
京
都
会
一

0
0
0万
円
、
岡
山
県
会
一

O
O万
円
に
比
べ
多
い
こ
と
か
ら
も
伺
え

る
)
、
平
成
七
年
二
月
二
五
日
の
群
馬
司
法
書
士
会
の
臨
時
総
会
で
、
不
動
産
登
記
事
件
等
甲
号
事
件
一
件
当
た
り
五

O
円
の
復
興
支
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援
特
別
負
担
金
を
会
員
に
課
し
、
群
馬
司
法
書
士
会
か
ら
阪
神
大
震
災
救
援
司
法
書
士
対
策
本
部
に
三

0
0
0万
円
の
拠
出
を
行
う
旨

の
決
定
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
臨
時
総
会
で
最
後
に
意
見
を
述
べ
た
高
崎
支
部
の
稲
垣
会
員
の
発
言
は
、
司
法
書
士
会
の
社
会
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的
責
任
を
十
分
自
覚
し
た
も
の
で
あ
り
、
災
害
救
援
資
金
の
寄
付
は
司
法
書
士
会
の
目
的
の
範
囲
内
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
の
核
心
を

み
ご
と
に
つ
い
て
い
る
の
で
、
こ
の
発
言
を
引
用
し
て
鑑
定
書
の
結
び
と
し
た
い
。

「
高
崎
支
部
の
稲
垣
で
す
。
私
は
、
先
日
、
全
青
司
の
代
表
会
議
が
あ
り
ま
し
て
、
兵
庫
の
青
年
会
の
会
長
の
方
と
直
接
お
会
い
し

て
、
現
地
の
状
況
を
聞
い
て
い
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
二

O
一
名
の
方
が
自
宅
な
い
し
事
務
所
を
全
半
壊
さ
れ
て
お
り
ま
し
て
、
三
五

O
名
い
る
被
災
地
の
ほ
か
の
方
は
ど
う
な
の
か
と
い
う
と
、
事
業
を
再
開
で
き
な
い
状
態
だ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
聞
い
て
お
り
ま

す
。
そ
れ
で
は
、
事
務
所
が
壊
れ
て
い
る
方
は
ほ
か
の
テ
ナ
ン
ト
を
借
り
て
や
れ
ば
い
い
で
は
な
い
か
と
い
う
意
見
も
あ
っ
て
、
そ
れ

に
対
し
て
兵
庫
の
方
は
、
大
手
の
企
業
が
被
災
地
区
周
辺
の
テ
ナ
ン
ト
を
全
部
借
り
切
っ
て
い
て
事
務
所
を
借
り
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
借
り
た
く
て
も
借
り
ら
れ
な
い
と
い
う
状
況
が
あ
る
わ
け
で
す
。
な
お
か
っ
、
仕
事
量
は
五
分
の
一
以
下
と
い
う
状
況
だ
そ
う
で
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す
。
事
務
所
と
し
て
の
再
開
は
ほ
ぼ
一
年
ぐ
ら
い
の
規
模
で
、
で
き
な
い
と
い
う
状
況
が
あ
る
わ
妙
で
す
。
こ
の
前
の
一
八
日
に
兵
庫
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会
の
臨
時
総
会
が
開
か
れ
ま
し
て
、
日
ご
ろ
は
そ
ん
な
に
集
ま
ら
な
い
会
員
の
方
が
た
く
さ
ん
お
集
ま
り
に
な
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
な
形

の
登
記
権
の
決
議
と
か
、
そ
う
い
う
討
論
を
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
ど
う
に
か
自
力
で
や
っ
て
い
こ
う
と
い
う
こ
と
を
彼
ら
は
議
論
を

し
て
い
る
わ
け
で
す
。
全
国
代
表
会
議
の
と
き
も
一
言
も
何
々
を
し
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
を
言
わ
な
い
の
で
す
。
言
え
な
い
と
い
う

部
分
が
あ
る
と
私
は
思
う
の
で
す
。
兵
庫
県
会
の
岡
田
な
お
き
さ
ん
の
感
謝
の
手
紙
が
皆
さ
ん
の
と
こ
ろ
に
フ
ァ
ッ
ク
ス
で
行
か
れ

て
、
お
読
み
に
な
っ
た
方
が
あ
る
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど
も
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
難
民
の
方
が
被
災
地
の
方
に
義
援
金
を
出
し
た
と
い
う

こ
と
を
聞
い
て
、
涙
を
流
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
い
う
よ
う
に
、
現
地
の
神
戸
会
の
人
た
ち
は
非
常
に
敏
感
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で

す
。
群
馬
の
こ
と
も
当
然
、
き
ょ
う
の
総
会
が
ど
の
よ
う
な
形
で
進
ん
で
い
っ
て
、
ど
う
な
ろ
う
と
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
兵

庫
の
司
法
書
士
た
ち
は
見
守
っ
て
い
ま
す
。
日
ご
ろ
、
長
い
距
離
離
れ
た
群
馬
の
司
法
書
士
と
は
そ
ん
な
に
関
係
な
い
な
あ
と
思
っ
て

い
た
兵
庫
の
人
た
ち
も
、
今
回
の
動
き
の
中
で
司
法
書
士
と
は
一
人
で
は
な
い
の
だ
。
司
法
書
士
と
は
全
国
の
仲
間
の
中
の
一
人
と
し

て
や
っ
て
い
る
の
だ
。
何
か
あ
っ
た
ら
全
国
の
仲
間
が
、
全
体
と
し
て
動
く
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
必
ず
何
か
の
動
き

は
出
て
く
る
の
だ
と
い
う
安
心
感
、
信
頼
感
を
持
っ
て
、
き
ょ
う
の
総
会
を
兵
庫
の
司
法
書
士
た
ち
は
見
詰
め
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

で
す
か
ら
、
い
ろ
い
ろ
と
異
論
は
あ
る
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
群
馬
司
法
書
士
会
が
今
出
せ
る
金
は
三
〇
〇
〇
万
円
が
限
度
だ
と
い

う
こ
と
で
、
こ
の
算
出
方
法
と
し
て
い
ろ
い
ろ
と
あ
る
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
今
、
兵
庫
県
の
市
民
、
司
法
書
士
が
困
っ
て
い
て
、

こ
こ
で
司
法
書
士
が
手
を
こ
ま
ね
い
て
い
れ
ば
、
私
た
ち
の
制
度
的
な
意
味
に
お
け
る
責
任
の
取
り
方
と
し
て
私
は
ま
ず
い
と
思
い
ま

す
。　

高
崎
支
部
の
集
ま
り
で
は
野
口
さ
ん
と
い
う
方
が
、
古
い
話
に
な
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
大
正
の
コ
メ
騒
動
の
時
の
借
金
の
問
題
に

つ
い
て
、
弁
護
士
会
は
率
先
し
て
い
ろ
い
ろ
な
法
律
相
談
に
乗
っ
た
り
、
い
ろ
い
ろ
な
困
難
の
中
で
庶
民
の
た
め
に
働
い
た
と
い
う
こ

一40一一
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、
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の
登
記
権
の
決
議
と
か
、

そ
う
い
う
討
論
を
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
ど
う
に
か
自
力
で
や
っ
て
い
こ
う
と
い
う
こ
と
を
彼
ら
は
議
論
を

し
て
い
る
わ
け
で
す
。
全
国
代
表
会
議
の
と
き
も
一
言
も
何
々
を
し
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
を
言
わ
な
い
の
で
す
。
言
え
な
い
と
い
う

部
分
が
あ
る
と
私
は
思
う
の
で
す
。
兵
庫
県
会
の
岡
田
な
お
き
さ
ん
の
感
謝
の
手
紙
が
皆
さ
ん
の
と
こ
ろ
に
フ
ァ
ッ
ク
ス
で
行
か
れ

て
、
お
読
み
に
な
っ
た
方
が
あ
る
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど
も
、

カ
ン
ボ
ジ
ア
の
難
民
の
方
が
被
災
地
の
方
に
義
援
金
を
出
し
た
と
い
う

こ
と
を
聞
い
て
、
涙
を
流
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
い
う
よ
う
に
、
現
地
の
神
戸
会
の
人
た
ち
は
非
常
に
敏
感
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
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す
。
群
馬
の
こ
と
も
当
然
、
き
ょ
う
の
総
会
が
ど
の
よ
う
な
形
で
進
ん
で
い
っ
て
、
ど
う
な
ろ
う
と
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
兵

庫
の
司
法
書
士
た
ち
は
見
守
っ
て
い
ま
す
。
日
ご
ろ
、
長
い
距
離
離
れ
た
群
馬
の
司
法
書
士
と
は
そ
ん
な
に
関
係
な
い
な
ぁ
と
思
っ
て

-40ー

い
た
兵
庫
の
人
た
ち
も
、
今
回
の
動
き
の
中
で
司
法
書
士
と
は
一
人
で
は
な
い
の
だ
。
司
法
書
士
と
は
全
国
の
仲
間
の
中
の
一
人
と
し

て
や
っ
て
い
る
の
だ
。
何
か
あ
っ
た
ら
全
国
の
仲
間
が
、
全
体
と
し
て
動
く
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
げ
れ
ど
も
、
必
ず
何
か
の
動
き

は
出
て
く
る
の
だ
と
い
う
安
心
感
、
信
頼
感
を
持
っ
て
、

き
ょ
う
の
総
会
を
兵
庫
の
司
法
書
士
た
ち
は
見
詰
め
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

で
す
か
ら
、

い
ろ
い
ろ
と
異
論
は
あ
る
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
群
馬
司
法
書
士
会
が
今
出
せ
る
金
は
三

0
0
0万
円
が
限
度
だ
と
い

う
こ
と
で
、
こ
の
算
出
方
法
と
し
て
い
ろ
い
ろ
と
あ
る
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
今
、
兵
庫
県
の
市
民
、
司
法
書
士
が
図
っ
て
い
て
、

こ
こ
で
司
法
書
士
が
手
を
こ
ま
ね
い
て
い
れ
ば
、
私
た
ち
の
制
度
的
な
意
味
に
お
け
る
責
任
の
取
り
方
と
し
て
私
は
ま
ず
い
と
思
い
ま

す。
高
崎
支
部
の
集
ま
り
で
は
野
口
さ
ん
と
い
う
方
が
、
古
い
話
に
な
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
大
正
の
コ
メ
騒
動
の
時
の
借
金
の
問
題
に

つ
い
て
、
弁
護
士
会
は
率
先
し
て
い
ろ
い
ろ
な
法
律
相
談
に
乗
っ
た
り
、

い
ろ
い
ろ
な
困
難
の
中
で
庶
民
の
た
め
に
働
い
た
と
い
う
こ
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と
で
、
司
法
書
士
は
そ
の
と
き
に
あ
ぐ
ら
を
か
い
て
し
ま
っ
た
か
ら
弁
護
士
と
司
法
書
士
の
差
が
生
ま
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
い
う
話

を
聞
い
て
お
り
ま
す
。
全
国
代
表
者
会
議
の
と
き
に
聞
い
た
話
で
は
、
韓
国
に
は
法
務
士
と
い
う
制
度
が
あ
り
ま
す
。
昔
は
司
法
書
士

と
い
う
制
度
だ
っ
た
の
で
す
ね
。
日
本
の
植
民
地
だ
っ
た
の
で
同
じ
法
律
が
適
用
を
さ
れ
て
い
た
関
係
だ
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど
も
、

な
ぜ
法
務
士
か
と
い
う
と
評
価
が
上
が
っ
た
の
で
す
。
社
会
的
地
位
が
上
が
っ
た
の
で
す
。
な
ぜ
上
が
っ
た
か
と
い
う
と
、
私
の
聞
い

た
話
で
は
、
朝
鮮
戦
争
の
と
き
に
戸
籍
が
か
な
り
焼
失
し
て
し
ま
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
の
時
に
司
法
書
士
の
人
た
ち
が
い
ろ
い
ろ
な
相

談
に
乗
っ
て
、
法
律
相
談
を
受
け
付
け
た
わ
け
で
す
。
そ
こ
で
、
司
法
書
士
と
い
う
の
は
法
律
相
談
も
で
き
る
社
会
的
に
有
益
な
存
在

な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
韓
国
の
人
た
ち
に
認
め
さ
せ
た
と
い
う
経
過
が
あ
っ
て
法
務
士
と
い
う
形
で
法
改
正
が
な
さ
れ
た
の
だ
と
い
う

こ
と
を
聞
い
て
お
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
私
は
今
回
の
こ
と
に
対
し
て
、
よ
く
総
理
大
臣
の
村
山
さ
ん
に
対
し
て
決
断
力
が
な
い
と

か
、
ま
た
、
行
政
に
対
し
て
も
上
の
指
示
が
な
け
れ
ば
何
も
し
な
い
で
は
な
い
か
と
い
う
よ
う
な
い
ろ
い
ろ
な
批
判
が
あ
る
と
思
う
の

で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
総
会
と
い
う
の
は
、
私
た
ち
司
法
書
士
が
群
馬
会
の
中
で
上
の
指
示
を
待
っ
て
い
る
と
か
、
横
の
何
と
か
と
言

っ
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
私
た
ち
自
身
の
で
き
る
範
囲
の
こ
と
な
の
で
す
。
こ
の
総
会
の
中
で
で
き
る
こ
と
を
や
っ
て
い
こ
う
で
は

な
い
か
。
な
す
べ
き
こ
と
を
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
私
は
思
い
ま
す
。
そ
う
し
た
中
で
、
司
法
書
士
が
社
会
に
と
っ
て
有

益
な
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
社
会
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
絶
好
の
機
会
だ
と
い
う
ふ
う
に
私
は
考
え
ま
す
。
以
上
で
す
。
」
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と
で
、
司
法
書
士
は
そ
の
と
き
に
あ
ぐ
ら
を
か
い
て
し
ま
っ
た
か
ら
弁
護
士
と
司
法
書
士
の
差
が
生
ま
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
い
う
話

を
聞
い
て
お
り
ま
す
。
全
国
代
表
者
会
議
の
と
き
に
聞
い
た
話
で
は
、
韓
国
に
は
法
務
士
と
い
う
制
度
が
あ
り
ま
す
。
昔
は
司
法
書
士

と
い
う
制
度
だ
っ
た
の
で
す
ね
。
日
本
の
植
民
地
だ
っ
た
の
で
同
じ
法
律
が
適
用
を
さ
れ
て
い
た
関
係
だ
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど
も
、

な
ぜ
法
務
士
か
と
い
う
と
評
価
が
上
が
っ
た
の
で
す
。
社
会
的
地
位
が
上
が
っ
た
の
で
す
。
な
ぜ
上
が
っ
た
か
と
い
う
と
、
私
の
聞
い

た
話
で
は
、
朝
鮮
戦
争
の
と
き
に
戸
籍
が
か
な
り
焼
失
し
て
し
ま
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
の
時
に
司
法
書
士
の
人
た
ち
が
い
ろ
い
ろ
な
相

談
に
乗
っ
て
、
法
律
相
談
を
受
け
付
げ
た
わ
け
で
す
。
そ
こ
で
、
司
法
書
士
と
い
う
の
は
法
律
相
談
も
で
き
る
社
会
的
に
有
益
な
存
在

災害救援資金の寄付と司法書士会の目的の範囲

な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
韓
国
の
人
た
ち
に
認
め
さ
せ
た
と
い
う
経
過
が
あ
っ
て
法
務
士
と
い
う
形
で
法
改
正
が
な
さ
れ
た
の
だ
と
い
う

で
す
か
ら
、
私
は
今
回
の
こ
と
に
対
し
て
、
よ
く
総
理
大
臣
の
村
山
さ
ん
に
対
し
て
決
断
力
が
な
い
と

こ
と
を
聞
い
て
お
り
ま
す
。
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か
、
ま
た
、
行
政
に
対
し
て
も
上
の
指
示
が
な
け
れ
ば
何
も
し
な
い
で
は
な
い
か
と
い
う
よ
う
な
い
ろ
い
ろ
な
批
判
が
あ
る
と
思
う
の

で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
総
会
と
い
う
の
は
、
私
た
ち
司
法
書
士
が
群
馬
会
の
中
で
上
の
指
示
を
待
っ
て
い
る
と
か
、
横
の
何
と
か
と
言

っ
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
私
た
ち
自
身
の
で
き
る
範
囲
の
こ
と
な
の
で
す
。
こ
の
総
会
の
中
で
で
き
る
こ
と
を
や
っ
て
い
こ
う
で
は

な
い
か
。
な
す
べ
き
こ
と
を
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
私
は
思
い
ま
す
。
そ
う
し
た
中
で
、
司
法
書
士
が
社
会
に
と
っ
て
有

益
な
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
社
会
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
絶
好
の
機
会
だ
と
い
う
ふ
う
に
私
は
考
え
ま
す
。
以
上
で
す
。
」
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会費・特別負担金・報酬の推移 (S63"" H 11) 

昭和63年度

会費収入 64，201，000 aニ b十 C

うち 一般会費 29，619，000 b 9，000 (月額)

特別負担金 34，582，000 C 200( 1件)c' 

会別費負収担入金のに割占合める特 53.9% c-;-.a 

不の動平産均登報記酬事件1件 15，800 d 年「に不計よ動報り産告算登書出記に(報10お酬0円け合単る計位額でJ四÷捨「不五動入産)登記総件数J

平別均負担報金酬額に対の割す合る特 1.3% c'--;.-d 

会員報酬総額 2，778，117，946 e 
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一

平成元年度

会費収入 66，577，000 a=b十 C

うち 一般会費 29，691，000 b 9，000 (月額)

特別負担金 36，886，000 C 200( 1件)c' 

会別費負収担入金のに割占合める特 55.4% c7a 

不の平動均産報登酬記事件1件 17，000 d 年「に不計よ動報り産算告登書出記に(報10お酬0円け合単る計位額でj四÷捨「不五動入産)登記総件数J

別平均負担報酬金額に対の割す合る特 1.2% c'7d 

会員報酬総額 3，055，268，590 e 

会る会員費報収酬入総額の割に対合す 2.2% a7e 
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平成2年度

会費収入 64，437，200 a二 b+c

うち 一般会費 29，160，000 b 9，000(月額)

特別負担金 35，277，200 C 200( 1件)c' 

会別費負収担入金のに割占合める特 54.7% c+a 

不の動平産均登報記酬事件l件 18，100 d 年「に不計よ動報り産算告登書出記に(報10お酬0円け合単る計位額で」四÷捨「不五動入産)登記総件数j

別平均負担報酬金額に対の割す合る特 1‘1% c'+d 

会員報酬総額 3，199，546，204 e 

会る員会報費収酬総入額の割に対合す 2.0% a-7-e 
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平成3年度

会費収入 74，950，400 a==b十 C

うち 一般会費 32，876，000 b H 3.7.1値上
10，000(月額)

特別負担金 42，074，400 C H3件.)5.24値上
250 ( 1 {tt) c ' 

会別費負収担入金のに割占合める特 56.1% c-;-a 

不の平動均産報登記酬事件 1件 19，700 d 年「に不計よ動報り産告算登書出記に(報10お0酬円け合単る計位額で」四÷捨f不五動入産)登記総件数」

平別均負報担酬金額に対の割す合る特 1.3% c'-;-d 

会員報酬総額 3，003，747，355 e 

会る会員報費酬収総入額の割に対合す 2.5% a-;-e 
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一

平成4年度

会費収入 77，015，000 a=b十 C

うち 一般会費 33，720，000 b 10，000(月額)

特別負担金 43.295.000 C 250( 1件)c' 

別会費負収担入金のに割占合める特 56.2% c-;.-a 

不の動平産均登報記酬事件 1件 21，100 d 年「に不計よ動報り産告算登書出記に(報10お酬0円け合単る計位額で」四÷捨「不五動入産)登記総件数」

平別均負報担酬金額に対の割す合る特 1.2% c'-;.-d 

会員報酬総額 3，647，914，431 e 

会る会員報費酬収総入額の割に対合す 2.1% a-;.-e 
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平成5年度

会費収入 77，572，500 a=b十 C

うち 一般会費 33，760，000 b 10，000(月額)

特別負担金 43，812，500 C 250( 1件)c' 

会別費負収担入金のに割占合める特 56.5% c-;.-a 

不の動平産均報登記酬事件1件 21，200 d 年「に不計よ動報り産算告塗書出記に(報10お酬0円け合単る計位額でJ四÷捨「不五動入産)登記総件数J

別平均負報担酬金額に対の割す合る特 1.2% c'-;.-d 

会員報酬総額 3，658，667，108 e 

会る会員報費収酬総入額の割に対合す 2.1% a-;.-e 
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一 ． N 訳 o ． 十 血

ゆ 加 難 塁 誘 慧 o。 せ 胡 貸 8 ω ｝ O 一 ㎝ O

恥 抽 蝿 翌 お 慧 符 灘 縛

が 跨 剛 薄 》 e 哩 吟
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平成6年度

会費収入 77，755，000 a=b+c 

うち 一般会費 33，700，000 b 10，000(月額)

特別負担金 44，055，000 C 250( 1件)c' 

会別費負収担金入のに割占合める特 56.7% c-;-.a 

不の動平産均登報記酬事件 1件 20，700 d 年「に不計よ動報り産算告登書出記に(報10お酬0円け合単る計位額でJ四÷捨「不五動入産)登記総件数J

別平均負報担酬金額に対の割す合る特 1.2% c'-;-.d 

会員報酬総額 3，755，063，015 e 

会る員会報費酬収入総額の割に対合す 2.1% a-;-.e 
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判 渇 刈 岳 淘

珍 環 薄 ＞ G
。 o。

h 翫 》 O O O 餌 H σ 十 〇

ゆ 伊 ー 建 ゆ 期 ω 合 O o 。 P O O O ぴ 一 9 。 。 。 （ 血 艦 ）

蕪 曽 瀞 溢 蹄 9 」 ① 貸 O O O O 謡 。 （ 一 奪 ） o ．

ゆ 躍 薄 》 得 翫 む が 蕪

曽 抽 置 診 S 毯 吟

O 一 。 ㎝ 訳 O ー 四

面 漉 糾 融 蒸 曽 沁 髄 諭

黄 》

一 〇 ひ ① o 。 》 O O O ｛

　 缶 刈 」 」 悪 叢

㎝ O （ 一 奪 ） 馬 ．

引 轡 臨 隣 出 畑 弁 一 奪

e 網 誉 建 塁

bo ン O O O 傷 轍 墾 鮮 講 」 嵜 灘 騒 お 毒 」

胃 ％ O 纏 注 （ 一 。 。 コ 侭 欝 δ 圏 鵡 団 》 ）

煮 蕊 叢 塁 得 違 叫 ぴ 蕪

謹 ゆ 前 診 慧 e 嘆 吟

一 』 訳 O 、 十 α

者 苗 鑑 塁 “ 臼 違 叫 ぶ 蕨

魎 澱 賠 蒸 邊 遮 薗 除 慧

e 囎 昌 ゆ

O 』 訳 剛 、 十 α

一
49
一

平成 7年度

会費収入 88，545，000 a=b十 C

うち 一般会費 34，080，000 b 10，000(月額)

特別負担金 54，465，000 C 250( 1件)c' 

会別費負収担入金のに割占合める特 61.5% c-;.-a 

復収興入支援特別負担金 10，568，000 f H7件.4. 1開始
50 ( 1 {tf::) f' 

不の平動産均報登酬記事件1件 21.000 d 年「に不計よ動報り産算告登書出記に(報10お0酬円け合単る計位額で」四÷捨「不五動入産)登記総件数j

別平均負報担酬金額に対の割す合る特 1.2% c'-;.-d 

興平の支割均援合報特酬別に対負担す金る額復 0.2% f'-;.-d 
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ぴ ゆ 躍 受 》 e 珊 昌 吟

ド 一 訳 Q l Φ

ゆ 抽 離 塁 諜 錨 言 違 鴫 が

ゆ 躍 渚 》 薄 傷 蕨 漉 澱 賠

蒸 連 蹄 廣 距 苅 》 S 麗 吟

N 。 “ 訳 （ 曽 ＋ 眺 ） ＋ Φ

煮 渇 。 。 岳 淘

ゆ 躍 菊 》 o。 ρ ① o 。 O u O O O 曽 H げ 十 〇

“ ぴ ー 難 恥 羅 o。 ω 曽 o 。 N P O O O び 一 P 。 。 。 （ 並 慧 ）

離 邊 抽 薗 診 “ o
。 ｝ o 。 ① P O O O O 謡 O （ 一 奪 ） o 、

恥 躍 黄 》 符 翫 む が 蕪

望 漉 儲 冷 3 麗 ゆ ＄ 。 一 訳 O I 曽

薄 漉 糾 嫌 顛 曽 皿 幟 診

薄 》 o。 気 O G 。 ” O O O 暁 ㎝ 。 （ 一 弁 ） ｛ 、

一
50
一

1
1
0目

l
i

会員報酬総額 4，177，746，672 e 

会る員会報費酬収総入額の割に対合す 2.1% a-;-e 

会特会別費員負報収担酬入金総及収額び入復にの対興割支す合援る 2.4% (a +f) -;-e 

平成8年度

会費収入 82，680，000 a=b十 C

うち 一般会費 33，820，000 b 10，000 (月額)

特別負担金 48，860，000 C 250( 1件)c' 

会別費負収担入金のに割占合める特 59.1% c-;-a 

復収興入支援特別負担金 8，793，000 f 50( 1件)f' 
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盆 理 鑑 吟 珊 岡 畿 q “

「 引 騨 鰍 際 訓 建 塁 吟 摯 盤 」 ＋ 「 引 轡 醜 瞬 型 講 奪 購 」

a 肝 O 鞍 圧 （ 一 8 田 振 欝 弓 圏 騰 団 》 ）
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醒 ゆ 髄 蹄 錨 e 哩 ゆ
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網 蕊 難 塁 δ 灘 叫 小 面

掴 掩 瀟 煎 醒 訟 随 論 慧

e 毯 吟

O 』 訳 ｛ 、 小 α

ゆ 抽 難 里 誘 慧 合 ω 旨 り o 。 お 養 8 O

ゆ 油 難 塁 講 盛 δ 違 叫

ぴ ゆ 環 薄 》 3 墾 ゆ

卜 。 訳 効 l O

ゆ 加 鑑 翌 議 慧 稿 違 縛 が

ゆ 羅 薫 ＞ 薄 儀 藏 濾 澱 賄

煎 邊 油 面 踏 貴 》 e 望 ゆ

O 」 訳 （ 曽 ＋ 暁 ） ＋ o

嶋 蔦 。 禽 照

恥 躍 薄 》 刈 o
。 一 ㎝ o 。 9 0 0 0 拶 “ び 十 〇

窃 ぴ 1 難 ゆ 蹄 o
。 企 8 0 ” O O O び 一 〇 り O 。 O （ 血 慧 ）

一
51
一

不の動平産均登報記酬事件1件 20，900 d 年「に不計よ動報り産算告登書出記に(報10お酬0円け合単る計位額で」四÷捨「不五動入産)登記総件数J

平別均負報担酬金額に対の割す合る特 1.2% c'--;-. d 

平興の均支割報援合酬特別に対負担す金る復額 0.2% f '--;-. d 

会員報酬総額 4，392，873，406 e 

会る員会報費収酬総入額の割に対合す 1.9% a--;-.e 

特会会別員費負報収担入酬金総及収額び入復にの対興割支す合援る 2.1% (a十f)-=--e 

平成9年度

会費収入 78，580，000 a=b十 C

うち 一般会費 34，090，000 b 10，OOO(月額)
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尊 聾 沁 髄 畿 愈 》 お O ） O O O O 謡 O （ 一 奪 ） o 、

ゆ 灘 薄 ＞ 得 翫 呂 が 蒸

望 抽 横 紛 e 望 ゆ

㎝ 9 0 訳 O i 蝉

蕨 糎 澱 賄 蒸 望 抽 鞍 診

菊 》

ω ） 島 ド O O 。 ｛

　 国 O ● 9 0 。 淺 『

8 （ 一 穽 ） 眺 、

引 轡 鰍 瞬 融 蝦 奪 一 奪

e 判 避 鑑 塁

曽 ふ O O 血

岳 理 建 蛤 珊 尺 鍵 耳 餌

「 引 轡 鰍 瞬 訓 鑑 塁 ゆ 理 盤 」 ÷ 「 訓 轡 臨 隣 雅 講 奪 購 」

a ％ O 鞍 庄 （ 一 〇 〇 記 偲 禽 弓 麗 齢 凶 》 ）

煮 避 鑑 翌 符 灘 叫 ぴ 麟

遵 抽 薗 除 慧 3 墾 吟

一 』 訳 免 十 α

煮 蕊 鑑 翌 δ 違 尋 ゆ 熾

漉 澱 館 蒸 醒 沁 融 診 盆

e 囎 昌 吟

。 』 訳 剛 、 十 息

玲 抽 難 塁 講 懸 合 ミ O ㌔ 鐘 娠 縄 Φ

恥 畑 鑑 望 お 慧 得 灘 縛

が ゆ 躍 責 》 e 墾 吟

一 ヒ 訳 四 1 ①

玲 油 鑑 翌 講 慧 符 違 叫 崩

恥 躍 薄 》 淵 傷 熾 糎 澱 館

蒸 望 遮 薗 臨 薄 》 e 醒 ゆ

曽 。 訳 （ 四 ＋ 脇 ） ＋ o

一
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一

特別負担金 44，490，000 C 250( 1件)c' 

会別費負収担金入のに割占合める特 56.6% c--;.-a 

復収興入支援特別負担金 3，422，000 f H (19件.)9.3終了
50 ( 11tt) f' 

不の動平産均報登記酬事件 1件 21，600 d 年「に不計よ動報り産告算登書出記に(報10お0酬円け合単る計位額でj四÷捨「不五動入産)登記総件数J

平別均負報担酬金額に対の割す合る特 1.2% c '--;.-d 

興平の割支均報援合酬特別に対負担す金る額復 0.2% f '--;.-d 

会員報酬総額 4，076，764，552 e 

会る会員費報収酬総入額の割に合対す 1.9% a--;.-e 

会会特別員費負報収担入酬金総及収額び入復にの対興割支す合援る 2.0% (a +f) -;-e 
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。 O O q

岳 理 鑑 聡 磁 δ 畿 q 餌

「 引 騨 醜 瞬 剖 鑑 塁 吟 響 盆 」 ＋ 「 引 騨 臨 瞬 ㎜ 四 婁 “ 薄 」

尺 ％ G 畑 圧 （ 一 。 。 田 振 濤 弓 旧 瀞 団 》 ）

網 蕊 叢 塁 符 違 叫 ぴ 尊

望 遮 薗 紛 慧 e 麗 ゆ

一 」 訳 飛 十 α
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平成10年度

会費収入 72.426.500 a=b 十 C

うち 一般会費 34.190.000 b 10，000(月額)

特別負担金 38，236，500 C 250( 1件)c' 

会別費負収担入金のに割占合める特 52.8% c--;.-a 

収会入館建設特別負担金 6，915，000 f H1件0.)7.1開始
50 ( 114) f ' 

不の平動産均報登記酬事件 1件 21.800 d 年「に不計よ動報り産算告登書出記に(報10お酬0円け合単る計位額で」四÷捨「不五動入産)登記総件数J

平別均負報担酬金額に対の割す合る特 1.1% c '--;.-d 

平館の建均割報設合酬特別に対負担す金る額会 0.2% f '--;.-d 
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一

会員報酬総額 3，553，297，391 e 

会る会員費報収酬総入額の割に対合す 2.0% a...;.-e 

会会特別費員負報収担酬入金総及収額び入会にの対館割主す口主設る 2.2% (a十f)...;.-e 

平成11年度

会費収入 72，625，000 aニ b+c

うち 一般会費 33，790，000 b 10，000(月額)

特別負担金 38，835，000 C 250( 1件)c' 

会別費負収担入金のに割占合める特 53.5% c...;.-a 

収会館入建設特別負担金 7，767，000 50 ( 1件)f' 
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担
金
は
、
下
の
B
の
復
興
支
援
証
紙
を
、
会
費
と
し
て
の
特

　
　
別
負
担
金
で
あ
る
下
の
A
の
二
五
〇
円
の
証
紙
と
と
も
に
司
法
書
士
が
購
入
し
て
、
A
B
と
並
べ
、
登
記
申
請
書
の
上
部
に

　
　
貼
付
す
る
と
い
う
取
り
扱
い
が
な
さ
れ
て
い
た
。

・
團

　　　A
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(
注
)
「
会
費
・
特
別
負
担
金
・
報
酬
の
推
移

(
S
六
三
i
H
一
一
)
」
の
表
は
、
群
馬
司
法
書
士
会
が
作
成
し
、
群
馬
司
法
書
士

会
会
長
宮
前
有
光
氏
、
群
馬
司
法
書
士
会
総
務
部
長
高
山
敏
也
氏
の
署
名
が
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
本
件
で
問
題
に
な
っ
た
五

O
円
の
復
興
支
援
特
別
負
担
金
は
、
下
の
B
の
復
興
支
援
証
紙
を
、
会
費
と
し
て
の
特

別
負
担
金
で
あ
る
下
の
A
の
二
五

O
円
の
証
紙
と
と
も
に
司
法
書
士
が
購
入
し
て
、

A
B
と
並
べ
、
登
記
申
請
書
の
上
部
に

貼
付
す
る
と
い
う
取
り
扱
い
が
な
さ
れ
て
い
た
。
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付
記
　
鑑
定
書
執
筆
に
当
た
り
、
学
習
院
大
学
名
誉
教
授
の
遠
藤
浩
先
生
に
御
教
示
を
い
た
だ
い
た
。
ま
た
、
鑑
定
書
執
筆
の
た
め
に
、
群
馬

　
　
司
法
書
士
会
か
ら
は
膨
大
な
資
料
の
寄
贈
を
受
け
る
と
と
も
に
、
群
馬
司
法
書
士
会
の
司
法
書
士
で
あ
る
齋
藤
幸
光
氏
、
櫻
井
裕
氏
、
岡

　
　
住
貞
宏
氏
に
は
、
二
回
に
渡
り
山
梨
学
院
大
学
に
お
い
で
い
た
だ
き
、
長
時
間
の
議
論
に
お
つ
き
あ
い
い
た
だ
い
た
。
そ
し
て
、
鑑
定
書

　
　
に
関
し
、
群
馬
司
法
書
士
会
の
会
長
宮
前
有
光
氏
、
そ
の
会
員
で
あ
る
齋
藤
幸
光
氏
、
櫻
井
裕
氏
、
岡
住
貞
宏
氏
、
及
び
、
代
理
人
弁
護

　
　
士
で
あ
る
大
熊
政
一
氏
、
今
村
核
氏
、
山
内
一
浩
氏
に
御
教
示
を
い
た
だ
い
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
問
題
に
関
し
、
明
治
大
学
の
研
究
会
に

　
　
お
い
て
、
平
井
一
雄
教
授
、
後
藤
巻
則
教
授
、
橋
本
恭
宏
教
授
、
福
田
清
明
助
教
授
を
は
じ
め
と
す
る
諸
先
生
の
御
教
示
を
い
た
だ
き
、

　
　
中
央
大
学
の
研
究
会
に
お
い
て
、
山
野
目
章
夫
教
授
、
三
和
一
博
教
授
、
渡
辺
達
徳
教
授
、
伊
藤
壽
英
教
授
を
は
じ
め
と
す
る
諸
先
生
の

　
　
御
教
示
を
い
た
だ
き
、
山
梨
学
院
大
学
の
研
究
会
に
お
い
て
近
藤
崇
晴
甲
府
地
方
・
家
庭
裁
判
所
長
、
小
野
寺
規
夫
法
学
科
長
、
田
邊
護

　
　
弁
護
士
を
は
じ
め
と
す
る
諸
先
生
の
御
教
示
を
い
た
だ
い
た
。
ま
た
、
鑑
定
書
の
テ
ー
マ
を
素
材
と
し
て
日
本
私
法
学
会
第
六
四
回
大
会

　
　
で
、
「
政
治
献
金
と
災
害
救
援
資
金
の
寄
付
に
関
す
る
法
人
の
目
的
の
範
囲
ー
ア
メ
リ
カ
法
を
素
材
と
し
て
ー
」
と
題
す
る
個
別
報
告
を

　
　
行
っ
た
が
、
そ
の
質
疑
で
大
阪
市
立
大
学
名
誉
教
授
の
甲
斐
道
太
郎
先
生
、
中
央
大
学
教
授
の
丸
山
秀
平
先
生
、
東
京
大
学
名
誉
教
授
の

　
　
星
野
英
一
先
生
よ
り
御
教
示
を
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
報
告
終
了
後
、
司
会
の
労
を
お
取
り
い
た
だ
い
た
九
州
大
学
教
授
の
河
内
宏
先
生

　
　
に
も
御
教
示
を
い
た
だ
い
た
。
な
お
、
こ
の
個
別
報
告
に
あ
た
っ
て
は
、
推
薦
書
を
書
い
て
い
た
だ
い
た
中
央
大
学
法
学
部
長
永
井
和
之

　
　
先
生
、
御
指
導
を
い
た
だ
い
た
中
央
大
学
名
誉
教
授
白
羽
祐
三
先
生
、
中
央
大
学
教
授
船
越
隆
司
先
生
に
も
、
御
教
示
を
い
た
だ
い
た
。

　
　
そ
し
て
、
今
回
も
山
梨
学
院
大
学
総
合
図
書
館
の
事
務
長
斉
木
高
明
氏
を
は
じ
め
高
野
敏
美
氏
、
細
内
良
香
氏
、
秋
山
初
美
氏
と
い
っ
た

　
　
職
員
の
方
々
、
及
び
私
の
ゼ
ミ
生
で
あ
る
山
田
秀
二
君
に
は
資
料
収
集
で
御
世
話
に
な
っ
た
。
こ
の
場
を
借
り
て
、
御
世
話
に
な
っ
た
皆

　
　
様
に
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。
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記
鑑
定
書
執
筆
に
当
た
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、
学
習
院
大
学
名
誉
教
授
の
遠
藤
浩
先
生
に
御
教
示
を
い
た
だ
い
た
。
ま
た
、
鑑
定
書
執
筆
の
た
め
に
、
群
馬

司
法
書
士
会
か
ら
は
膨
大
な
資
料
の
寄
贈
を
受
け
る
と
と
も
に
、
群
馬
司
法
書
士
会
の
司
法
書
士
で
あ
る
驚
藤
幸
光
氏
、
棲
井
裕
氏
、
岡

住
貞
宏
氏
に
は
、
二
回
に
渡
り
山
梨
学
院
大
学
に
お
い
で
い
た
だ
き
、
長
時
間
の
議
論
に
お
つ
き
あ
い
い
た
だ
い
た
。
そ
し
て
、
鑑
定
書

に
関
し
、
群
馬
司
法
書
士
会
の
会
長
宮
前
有
光
氏
、
そ
の
会
員
で
あ
る
驚
藤
幸
光
氏
、
棲
井
裕
氏
、
岡
住
貞
宏
氏
、
及
び
、
代
理
人
弁
護

士
で
あ
る
大
熊
政
一
氏
、
今
村
核
氏
、
山
内
一
浩
氏
に
御
教
示
を
い
た
だ
い
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
問
題
に
関
し
、
明
治
大
学
の
研
究
会
に

お
い
て
、
平
井
一
雄
教
授
、
後
藤
巻
則
教
授
、
橋
本
恭
宏
教
授
、
福
田
清
明
助
教
授
を
は
じ
め
と
す
る
諸
先
生
の
御
教
示
を
い
た
だ
き
、

中
央
大
学
の
研
究
会
に
お
い
て
、
山
野
目
章
夫
教
授
、
三
和
一
博
教
授
、
渡
辺
達
徳
教
授
、
伊
藤
喜
英
教
授
を
は
じ
め
と
す
る
諸
先
生
の

御
教
示
を
い
た
だ
き
、
山
梨
学
院
大
学
の
研
究
会
に
お
い
て
近
藤
崇
晴
甲
府
地
方
・
家
庭
裁
判
所
長
、
小
野
寺
規
夫
法
学
科
長
、
田
遺
護

弁
護
士
を
は
じ
め
と
す
る
諸
先
生
の
御
教
示
を
い
た
だ
い
た
。
ま
た
、
鑑
定
書
の
テ
1
マ
を
素
材
と
し
て
日
本
私
法
学
会
第
六
四
回
大
会

で
、
「
政
治
献
金
と
災
害
救
援
資
金
の
寄
付
に
関
す
る
法
人
の
目
的
の
範
囲
l
ア
メ
リ
カ
法
を
素
材
と
し
て
|
」
と
題
す
る
個
別
報
告
を

行
っ
た
が
、
そ
の
質
疑
で
大
阪
市
立
大
学
名
誉
教
授
の
甲
斐
道
太
郎
先
生
、
中
央
大
学
教
授
の
丸
山
秀
平
先
生
、
東
京
大
学
名
誉
教
授
の

星
野
英
一
先
生
よ
り
御
教
示
を
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
報
告
終
了
後
、
司
会
の
労
を
お
取
り
い
た
だ
い
た
九
州
大
学
教
授
の
河
内
宏
先
生

に
も
御
教
示
を
い
た
だ
い
た
。
な
お
、
こ
の
個
別
報
告
に
あ
た
っ
て
は
、
推
薦
書
を
書
い
て
い
た
だ
い
た
中
央
大
学
法
学
部
長
永
井
和
之

先
生
、
御
指
導
を
い
た
だ
い
た
中
央
大
学
名
誉
教
授
白
羽
祐
三
先
生
、
中
央
大
学
教
授
船
越
隆
司
先
生
に
も
、
御
教
示
を
い
た
だ
い
た
。

そ
し
て
、
今
回
も
山
梨
学
院
大
学
総
合
図
書
館
の
事
務
長
斉
木
高
明
氏
を
は
じ
め
高
野
敏
美
氏
、
細
内
良
香
氏
、
秋
山
初
美
氏
と
い
っ
た

職
員
の
方
々
、
及
び
私
の
ゼ
ミ
生
で
あ
る
山
田
秀
二
君
に
は
資
料
収
集
で
御
世
話
に
な
っ
た
。
こ
の
場
を
借
り
て
、
御
世
話
に
な
っ
た
皆

様
に
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。
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